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: A Study based on Management Documents of FC United of Manchester 
 

教養デザイン専攻 
平和・環境コース 

張	
 寿山 
序章 
 
本学位請求論文は、2005年にイギリスのマンチェスターにおいて誕生したフットボールクラブである、

FCユナイテッド・オブ・マンチェスター(FC United of Manchester: 以下FCUM)が、そのメンバーに
開示している千件以上の経営内部資料(財務報告書・業務報告書・総会資料・理事会資料等)を分析する
ことにより、コミュニティが所有するスポーツクラブ(Community Owned Sport Club, 以下コミュニテ
ィスポーツクラブ)の事業活動実態を解明し、その事を通じて、コミュニティスポーツクラブが、市場・
政府に対するサードセクターの事業組織である、ソーシャル・エンタープライズ（Social Enterprise）
の持つべき諸条件を満たしていることを検証するものである。この検証をおこなった上で、コミュニテ

ィスポーツクラブがソーシャル・エンタープライズとして果たしうる役割、あるいはソーシャル・エン

タープライズとしてのコミュニティスポーツクラブが、スポーツ活動を行う組織の中でどのような役割

を担いうるのか、その公益性の側面を中心に考察し、今後の研究課題についての提言をおこなう。 
 
19世紀中頃に近代スポーツが成立して以降、観るスポーツとプロフェッショナル・スポーツの発展が、
メディアの発達とシンクロナイズし、さらにオリンピックやワールドカップといったメガイベントを通

じて、スポーツの存在感と影響力を増大し続けてきた。今日では、その時々の社会問題、天気予報、そ

してスポーツに関する情報が、それぞれテレビの定時のニュースで取り上げられることに、誰も何の違

和感を持たなくなっている。SF小説の巨匠ホーガン[1978]の代表作『ガニメデの優しい巨人』では、知
性と合理性を文明の基本とする異星人が、必ずしも合理性に基づかないスポーツの試合に熱中する地球

人類を地球文明の重要な特徴として驚きとともに捉えたことを描いている。近代スポーツ成立後わずか

1世紀で、スポーツは人々の日常生活の中に、当然そこにあるものとして存在するようになっている。 
スポーツは政治や文化ともそれぞれ関連づけられて語られ、さらにその産業としての経済規模はいま

や 100兆円注１)を超えるともいわれる。スポーツ組織の中でも、いくつかの競技連盟やプロフェッショナ

ル・リーグ機構あるいはスポーツクラブの中には、その収入が国家やグローバル企業と同じレベルに達
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している例が存在している [張, 2014]。プロフェッショナルかアマチュアかを問わず、スポーツ競技へ
の参加者､スポーツ競技の種類そのものも増え続けており、地域におけるスポーツ参加率は、行政におけ

る目標とすべき統計指標のひとつにもなっている。近代スポーツは人間活動における独自の分野として

の立場を、ほぼ確立したといって良いであろう。 
このようなスポーツの発展には、それを支えてきた組織が存在していた。それはヨーロッパ各国で 19
世紀から 20 世紀初頭にかけて設立されたスポーツクラブや競技団体であり、慈善団体、ボランタリー
組織、財団、共済組合、協同組合と同様、ヨーロッパ近代の歴史の中で生まれてきたアソシエーション

組織のひとつである。スポーツ組織とは、スポーツ活動を中心に置くアソシエーションだということが

できるであろう。 
近代スポーツはその発展の過程で、スポーツ活動が公益性を持つという理念を打ち出してきた。国際

オリンピック委員会（International Olympic Committee:以下 IOC）が主唱してきたオリンピック・ム
ーブメントの理念では、当初からスポーツの実践を人権のひとつとして定義し、社会平和実現への貢献

を謳っている。さらに、1975年に欧州評議会第一回ヨーロッパ・スポーツ閣僚会議にて『ヨーロッパ・
みんなのためのスポーツ憲章（The “European Sport for All Charter” ）』注２）が採決され、スポーツは
あらゆる人々が享受すべき基本的人権であるという認識が、ヨーロッパ各国の政府機関の代表により公

的かつ公式に示された。 
続いて 1978年の第 20回ユネスコ総会では『体育・スポーツ国際憲章』注３)を採択し、その第 1条に
は体育・スポーツの実践は全ての人にとって基本的権利であると明記され、国際機関により人類共通の

基本理念としても認知された。 
個別の政策面でも、イギリスでは 2006 年のチャリティ憲章改訂において、アマチュア・スポーツの
振興を公益活動として法的に認定し、スポーツ活動が公益性を持つ事業のひとつとして正式にチャリテ

ィの対象となった [公益法人協会, 2015: 57]。また、日本においても 2011年に公布されたスポーツ基本
法の前文で「スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことは全ての人々の権利であり、全ての国民が

その自発性のもとに、各々の関心、適正等に応じて、安全かつ公正な環境のもとで日常的にスポーツに

親しみ、またはスポーツを支える活動に参画することのできる機会が確保されなければならない」と明

記された。1992年に地域振興を謳う「百年構想」を提示して創設されたＪリーグと、1995年より文科
省により推進されている総合型地域スポーツクラブ設立政策により、スポーツクラブと地域振興、地域

コミュニティの復活・強化とは、関連づけて語られることが増えてきている。このように、スポーツ活

動と公益を結びつける考え方は､今では社会における基本的なパラダイムとして受け入れられている。さ

らに、スポーツの分野では、スポーツ活動の展開が貧困対策、教育、地域振興、職業訓練、就業、社会

的排除から包摂へ､コミュニティ形成やセーフティネット形成といった福祉分野の課題とかなり密接な

関係を持ち、一体化した活動となっている例が多く報告されている。 

 
一方で、如何にして社会における公正を確保し、公益性を持つ事業を発展させていくかが、政治に限

らず幅広い分野で議論されている。現代社会における独占や寡占、失業や貧困、公害や資源の収奪、地



コミュニティが所有するスポーツクラブの事業展開とソーシャル・エンタープライズ 
Ｉ章	
 先行研究の検討  

  
序章及び I章  先行研究の検討公開用 rev1.docx  

3  

域や階層格差の拡大といった社会問題の解決の目途が立たないことに対して、市場の失敗(Market 
Failure)と政府の失敗(Government Failure)が指摘されている。これに対し政府や市場を補完する制度、
組織あるいは権力が必要だとの指摘がなされるようになってから、既に半世紀が経とうとしている。環

境経済学の先駆者であるカープ[Kapp,1950]は、はやくも第二次世界大戦直後には、私企業が本質的に
持つ問題点を多岐にわたって論じ、全ての社会的機能を私企業（市場）に任せることの問題を指摘した。

その後も市場の失敗、そしてこれに相対する文脈で捉えられた政府の失敗が加わり、これをどのように

克服するかについて、継続的に問題が提起され続けている注４）。 
特に福祉や公益の分野では、グローバリゼーションとも関連づけて語られる商業化・資本主義化・市

場至上（原理）主義の行きすぎは、弱者や少数者の切り捨てにつながっていることが指摘され、これに

対する抑止力の必要性も指摘されてきた。しかしながら、政府が行う法令に基づく一律的な対応や規制

だけでは、事業の効率や品質が保ちがたいという欠点の克服が難しく、市場と政府を補完する制度、組

織あるいは権力機構の必要性が提案され、これらは多くの場合非営利セクターあるいはサードセクター

と呼ばれている。 
広い意味でのサードセクターにおけるプレーヤーには、慈善団体、ボランタリー組織、財団に加え、

非政府組織（Non-Governmental Organization: 以下NGO）や非営利組織（Non-Profit Organization: 
以下NPO）そして共済組合や協同組合等の、市場経済とは異なる社会的経済を構成する諸アソシエーシ
ョン組織が含まれる。 
ヨーロッパの文脈で用いられるサードセクターという概念には、アメリカで主に用いられる非営利セ

クターとは異なり、非営利組織だけではなく営利性を持つ組織も一定の前提条件の下で含意されている。

その一つの事業組織モデルとされるのがソーシャル・エンタープライズ（Social Enterprise）であり、
サードセクターとほぼ同義で語られることも多い[エバース、ラヴィル、2004: 4]。 

 
ソーシャル・エンタープライズについては複数の定義が提案されているが、以下のドゥフルニ等 

[Defourny et al., 2014: 48]による経済的・企業家的側面、社会的側面、ガバナンス的側面の 3つの側面
毎に整理した、全部で 9つの定義が総括的な内容として広く引用されており、本稿でもこれを基本的定
義として用いることとする。(和訳及びその他の定義の紹介は次章の先行研究の検討で示す) 

 
Economic and entrepreneurial dimensions of social enterprise 

a)   A continuous activity producing goods and /or selling services 

b)   A significant level of economic risk 

c)   A minimum amount of paid work 

Social dimensions of social enterprise 

d)   An explicit aim to benefit the community 

e)   An initiative launched by a group of citizens of civil society organizations 

f)   A limited profit distribution 
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Participatory governance of social enterprise 

g)   A high degree of autonomy 

h)   A decision-making power not based on capital ownership 

i)   A participatory nature, which involves various parties affected by the activity 

 
福祉の分野におけるサードセクター論では、ペストフ [Pestoff, 1998]が社会を市場・政府・コミュニ
ティの 3つのセクターから構成される牽制関係と捉えたうえで、その中間領域に福祉活動を行う組織が
存在するとして、福祉三角形のモデルを提示している。福祉三角形では、営利か非営利か、公的か私的

か、公式か非公式かという 3つの境界線をこの三角形に導入した。ペストフの整理によれば、政府(State)
は公式で公的で非営利の活動が行われるセクターであり、市場(Market)は営利で公式で私的な活動が行
われるセクター、そしてコミュニティ(Community)は非公式で私的で非営利の活動が行われるセクター
と定義される。その上で、サードセクターを政府・市場・コミュニティとの間で明確に区別される存在

としてではなく、3 つのセクターの中間に位置し、それぞれの要素をバランス良く含んだ中立的な存在
として定義している。 
サードセクター論では、ペストフのセクター概念に、さらにポランニー[1977]が提唱した再分配

(Redistribution)・市場(Market)・互酬(Reciprocity)の 3種類の社会的経済の理論を適用する。政府組織
は税制を用いた再分配により経済的に支えられ、市場組織である企業は市場経済に支えられ、コミュニ

ティの基礎である家族は互酬経済により支えられる。そして、サードセクターで活動する組織であるソ

ーシャル・エンタープライズは、3 種類の社会的経済のハイブリッドにより成り立つとの観点が、エメ
(Eme)とラヴィル(Laville)により提示され、それを社会的連帯経済(Social and solidarity-based 
economy)と呼んでいる[エバース、ラヴィル、2004: 25]注５）。 
従って、ソーシャル・エンタープライズとして期待されている事業組織とは、市場・再分配・互酬と

いう 3種類の経済活動によってバランスよく支えられた、社会的連帯経済を活用できる機能を持ち、同
時に公益性を事業目的としているアソシエーション組織だといえる。 

 
以上のようなソーシャル・エンタープライズに対する理解は、スポーツ組織が持つ多くの特徴と重な

る部分が多いことが観察される。既に述べたようにスポーツは公益性を持つ事業であり、その活動が依

拠している社会的経済においても、プロフェッショナル・スポーツを中心とした市場、行政予算を通じ

た再分配、そして多種多様な互酬の要素が混在しており、まさに社会的連帯経済に支えられている活動

だとみなせる。特に、トップアスリートによるプロフェッショナル・スポーツだけではなく、草の根の

スポーツ活動に目を向ければ、そこには公共による再分配、そしてコミュニティセクターからの互酬の

要素が、その活動を支える経済として明らかに重要な割合を占めている。 
このように、スポーツ活動が公益性を持つ事業であり、かつそれを支えている事業組織が独自の社会

的連帯経済に依拠しているアソシエーションであり、さらにその社会的、経済的、文化的影響力は無視

し得ないほど大きくなってきているにもかかわらず、スポーツはサードセクター研究においてほとんど
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取り上げられてこなかった。スポーツ事業を、政府・市場・コミュニティの 3つの社会セクターの中間
で行われる事業のひとつとして捉えられることはなく、当然、スポーツ組織がソーシャル・エンタープ

ライズとして研究されることもなかった。サードセクター研究における公益性を持つ事業活動としては、

もっぱら福祉を中心とした貧困削減に始まり、教育、地域振興、伝統的な公益権の確保、人道、人権、

平和活動等が想定されており、その担い手としては組合、NPO、NGO、国際組織（Inter-Governmental 
Organization: 以下 IGO）あるいは CSR 活動に取り組む営利企業、そしてソーシャル・エンタープラ
イズが研究の対象となってきた。 
一方スポーツ研究では、スポーツ活動の公益性、独自性、自立や自律を主張しながらも、それを支え

るスポーツ組織は、既存の法体系を所与の条件として受け入れ、その中で如何にスポーツ活動を展開し

ていくのかという視点での研究が主体であり、自らを政府・市場・コミュニティとの関係性の中で独自

の存在として位置づける視点は限られていた。 
これまでに述べたスポーツ活動の持つ公益性と、その政治・経済・文化それぞれの分野での存在感の

大きさとを考慮すると、サードセクター研究においてスポーツ事業や組織は、主要な検討対象として取

り上げられる条件を有しており、一方でスポーツ組織研究においては、サードセクターやソーシャル・

エンタープライズ研究の成果を積極的に取り込むことで、スポーツ組織としてのさらなる自立・自律へ

の理論的裏付けが得られるのではないだろうか。 

 
以上に述べた問題意識に基づき、本稿はスポーツ組織の中でも、コミュニティスポーツクラブがソー

シャル・エンタープライズであるとの仮説を設定し、コミュニティスポーツクラブはソーシャル・エン

タープライズであるといえる必要条件を満足していることを、ドゥフルニの定義を分析の枠組みとして

用いて検証することを目的とする。 
さらに、これを確認していく過程及び結果として、スポーツ事業に取り組むソーシャル・エンタープ

ライズは、スポーツ事業以外の活動に取り組むソーシャル・エンタープライズとは、何か異なる特徴を

もつのかについて考察する。つまり、スポーツが持つ本質的な価値がサードセクターの担い手として活

かされることで、スポーツが持つ大きな社会的影響力が、サードセクター全体の発展に対して独自の貢

献をするのではないか、というもうひとつの仮説が導かれ、これに対して今後の研究課題につなげてい

くための初歩的な考察を試みる。この仮説は、サードセクターの役割を、3 つの社会セクターの調整や
補完と位置づけるだけではなく、サードセクターの存在が政府・市場・コミュニティから構成される社

会全体の質を向上させる、積極的な役割を担うことが可能なのではないだろうか、という問いとしてい

い換えることもできるであろう。 
 
本稿は以上の問題認識と仮説の下で、イギリスの FCUM というコミュニティスポーツクラブを例と

して取り上げる。FCUMはイングランド 6部リーグに所属するフットボール注６）チームを持ち、フット
ボールの試合を観衆に提供することで、観るスポーツ事業に取り組んでいる。このクラブは 5000 人ほ
どのメンバーにより所有されている、本稿の定義に基づくコミュニティスポーツクラブであり、同時に
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FCUM 自身も自らのクラブをコミュニティスポーツクラブと呼んでいる。この FCUM の事業内容を、
その経営資料を用いて詳細に検討し、その事業内容及び組織運営のあり方を、ドゥフルニの定義するソ

ーシャル・エンタープライズの諸条件と照らし合わせながら、コミュニティスポーツクラブがソーシャ

ル・エンタープライズとみなせる条件を有しているかどうかを確認する。 
筆者は 2014 年にこのクラブの存在を知り、関連情報を確認したうえで 2016年 1月に同クラブを訪
問し、関係者にインタビューを行うと同時に、その活動を観察、さらにマンチェスター市役所の職員か

らも、同クラブに対する市民の受け止め方についての聞き取りを行った。さらに、マンチェスター大学

とリバプール大学において、フットボールの持つ社会的意味を研究テーマとしている研究者との意見交

換を行い、FCUM についてのそれぞれの見解も確認した注７)。また、マンチェスターにおける複数のフ

ットボール関連施設を訪れ、マンチェスター市及びイギリスにおけるスポーツ文化の背景理解に努めた。

筆者は 1980年代以来、累計 10回近くイギリスを訪れ、都度フットボール関連の施設の訪問、フットボ
ールゲームの観戦、現地の人々との交流・会話を通じてそのスポーツ文化に触れてきており、これが今

回のフィールドワークや資料解析における視点の背景ともなっている。また、経営資料の分析や理解に

当たっては、企業経営者としての自らの経験、なかでも中国で行った起業及び 9年間の経営者としての
経験、投資額数百億円規模の化学プラント建設に関わるプロジェクトマネージメント業務を通じたイギ

リス企業、ドイツ企業、アメリカ企業等との協業、および 10 カ国以上の多国籍スタッフとの協働の経
験を活用している。 

 
FCUMは 2005年に創設された。イギリスにおいて多くのスポーツクラブが 100年前後の歴史を持つ
ことと比較すれば、新しいスポーツクラブだといえる。創設の理念として市場からの自立や民主的な運

営、そしてコミュニティへの貢献という公益性を強く打ち出している。 
イギリス・フットボールを襲ったグローバリゼーション・市場化の波は多くのスポーツクラブの経営

に影響を与え、イギリス・フットボールにおいて 100年以上の歴史の中で培われてきた、地域のアイデ
ンティティの一部としての存在が脅かされることとなった。クラブチームのサポーターを中心に、地域

で公益性を持つ共有財産として意識されていた存在が、その法的所有者の手で市場化され、その利益や

権益が一部の者の手に握られる例が多発し、社会的にも政治的にもその妥当性について議論が巻き起こ

った。このことに対し、イギリスではスポーツクラブを共有財産として取り戻すための、様々な試みが

行われている。スポーツクラブが公益性を持つ共有財産だとみなすサポーターが、自ら出資をしてサポ

ータートラスト(信託機関)を結成し、クラブ株式の一定のシェアをトラストが獲得し、トラストの代表
をクラブ経営陣に送り込み、経営に参画して過剰な商業化､特に外部への身売りを阻止するのがひとつの

大きな流れである。この活動を支援する非営利法人、サポーターズ・ダイレクト(Supporters Direct : 以
下 SD)が、政府やサッカー協会（Football Association: 以下FA）の支援も得て、2000年に設立されて
いる。この組織には 2017 年時点でイングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランド全体
で 200クラブが加盟している注８)。FCUMはこの 200クラブのなかでも、100％のシェアをメンバー個々
人が所有し、さらにメンバーの 1人 1票による民主的な機関決定を行うガバナンス制度を創設以来堅持
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している。現在イギリスで最も先駆的で成功しているとされるコミュニティスポーツクラブのひとつで

ある。本稿は、この FCUM の創設以来の経営資料を用いて、その事業の実態を把握し、ソーシャル・

エンタープライズとしての要件を、どのように満たしているかを確認する。 
なお、本稿では FCUM というフットボール競技を中心としたスポーツクラブを取り上げ、フットボ

ールという競技の特性に関わる議論も多く取り上げているが、本稿で取り上げる内容はフットボールと

いう競技に視点を限っているわけではない。SD にはラグビーフットボールのような他競技を中心とし
たクラブも加盟しており、また FCUM 自体もウェイトリフティングやボクシング競技にも取り組んで

いる。また、視線をヨーロッパ大陸のいくつかの国に向ければ、ドイツやスペインのように多種の競技

に取り組んでいるコミュニティスポーツクラブが標準モデルとして数多く存在している。フットボール

がイギリスで、そして現時点においては世界で最も普及し、同時に多くの人が熱狂しているスポーツ競

技であることは事実であり、当然そこには何らかの理由が見いだされるはずであろう。しかしながら、

本稿においては、フットボールをあくまで数あるスポーツ競技の中の一つとして捉え、スポーツという

人間の身体活動を事業の中心としたアソシエーションのひとつとして、コミュニティスポーツクラブを

捉える。全てのスポーツ競技に共通する、スポーツそのものの持つ本質的な意味を意識して考察するこ

とを、基本的な視点としている。 
 
本稿の構成は次のようになる。 
 
序論に続く第 I 章にて先行研究についての検討を行う。本稿が対象とするサードセクターは政府・市
場・コミュニティの中間領域に存在するという定義からも明らかなように、政府、市場、コミュニティ

に関する幅広い先行研究が検討の対象となる。一方、スポーツも幅広い分野との関わりがその本質的特

徴であり、スポーツそのものについての先行研究に加え、スポーツと政府、市場、コミュニティとの関

わりに関する先行研究も多い。そして、本稿がアソシエーションという組織を対象としていることから、

組織に関する先行研究も視野に入れる。このように、本稿は学際的な研究として、参照した研究を異な

る分野から新たな文脈で理解する場合が多い。この為、この第 I 章においては、先行研究の検討の過程
で、先行研究そのものの紹介や位置づけとともに、本稿におけるいくつかの論点および筆者の観点も提

示する構成となっている。 
第 II章では､本稿がコミュニティスポーツクラブの具体例として取り上げる、FCUMの経営資料に含
まれる内容についての確認を行う。その資料の全容を示すことで、本稿の仮説を検討するに十分な情報

を含んでいることを検証する。 
第 III章で FCUMの成立の経緯と今日までの歩みを紹介する。FCUMというコミュニティスポーツ
クラブが持つ社会的、歴史的背景、そして重要な出来事を整理することで、現在の事業内容を理解する

にあたって必要となる背景情報を、本稿における考察の前提としてまとめる。 
第 IV章が、本稿の中心的な部分である。FUCMが行っている具体的な事業内容を、経営資料を用い
て詳細に検討する。検討は以下の 5節にわけておこなった。 
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1.   経営体制とガバナンス  

2.   収支及び財務諸表の解析 

3.   コミュニティ事業の実態の把握 

4.   コミュニティ事業についての考察 

5.   ホームスタジアム建設プロジェクト；その意義と派生した問題点 

第V章において、FCUMの事業内容の検証結果が、ソーシャル・エンタープライズである為の条件を満足

していることを確認する。さらに、FCUMの事業を通じて経済、事業、スポーツ競技、ガバナンスの 4点か

ら、コミュニティスポーツクラブとしての経営の成功に対する判断基準をとは何かを考察する。この考察は、

ソーシャル・エンタープライズの経営の成功を判断する指標としても、有効であることが期待される。 
終章にてコミュニティスポーツクラブがソーシャル・エンタープライズである、とみなすことで、ど

のようなあらたな研究視点や課題が提示されるかについての考察を加え、今後の研究課題として提示す

る。 
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（注） 

1)    スポーツ産業規模を示す定義された統計はない。ボルグ[Bourg et.al,2007:36-59]は各種の推定方法に基

づき試算した結果を比較し、スポーツ産業規模推定の困難さを述べている。100兆円を超えるという数

字は投資会社が示したレベル感把握の数字であり、正確なものとは言えない。経済統計において「スポ

ーツ産業」が未だ重要な統計分析対象とは認識されていないということである。morningstar公式ホー

ムページ、参照日：2015年 3月 8日、http://www.morningstar.co.jp/event/1308/nam/index.html 
2)    ヨーロッパ・みんなのためのスポーツ憲章の本文は以下URL参照。参照日：2017年 6月 25日 

 https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016804c9dbb 

3)    体育・スポーツ国際憲章については以下ＵＲＬ参照。参照日：2017年 6月 25日 

http://portal.unesco.org/shs/en/files/10829/11781894451International_Charter_of_PES.pdf/Internati

onal%2BCharter%2Bof%2BPES.pdf 

4)    市場の失敗も政府の失敗も、公益サービスにおける非営利組織の必要性を肯定するためのデマンドサイ

ド理論であると堀田[2012]は位置づけ、同時にサプライサイド理論による非営利組織の有効性に関する

議論が重要だと指摘している。Web of Scienceを用いて、Market & Government Failureをキーワー

ド検索すると、年を追うとともに関連文献は増え続けており、2000 年以降は 50 以上、2015 年は 186

件、2016年も 158件を数える。検索日：2011年 6月 9日。 

5)    本概念の初出だとされる参照文献では、「市民的連帯経済(Civil and solidarity-based economy)」とされ

ているが、その後「社会的連帯経済(Social and solidarity-based economy)」という表現が研究者の間で

は定着しているので、本稿にても社会的連帯経済を採用する。 

6)    本稿では、日本では「サッカー」という名称が一般に使われている競技、アソシエーション・フットボ

ール（Association Football）、に対してイギリスで普遍的な呼称である「フットボール」を用いる。研

究対象としたFCUMの経営資料に限らず、イギリスを中心としたヨーロッパの参考文献では全て

footballとされており、本稿ではこれをそのままフットボールと呼ぶことが適当だと判断した。 

7)    インタビューをおこなったのは次の方々である。何れも 2016年 1月におこなった。肩書きは当時。 

Dr. Rogan Taylor, Director, Football Industry Group, University of Liverpool. 

Dr. Geoff Pearson, LLB PhD, Senior Lecturer, The University of Manchester.  

8)   サポーターズ・ダイレクト公式ホームページ。以下URL参照。加盟クラブは、必ずしもクラブが加盟

しているということとは限らず、そのクラブのサポーターたちがトラストを結成している、あるいは結

成をしようとして活動をしているサポーターがいるクラブの数をさす。参照日:2017年 6月 25日。

http://www.supporters-direct.org/homepage/aboutsupportersdirect/facts-figures  
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Ｉ章	
 先行研究の検討 
 
本稿では、スポーツ組織の代表的なモデルとしてのスポーツクラブと、サードセクター論で提起され

ているソーシャル・エンタープライズについての考察をおこなうが、この何れの組織形態も未だ独自の

法人格を持つ組織制度概念としては確立しておらず、組織としての権利義務関係が法体系のなかで明確

に位置づけられてはいない。どちらの組織も近代化以降に、マッキーヴァー[MacIver,1920]の定義する
典型的なアソシエーションとしての性格を持って形成され、社会的な必要性に支えられて発展し、それ

ぞれ特徴を持った一つの組織概念としても扱われるようになったが、その法的な存在形態はいまだに多

種多様であり、法的あるいは制度的概念が明確にはなっていない、現段階ではいまだに発展途上にある

組織形態だといえよう。 
 
この現状を理解するためには、ソーシャル・エンタープライズを特有の事業組織として提唱している

サードセクター論において、現代社会における主要な社会セクターとされる政府、市場、コミュニティ、

それぞれの事業領域における活動を支える組織制度についての認識から始まり、それらの組織を支える

理念、合理性、経済についての考察が必要と考える。また、これらの組織が社会においてどのような役

割を持っているかを検討するにあたっては、公益性やグローバリズム、ナショナリズムといった概念的

なテーマとの関係性も扱う必要がある。また、スポーツクラブの持つ社会的な役割については、人間の

本源的な活動、特に身体性に縛られる活動としての、スポーツそのものの持つ本質的な意味についての

考察も必要であろう。スポーツが人間の基本的な欲求のひとつとしての「遊び」を母体として生まれた

ことは多くの研究者が指摘しているとしても、「遊び」と近代スポーツの関係をどう位置づけるのかとい

う、ある意味哲学的な視点も重要であろう。 
一方で、組織形態を議論するにあたっての具体的な組織制度論として経営・会計・財務・法人格、ガ

バナンス制度・手法、マネジメント手法、といった組織の管理手法、機関決定プロセスや決定原則とい

う経営実務に近い分野に関わる研究も参照する必要がある。 
そして以上のふたつの研究分野の中間に位置すると考えられる、社会制度設計あるいは構造に関わる

分野としての産業論や、非営利組織論、サードセクター論、チャリティ論までを視野に入れた上で、こ

れらの各分野の研究を踏まえた学際的なアプローチにより、ソーシャル・エンタープライズやスポーツ

組織についての考察を加えることが必要と考える。 
スポーツについては、本稿の対象はあくまで 19 世紀以降にイギリスでその基本型ができ上がったと
される近代スポーツである。近代スポーツが基本的人権のひとつであり、公益性を持つ活動として認め

られつつあることは、本章にて複数の先行研究を通じて確認する。スポーツと政治、スポーツと文化・

芸術、スポーツと経済（産業）、スポーツと教育、スポーツと福祉といったそれぞれのテーマでの研究は

多く、そこで活動するスポーツ組織についての研究成果も少なくない。しかしながら、そこで取り扱わ

れているスポーツの内容は､プロフェッショナルからアマチュア､あるいは健康増進まであまりに幅広く、

スポーツというキーワードを用いていても、同じ概念を取り扱っているとはいいがたい。本章では、こ
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れらの中から、本稿の先行研究としての対象となる研究を、本稿の文脈の下で検討していく。 
したがって、先行研究の検討は、これらの各分野での研究成果を、本稿のテーマであるソーシャル・

エンタープライズとスポーツ組織という、制度化されつつある社会的組織との関連性の中で位置づけて

いく。また、イギリスのコミュニティスポーツクラブを実例として取り上げること、そしてソーシャル・

エンタープライズという組織形態もヨーロッパを中心に提起されていること、そして何よりも近代スポ

ーツがイギリスの地で誕生したことから、イギリスの歴史、文化に関する研究を中心にその他のヨーロ

ッパ地域社会・文化に関する関連研究も参照する必要があると考える。さらに、スポーツ競技の中でも

今回検討対象とする FCUM が行っているフットボール競技についての研究も数多く、関連するものを

参照する。 
 
本章では、以上に挙げた分野の先行研究を大きく二つに分類し、その中でいくつかのテーマにわけて

検討を加える。まず、本稿の仮説を構成するサードセクター、スポーツ組織、スポーツの持つ公益性や

社会的機能等についての先行研究を検討し、ソーシャル・エンタープライズとスポーツクラブの関係性、

あるいはスポーツクラブのもつ社会的役割についての研究の現状を確認する。次に、本稿で用いる諸概

念に関わる研究の検討を行い、その理解を確認する中で、関連するスポーツについての先行研究も取り

上げてその関係性を整理していく。多くの学際的な研究も含まれており、今回用いた分類はあくまで本

稿のテーマと文脈に基づくものである。分類されたそれらの論文がその分野のみに属する、あるいはそ

れぞれの研究テーマや内容が、互いに同じレベルで比較される分野・内容として屹立しているというこ

とではないことをあらかじめご了解いただきたい。 
 
1.   仮説構成に関わる先行研究  
 
本節では政府や市場に相対するサードセクター論や非営利組織論、そこで議論されている組織制度と

してのソーシャル・エンタープライズ、IGO、NGO、NPO、共済組合等に関する先行研究について検
討を加えた上で、スポーツ組織に関する先行研究を確認する。 
 
（1）サードセクター論 
 
サードセクターやソーシャル・エンタープライズに関する議論は、主に福祉の分野で取り上げられ

てきた。ペストフ[Pestoff,1998:42]が保育サービス事業に対しておこなった調査を基に提案した福祉
三角形（Welfare Triangle）は、社会を政府（State）・市場（Market）・コミュニティ（Community）
の 3 つのセクターの牽制関係にあるとみなした上で、その役割の分類軸として営利・非営利（For 
Profit・Non Profit）、公的・私的（Public・Private）そして公式・非公式（Formal・Informal）の
3軸を用いてそれぞれの基本的な機能を規定し、その中間領域としてサードセクターを定義した。 
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図 I - 1 -1 ペストフの福祉三角形 
出典：ペストフ[Pestoff, 1998]より筆者が一部簡略化して作成。 

 
“図	
 I – 1-1”にこれを示す。この図は、その後福祉の分野に限らず、政府と市場とコミュニティの
役割を整理する概念図として広く引用されている。政府は公式・公的・非営利の活動が行われるセク

ターであり、市場は営利・公式・私的な活動が行われるセクターで、コミュニティは私的・非公式・

非営利の活動が行われるセクターとなる。 
 
このペストフも参加するサードセクター論及びソーシャル・エンタープライズ研究者のネットワー

クとしてEMES (Le Emergence Des Enterprise Sociales ) 注１）がある。この中心人物であるエバース
等 [2004:15-31] は「欧州サードセクターの定義」と題したレビュー論文において、それまでのサー
ドセクターに関する議論を総括している。 
まず、サードセクターという概念について、欧州における研究の文脈では、アメリカにおける研究

で主流となっている文脈とは異なる意味合いで用いていることを強調する。アメリカ型アプローチは、

その事業が営利か非営利か、投資家に利益を分配するかどうかという要件に重点を置き、組織概念と

してはNPOを中心に置いている。これに対して、ヨーロッパ型アプローチは、事業を通じての社会
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的共通財(collective wealth)の創出に焦点を当て、これを資本主義的経済組織に対する社会的経済組織
と定義している。つまり、利益を出すかどうかではなく利益の使途を、サードセクターで事業活動を

行う組織の判断基準とする考え方である。これにより協同組合や共済組合という、ヨーロッパで古く

から存在し公益を担ってきたアソシエーションが、サードセクターの活動主体に包含されるのがヨー

ロッパ的な概念だとしている。  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
図  I−1-2  社会的連帯経済 

出典: エバース等[ 2004:25 図 1.4]を筆者が再構成して転記。オリジナルはEme & Laville による。 

再分配  
非市場経済  

市場経済  

経済の 3極を  

ハイブリッド化する

ことを通じた社会的

連帯経済の発展  

非貨幣経済  
互酬  
  

「公共的近隣領域」における  
供給と需要の一体的創出  

目的に関する  

公的・準公的機関との合意  

サービスの販売と  

民間パートナーとの契約  



コミュニティが所有するスポーツクラブの事業展開とソーシャル・エンタープライズ 
Ｉ章	
 先行研究の検討  

  
序章及び I章  先行研究の検討公開用 rev1.docx  

14  

さらにEMESが展開するサードセクター論では、この三角形に社会経済学者であるポランニー
[1977]が示した 3つの経済原理、再分配(Redistribution)・市場(Market)・互酬(Reciprocity)の理論を
適用している。福祉三角形における政府、市場、コミュニティを支える経済としてそれぞれ再分配、

市場、互酬を当てはめることで、サードセクターの社会経済的側面を明確にし、中間領域であるサー

ドセクターにおいては、この 3つの社会的経済がハイブリッド化されていることを、“図	
 I-1-2”の
ように示し、これを最初「市民的連帯経済(civil and solidarity based economy)」と名付けたが、その
後社会的連帯経済(social and solidarity based economy)が多くの研究者により用いられ、現在用語と
して定着している。 

 
ソーシャル・エンタープライズはこの社会的連帯経済を実現する組織形態として、その経済的構造

が定義されている。さらに、EMESの最新の成果として出された研究論集において編者のドゥフルニ
等[Defourny, Hulgard, Pestoff, 2014:48]が、ソーシャル・エンタープライズについてそれまで提案さ
れた多くの定義をレビューした上で、それらの定義を経済・企業家的側面、社会的側面、ガバナンス

的側面の３つの次元に整理し、それぞれの次元で定義を 3つに絞り込み、合わせて 9つの定義として
まとめ、以下のように示した。 

 
経済的・起業家的側面におけるソーシャル・エンタープライズの定義 

a)   財・サービスの生産・供給の継続的活動 

b)   経済的リスクの高さ 

c)   最少量の有償労働 

社会的側面におけるソーシャル・エンタープライズの定義 

d)   コミュニティへの貢献という明確な目的 

e)   市民社会組織の市民グループが設立する組織 

f)   利潤分配の制限 

参加型ガバナンス的側面におけるソーシャル・エンタープライズの定義 

g)   高度の自律性 

h)   資本所有に基づかない意志決定 

i)   活動によって影響を受ける人々による参加 

 
ソーシャル・エンタープライズに対する定義は、研究者の重視する観点によりそれぞれ微妙に異な

っており、この定義はその中で一定の権威を持つ中心的な研究者グループとしての EMES が提示し
た、ソーシャル・エンタープライズに対する最大公約数的な共通理解としてよいだろう。このEMES
の定義は、それぞれの研究者によるそれぞれの立場での定義を、整理して網羅したものである。従っ

て、この 9 つの定義全てを満足していなければ、ソーシャル・エンタープライズとしてみなせない、
という理解ではない。これらの定義の内の幾つかを満足していれば、ソーシャル・エンタープライズ
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としての性格を強く持った組織であるとみなすことができる、という意味合いで用いられるべきであ

ろう[公益法人協会、2015: 209-210][橋本、2013: 201-220]。 
本稿ではソーシャル・エンタープライズについては以上のドゥフルニ等の定義を採用して議論を進

めることとする。なお、上記の定義の日本語訳はこれらの定義の基本的概念が最初に提示されたボル

ザガとドゥフルニによる 2001年の著書[Borzaga, Deforuny,2001]の翻訳本[ボルザガ、ドゥフルニ、
2004]の訳を用いている。 
藤井等[2013]は、このEMESのソーシャル・エンタープライズについての考え方を整理した上で、
日本においてこの考え方がどのようにして受け入れられ、あるいは適用が可能かについての考察を行

っている。藤井等はソーシャル・エンタープライズのハイブリッド化を必ずしも経済的側面には限ら

ず、組織構造自体がハイブリッドであるとしている[藤井、原田、大高、2013: 82-90]。この議論は本
稿終章における考察において取り上げる。 

 
（2）政府、市場に対する第 3の社会セクター 

 
福祉の分野以外でも､政府、市場に対する第 3の社会組織の提案が多くなされている。NPO、IGO、

NGOといった、ある程度具体的な実体概念を伴った提案から、コミュニタリアンの主張する共同体
のような概念的な内容まで、幅広い提案がおこなわれており、本項ではこれらを取り上げる。 

 
国際関係史研究者である入江[2006:228]は、第一次大戦後から現在に至る IGOとNGOの発展の歩
みを、主権国家に基づく国際システムや、企業がおこなう営利活動に基づく市場というシステムの何

れとも異なる、非国家主体による共同行為システム発展の歴史、つまり政府と市場に対峙するものと

して示し、これをグローバリゼーションに絡めて以下のように述べている。 
 
グローバリゼーションとは多様な脱国家的プロセスと国内政治の合体であり、一国の経済、政治、

文化、イデオロギーを他国に浸透させるものである。（中略）政治学者、社会学者、文化人類学者、

経済学者はそういった不可避と思われるグローバリゼーションのプロセスを野放図に発展させて良

いのか、あるいは何らかの方法で望ましい方向へ向けて統制するのが良いのか議論を巡らせている。

（中略）それをするのは国家なのか、あるいは他の機関なのか、どんな組織が歯止めをかけ得るの

だろうか？ 

 
この問いかけに対して、入江は現代において IGOとNGOが創設されていることは、国家を超えて
人類が共有する価値が存在するとの確信に基づいており、このことはグローバル意識の形成に寄与し

てきたが、それは現在のグローバリゼーション現象そのものを全肯定しているわけではないと、自ら

答えている。IGOとNGOの存在や活動は、脱国家的な問題に目を向け、脱国家的な連帯の意識を育
むと同時に、グローバリゼーションに疑問を投げかけることもできると主張し、IGOとNGOが脱国
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家的社会形成において重要な役割を果たすことを期待する。入江の主張は、政府・市場・IGO/NGO
が各々社会における主要なセクターの一つとして戦略的パートナーシップを築き上げ、人類共通の福

祉を促進する為に、諸セクターが相互に牽制する関係を保ちつつ構成される世界、という大きな構図

を意識していると理解できる。 
 
コミュニタリアンの代表的論者とされるエチオーニ[1996:339]も、国家により分割され、さらに高度
に関係が錯綜した現代社会においては、IGOは調整機能の一つとして欠かせない存在であり、現代は
IGOが試行錯誤を重ねながらその存在基盤をつくりあげている過程にあるとしている。 
国を超える枠組みとして、経済統合・通貨統一を実現したEUがこの変型として存在する。地理的
領域に基づく点では国家と変わらないが、その位置づけは未だ定まらず、未確認政治物体(UPO: 
Un-identified Political Object)とも呼ばれている [遠藤、2013：4]。国際連合あるいはEUの延長線
上に世界政府の樹立を語る論者は多いが、この道筋は見えておらず、その場合に役割としての政府、

市場、コミュニティの牽制関係がどのように統合されるのか、そしてそのような社会が本当に理想的

な、より快適な社会になるのかどうかは不明である。 
なお、グローバリゼーションに関連するその他の先行研究は別途項目を立てて後述する。 
 
一方、もうひとつの国際組織であるNGOについては、IGOの代表といえる国連の経済及び社会協
議会(the Economic and Social Council of the United Nations)が以下のように定義している
[White,1951;ix]	
 。 

 

国際的に活動している NGO は「どのような国際組織であれ、政府間の協議により設立されたの

ではない組織」と定義される。 

 

つまり IGO以外の国際的に活動をしている組織は全てNGOであり、国際条約や国内法には存在根

拠を持たず、多国籍企業でさえもこの定義に当てはまるとの説さえもある[横田、2006: 34]。IGOが

国家の協議により設立されているのに対し、NGOは国家とは並立し脱国家的な役割を持つ、IGO以

外の国際組織だという曖昧な定義しかされていない。 

 
NGOが組織の活動の範囲を示す概念であるのに対して、NPO は組織の経営目的を示す概念であ

り、それぞれ組織の性格の全く異なる側面を規定する概念である。しかしながら、その双方の定義に

同時に当てはまる組織が多いこと、またNGOと民間企業との比較においてNGOの非営利性に着目

する考えから、NGOがNPOと呼ばれることもある[家、2009: 17]。どのようなNGOもその活動を

行う国で何らかの法人格を得ることが必要で有り、多くのNGOがその所在地における非営利法人格

を用いて法人登録されていることも、NGOと非営利組織の法人格としての呼称としても用いられる
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NPOとが、ひとまとめにして呼ばれてしまう理由のひとつだと考える。本稿では、組織について検

討する際には、その法人格に焦点をあてることが重要だとの認識を基本としており、NGOは活動の

概念として、NPOは法人格として用い、異なる用い方をする場合は都度その旨を記述することとす

る。 

 一方、NGOとソーシャル・エンタープライズを、類似の概念として扱っている研究も現れ始めて

いる。世界最大の経済規模を持つ金融NGOでバングラデシュに本部を置くBRACは、The Global	
 

Journal による毎年のNGO ランキングでも常にトップのひとつとして評価されている。このBRAC

に関するチョウ等 [Cho, Sulatana, 2015] の報告や、低所得国における医薬品卸売りをおこなう

NGOとソーシャル・エンタープライズについてのマッキントッシュ等[Mackintosh, Sudip , & 

Phares, 2011] の報告は、NGOとソーシャル・エンタープライズを同列で扱っており、その活動内

容の親和性を示している。 

 
以上のように、政府、市場に対して、その暴走を牽制する主体の必要性は各方面で提案され、IGO、

NGO、NPO 等がそれを行う事業組織として挙げられているが､これらを一括りにしてソーシャル・
エンタープライズと呼ぶという共通理解は、現時点では成立していない。また、これらの組織をペス

トフがいうサードセクター組織として認識するのか、あるいはコミュニティの復権・代替として論ず

るか､どちらの考え方も存在している。サードセクターをペストフのいうように中間領域として位置

づけるのか、あるいはコミュニティの復権という考え方に近づけてサードセクターを考えるのかは、

抽象度の高い議論であるが、今後の議論の前提として押さえるべき問題だと考える。この点について

は本章第 2節(2)-3項にてコミュニティの概念整理とともに別途検討を加える。 

 
（3）スポーツ事業活動とサードセクター 

 
サードセクター論やNGO論で、スポーツ事業はどのように取り扱われてきたであろうか。残念な

がらサードセクター、ソーシャル・エンタープライズ、NPO、NGOに関する議論においてスポーツ

組織が取り上げられた例は少ない。 

国連によるNGOの定義をしたホワイト [White,1951;198-200] は、その記述の中でスポーツも

NGOの活動分野のひとつとして列記していたが、その後のNGO研究において重要な活動の一つと

しては扱われてこなかった。前述の入江は、NGOが対象とする事業範囲として人道的救済、文化交

流、平和と軍縮、開発援助、人権、環境保護の 6つに焦点を絞るとしており、ここでスポーツという

カテゴリーは設定されていない。しかしながら、入江は設立当初から政府機関と一線を画していた

NGOの代表例として、スポーツ組織である IOCを取り上げている。入江はスポーツ競技が国民国家

を成立させる理念であるナショナリズムを鼓舞する一面を、グローバリゼーションとの関連で注意深
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く指摘しながらも、以下のように述べている。 

 
しかしながら、本書の文脈において重要なことは、IOCが開設当初から、NGOだったことであり、

この組織がオリンピックの開催地、時期や競技参加者の条件について独自のルールを作っていたこ

とである。これらのルールが世界各国で適用されるようになり、参加諸国の数が増えるにつれて、

IOCは各国政府の権限とは独立した普遍的な基準を作り出す重要な国際組織へと発展していった。

[入江、2006; 23] 

 
このように、IOCをわざわざ代表的なNGOの例として取り上げた入江も、スポーツ事業やスポー

ツ組織について、同書ではこの部分以外では全く触れていない。 

もうひとつおなじような例を示すと、前述のThe Global Journalが分類しているNGOの主要な活

動分野は以下の 11の事業であり、やはり大分類にスポーツは含まれていない。 

 

1.   教育  Education	
  

2.   開発  Development	
  

3.   平和構築  Peace building	
  

4.   人権  Human Rights	
  

5.   人道  Humanitarian	
  

6.   環境  Environment	
  

7.   健康  Health	
  

8.   子どもと青少年 Children and Youth	
  

9.   保護・住居  Shelter	
  

10.   法と正義  Law and Justice	
  

11.   技術  Technology	
  

出典：the Global Journal, Top NGOs By Sector。参照日。2017年 6月 25日 

	
 	
 	
 http://www.miratelinc.com/blog/10-top-ngo-from-the-global-journal-100-best-list-2013/ 
 
他にもNGOの活動分野についての分類は数多く提案されており、非政府・非営利・非宗教・非軍
事というように「非」を冠したネガティブリスト形式での分類もあり、NGO の事業分野に関係者の
間で一致する定説はないが、いずれにしろスポーツが主な事業分野として認識されていないという点

では一致している。 
また、EMESグループの 1人であるカーリン [Kerlin, 2009]がまとめた、世界各国（西ヨーロッパ、
東・中央ヨーロッパ、東南アジア、アメリカ、ジンバブエ、ザンビア、アルゼンチン、日本）におけ
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るソーシャル・エンタープライズの活動に関する最新状況報告にも、スポーツ組織とソーシャル・エ

ンタープライズを結びつけた報告はない。EMESのホームページを見ても、研究対象分野としてスポ
ーツ組織をテーマとした研究プロジェクトは見当たらない。 

補足情報として、先行研究の量的把握をするために、Web of Science を用いて、NGOをキーワー

ド検索すると 5732の文献がリストアップされる。ところが、これにスポーツをキーワードとして加

えると僅か 51件となり、このうち社会科学分野では 38件となる。この 38件は何れもがスポーツを

NGO活動におけるひとつのツールとして捉えた内容であり、スポーツ組織そのものをNGOのひと

つとしてとらえたものではない注2）。 
 

このように、サードセクターにおける事業においても、その事業活動を支える組織についても、ス

ポーツに対してはほとんど関心が払われてこなかった。このようなサードセクター論におけるスポー

ツへの無関心が、本稿のリサーチ・クエッションにつながっている。 
 
（4）スポーツ組織 

 
ここまでで述べたように、サードセクターやNGO研究においては、スポーツ活動がほとんど無視
をされていた。一方で、スポーツ組織の中には、その活動の公益性・公共性・普遍性を強く主張して

いる例が少なくない。本項ではスポーツ組織の歴史を振り返った上で、その公益性・公共性・普遍性

に関する先行研究について検討する。 

 
スポーツ組織はマッキーヴァー[MacIver, 1920]の定義した、典型的なアソシエーションとして結成
され発展してきたが、同じアソシエーションから始まった企業組織あるいは非営利組織のようには、

組織としての独自性について研究されることはほとんどなかった。本節では、スポーツ組織に関する

先行研究について網羅的に検討する。その視点や事例は多様であり、全体をひとつの脈略で概観する

ことは難しい。これはスポーツ組織に対する共通理解、あるいは分析の枠組みがまだ確立していない

ことを示していると考える。 
 
近代スポーツの歴史は、スポーツの制度化、組織化の歴史ということができる。ホブズボウム&レ
ンジャー [1983: 299]は、伝統と呼ばれるものには、後世の人々による創造の要素が多く含まれてい
ることを指摘している。その中で伝統を創造するにあたってスポーツが果たした役割に詳細に言及し、

スポーツの組織化について次のように述べている。 

 
スポーツの組織制度化が19世紀の最後の数十年で起きたという事実を記録しておくことはとて

も大事なことである。 
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この時期にイギリスを筆頭に多くのヨーロッパ諸国において数多くのスポーツクラブと競技連盟

が創設され、大会やリーグ戦という競技形式や実行組織が整えられ、スポーツを支える基本的な組

織・制度の骨幹として確立し、現在に至っている。そしてホブズボウム&レンジャーは、これがイギ
リス社会における階級間権力構造の変化と関連しながら生じた現象だという、ダニング&シェアード
[Dunning, Shaeard,1979]の見解を支持している。 
その後 20 世紀を経て現在に至るまで、スポーツ組織の社会における存在感と影響力は一貫して増
大してきた。IOCや国際フットボール連盟（Federation International de Football Association: 以下
FIFA）といった国際競技連盟(International Federation:以下 IF)、そして幾つかのヨーロッパのスポ
ーツクラブは、小型国家（GDP で 100-150 位相当）並の GDP や、代表的な巨大グローバル企業の
収入と肩を並べる経済規模を実現していることを筆者も指摘した[張, 2013b]。 
競技愛好者のアソシエーションから始まった近代スポーツ組織は、ホブズボウムが例示した競技連

盟や大会開催組織といった他の形態にも発展し、今やスポーツ組織と呼ばれる団体は国や地域により

様々な形態に発展している。スポーツクラブ、競技連盟、スポーツ興行組織(リーグ組織)、スポーツ
教育・研究機関、サポータークラブ、スポーツメディア、スポーツに関連するサービスや物を提供す

る企業や行政組織等、多種多様な自称・他称のスポーツ組織がそれぞれの国の法体系の下で混在して

いる状態である。 

 
北米スポーツ社会学会会長であったロイ[Loy, 1993] は、日本スポーツ社会学会創設記念大会の招
待講演で、スポーツ社会学の可能性として多岐にわたる内容を示し、この内容は現時点でもスポーツ

社会学研究を進める上での有効な指針となっている。ロイは近代スポーツの持つ構造的な特徴として

ルール、プレーヤー、用具、教育、観衆、記録といった項目を並べ、その中でスポーツ組織にかかわ

る項目として行政と財源をあげている。スポーツにおいて行政と財源が重要な要素になったことを、

スポーツの制度化として捉えた上で、この結果スポーツにおいてもその構造と活動プロセスにおいて

官僚化と商業化が進んでいることを指摘し、これを現代スポーツの特徴のひとつとして挙げている。

筆者はこれらのスポーツ組織のなかでも、スポーツに特有で同時に中心的な組織形態として、競技連

盟とスポーツクラブを分類した[張、2015]。この分類に基づき、以下にスポーツ組織を競技連盟とス
ポーツクラブに分けてそれぞれの先行研究を検討する。 

 
(4)-1 競技連盟 

 
スポーツ組織として多くの人が最初に思い浮かべる IOC や FIFA は代表的な官僚組織であり、
早くからその組織が研究対象となっている。チャプレット[Chappelet, 2008]は、ヨーロッパ委員会
(Executive Secretariat of the Enlarged Partial Agreement on Sport : EPAS)からのスポーツ組織
の自立に関する「ヨーロッパで伝統的に許容されてきたスポーツ組織の自治の根拠と適用範囲はど

こまでなのか？」との調査依頼を受けて、IOCやFIFAを念頭においた報告書を提出している。彼
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は以下の 5つの分析の枠組みを設定し、それぞれの観点からスポーツ組織の自治の中身について規
定することを試みている。 

 
•   概念的検討  Conceptual study 

•   政治的検討  Political study  

•   法的検討  Legal study 

•   財務的検討  Financial study  

•   社会心理的検討 Psycho-sociological study 

 

チャプレットはそれぞれの考察から最終的な結論として、IOCやFIFAに代表される IFはNGO
だとの結論を導き出している。スポーツ組織はオリンピック憲章（Olympic Charter）を基本理念
とし、競技規則についてはNGOである競技連盟と政府や IGOとの間で完全な自治が認められる。
競技大会規則についてはその競技大会の性質により、NGO としての自治の程度が決められる。そ
して個別スポーツNGO組織の規則は、各国の法律に基づく法人格の定義によりその所属する国に
制限される。一方スポーツNGOと市場との間には、契約に基づく商業的自治が認められるとする。
この 4つの異なるレベルの自治の下で、NGOとしてのスポーツ組織への行政による公的資金補助
の根拠や、商業上の権利が認められると結論づけている。つまり、スポーツ組織は市場からの収入、

政府からの再分配の両方を、法的にも倫理的にも得ることが許されている組織だということを主張

している。 
チャプレットはスポーツ組織として主に IOC と FIFA のような国際競技連盟を念頭においてい
た[ibid.:32]。他のスポーツ組織、例えばスポーツクラブについては競技連盟の下部組織として位置
づける一方で、イングランド・プレミアリーグのようなプロリーグ運営組織は、スポーツ組織では

なく企業組織に分類している。チャプレットがおこなった定義については、筆者が別途詳細な検討

をおこない、競技連盟とスポーツクラブの 2つの組織形態を、政府や企業とは異なるスポーツに特
有な組織として同定した。チャプレットが競技連盟をスポーツ組織の中心に置いているのに対して、

スポーツクラブにおいてこそスポーツの持つ本質的特徴がより良く制度化されており、スポーツ組

織研究の主な対象となるべきだと主張し、何れにしてもスポーツ組織を既存の概念のひとつである

NGO として分類するだけではなく、スポーツ組織に特化した組織概念の必要性を指摘した[張, 
2015]。この主張を実証的に検証することが、本稿のテーマのひとつともなっている。 

 
IOCやFIFAはその影響力からみて代表的なスポーツ組織ではあるが、典型的な官僚組織であり
ながら、誰を代表しているのか、ガバナンスの構造が明確でない不思議な組織である。多くの研究

者がこの点に焦点をあててこのふたつの組織を研究対象としてきた。ミラー[1979]、ジェニングス 
[Jennings, 2011]、アンリ [Henry, 2012]、トムリンソン [Tomlinson, 2014]、 清川 [1987]、小倉 
[2004]、松瀬 [2008]等の研究は、肥大化した官僚組織運営に関わるガバナンス上の問題点をそれぞ
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れ指摘している。この中でFIFAにおけるガバナンスの問題は個人の問題ではなく構造的な問題だ
との以下の指摘[Tomlinson, 2014: 176]は、本稿にてスポーツ組織の法人格に焦点をあてるべきだと

の観点につながっている。 

 

FIFA はどのような説明責任追及のプロセスからも逃れられる立場に留まっている。素晴らしい

リーダーだとされている人は、彼自身の配下にある議会に対してしか説明責任を負っていない。 

 

先に触れたように、NGO の法的な位置づけ自体がいまだに明確にはなっていない。もしチャプ
レットの指摘するように、IOCや FIFAがNGOであるとすれば、この構造に切り込むにはNGO
のガバナンスを監視する主体とは誰なのかという、スポーツだけに限らない、国家法の適用範囲に

関する、より普遍的な組織論的課題に答える必要がある。IOCやFIFAのガバナンスに対して投げ
かけられている疑問は、スポーツの問題ではなく、NGO としての共通の枠組みの中で回答が模索
されるべきであろう。IOCと FIFA以外の IFに対しても、その規模は違っても本質的には同じこ
とが言える。滝沢 [2003]が国際体操連盟を、赤岡 [2009]が中央競技団体の一般的特性を、松島 
[2009] がラグビー連盟の再編成の過程を、それぞれ個別の組織運営の視点から分析し、そのガバ
ナンスの問題点を指摘しているが、何れもNGOとは何かについての見解が明確にされてはいない。 

 
一方、各国競技連盟(National Federation : 以下NF)は各国国内組織であり、国際連盟側は支部
と見なして各国政府からの独立を求めている場合もあるが、必ずしもNGO論と関連づけて検討さ
れる必要性はないと考える。笠野[2014]は、スポーツ組織を「スポーツ競技を統括する権限と義務
を持つスポーツ競技の統括団体」と定義して、日本サッカー協会を例にその発展の歴史を総括して

いる。これらの競技団体は、長い間善意のボランティア中心で運営されてきた非営利団体であり、

権利義務関係を明確にする必要性は高くなかった。スポーツが産業化し、無視できない経済的な利

権が発生したことにより、ガバナンスのあり方に対する問題が顕在化してきたといえる。スポーツ

活動に大きな利権や権益が付随するようになった現在においては、その権利義務関係を明確にする

ことが喫緊の課題になっていることを、関係者は自覚すべきであろう。組織のリーダーはいったい

誰を､そして何を代表しているのか、そしてその正統性や正当性はどのような制度で担保されてい

るのかについて議論を深めていくことが、競技連盟関係者そしてスポーツ研究者に求められている。 
 
この他に、スポーツ組織を題材にしてはいるが､実際にはスポーツとは異なる問題をテーマにし

ている研究も多い。例えばはベリヤ等 [Velija, Ratna, Flintoff, 2014] はイングランドの女子クリ
ケット協会がイングランド・ウェールズクリケット評議会(England and Wales Cricket Board)に
組み入れられた経緯を報告し、これをスポーツにおけるジェンダー問題の視点から考察している。

この例は、スポーツ以外の分野でもよく見られる複数の組織の統合において、相対的に弱い立場の

組織が不利益を被ったという事例であり、スポーツにおけるジェンダーの問題というよりも、組織
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理論におけるヘゲモニーの問題として取り扱われるべきであろう。スポーツは人間の社会活動に幅

広くかかわっている存在であり、このために特定の問題を指摘するにあたって、本質的にスポーツ

の問題ではない事象が、スポーツと結び付けられて分析される場合があり、これはその一例だと考

える。あるいは、スポーツにおいては市場と比較して、より高いレベルで公平性や平等性が担保さ

れるべきだ、という期待感の現れだと理解することもできるかもしれない。 
 

(4)-2 スポーツクラブ 
 

競技連盟と並ぶ、もうひとつの代表的なスポーツ組織であるスポーツクラブについては、個別の

有名なスポーツクラブの歴史をまとめた文献は多いが、クラブチームの勝敗や設立に関わった人物

の記述が中心である。このような研究としては、例えばアトウッド[Attwood, 2009]のアーセナルに
ついての報告やファレッド [Farred, 2008]によるリバプールに関する報告がある。ホーンビ 
[Hornby, 1992]のアーセナルファンの日常を描いた手記は、フットボールが如何にイギリス労働者
の日常に入り込んでいるかを著した、フットボール小説の古典とされている。デイヴィッドソン 
[Davidson, 2014]は、ドイツブンデスリーガ 2部に所属するFC ザンクトパウリ(ST. Pauli)が、ど
のようにして無政府主義をアイデンティティとするクラブとして成立してきたかを描いている。し

かしながら、これらの文献では組織の発展史、組織形成、設立理念、規約制度、経営情報等には焦

点が当てられておらず、これらの情報は記述内容から拾い出して再構成することが必要であり、そ

の 100年以上の歴史にわたる、整合性があり欠落の少ない情報を得る事は難しい。 
ヨーロッパのスポーツクラブ全体の状況については、ハイネマン[Heinemann, 1999]が各国にお
けるクラブ成立の歴史と現状をまとめている。また、総合型スポーツクラブの先進国とされるドイ

ツについては、ブロイアー [2008]の著作がある。ドイツ特有の非営利法人格であり、ほとんどの
スポーツ組織が採用しているフェライン（Verein）については、藤井・乾 [2004]および藤村 [2005]
がスポーツフェラインに焦点をあてて報告している。ドイツフットボールのトッププロリーグであ

るブンデスリーガに所属するクラブは、フェラインとして登録されていることが今でも加盟の条件

になっており、イングランド・プレミアリーグのような完全な市場化とは異なる原則の下で運営さ

れている。 
スターン等[Steen, Novick, Huw, 2013]は、フットボールについてその発展の歴史を網羅的に整
理し、そのなかで如何にフットボールに資金が投入されるようになったかを分析しているが、そこ

で対象とされているスポーツ組織は、スポーツクラブである。谷塚 [2011]と利重 [2011]は、クラ
ブの運営制度としてスペインのソシオ制度を企業モデルとは異なる一つの理想型として取り上げ、

ヨーロッパのクラブの約 4割が類似の経営形態を採用していると指摘している。しかし、その内容
はソシオ制度に対する理念と基本原則の紹介にとどまり、定款や実際の運営におけるガバナンスの

解析までは踏み込んでいない。 
ヴァンプルー [Vamplew, 2013]は、イギリスにおけるクラブ発展の歴史を振り返りながら、スポ
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ーツクラブの組織的な分類を試みている。彼は分類をおこなうにあたってクラブの所有権

（ownership）と施設の所有（facility provision）をその分類基準として採用している。この議論
を深めるには、所有権を持つ社会的主体となり得るスポーツ組織を定義する必要があるであろう。

スポーツに関わる施設が誰に所有され、誰によってどのように維持管理されることが、スポーツ活

動にとって好ましいのか、との議論が必要である。このようなスポーツ施設としての建築物やモニ

ュメントが、次第に歴史的・文化的・政治的な意味を付与され、その置かれた場所とともにある種

のアイデンティティを表象することを、ウェーラン[Whelan, 2002]がアイルランドを例に詳細に報
告している。スポーツにおけるスタジアムやクラブハウスは、人が集まるという点でも、多くのモ

ニュメントが置かれるという点でも、そこで人々の記憶に残る出来事が積み重ねられるという点で

も、アイデンティティの表象となる条件を多く兼ね備えている。このような指摘はスポーツ地理学

の観点からも行われている。べーレ [Bale, 2000 : 84-107, 129-177]は、スポーツ地理学の観点から
スポーツ施設を中心とした空間が、そこを所有し拠点とするスポーツクラブ組織のアイデンティテ

ィと一体化していることを指摘している。 
 
スポーツクラブはマッキーヴァーの定義したアソシエーションのひとつであるが、スポーツはク

ラブ組織をスポーツに固有な組織モデルとして進化させつつあること、そして組織の分類において

は所有権を通じたガバナンスの形態を見る必要があること、そしてスポーツ競技とそれをおこなう

空間（スタジアムやアリーナ）とは一体的にとらえる必要があることを、これらの研究は示唆して

いる。 
 
スポーツクラブが集団のアイデンティティと強い関係性を持つ事は、必ずしもフットボールやそ

の他のチーム競技に限られているわけではない。シップウェイ等 [Shipway, Holloway, Jones, 
2012]は、個人競技であり単独での活動を好む傾向が強い長距離ランナーたちの世界においても、
スポーツクラブが重要な交流拠点となり、長距離ランナーとしてのアイデンティティを確認する貴

重な場所として存在していることを報告し、競技の種類に関わらず、スポーツクラブが社会的交接

（a site for social interaction）の機能を強く持つことを示している。 
この視点は、スポーツが社会集団における相互協力を容易にする共通の規範や価値観という、社

会におけるソフトな資本である社会関係資本（Social Capital）を醸成する、という多くの研究者
が指摘している議論につながる。ロッソ&マッグラス [Rosso, McGrath, 2012]は、スポーツと社会
関係資本についての多くの議論を総括した上で、逆に社会関係資本の存在がアスリートの成長にど

う貢献するかを報告し､考慮すべき社会関係資本の要素を次のように列記している。 

 
•   コミュニティの強さ 

•   社会関係資本蓄積のためのビークル(乗り物) 

•   市民としての誇り 



コミュニティが所有するスポーツクラブの事業展開とソーシャル・エンタープライズ 
Ｉ章	
 先行研究の検討  

  
序章及び I章  先行研究の検討公開用 rev1.docx  

25  

•   コミュニティのアイデンティティ 

•   凝集力 

•   信頼 

•   互酬 

•   相互認識（受け入れ） 

•   文化的社会的なバリヤーの克服 

•   公衆衛生 

 

これらの要素を、なんらかの人間集団において維持、保存、発展させるには永続的な組織的存在、

法人格を持った組織の存在が欠かせないはずである。従って、スポーツ組織の法人格について議論

することは、スポーツと社会的資本の関係について具体的な政策論議をおこなうことにもつながる

と考える。そしてスポーツ組織において上記の各要素をより強く持ちうるのは、同じスポーツに特

有な組織ではあっても、スポーツクラブであり、競技連盟ではないことは、ここまでの議論で明ら

かだと考える。 
 
日本で文科省が主導し、ヨーロッパ､特にドイツのモデルを参考にしたといわれる総合型地域ス

ポーツクラブも、コミュニティ形成の核になる事が期待されている。この意図と問題点については

日本体育・スポーツ経営学会 [2004]が網羅的な整理をおこなっている。内藤 [2006]、石田 [2008]、
森川 [2011]、小林 [2012]のいずれの研究も、総合型地域スポーツクラブ運営における財源確保の
重要性と難しさを述べている。これらの研究に共通する特徴は、スポーツ活動の中で最も経済力と

影響力を持つ観るスポーツ、そしてその究極的なかたちとしてのプロフェッショナル・スポーツに

は全く触れていない点である。上記の社会関係資本の要素としては「社会関係資本蓄積のためのビ

ークルと互酬の受け皿」としての要件を、総合型地域スポーツクラブは決定的に欠いているといえ

よう。スポーツにおける財源確保と、スポーツ活動における最大の収入の源泉である観るスポーツ

やプロフェッショナル・スポーツとを切り離しているために、財源問題は公的援助の拡大と、日本

におけるメンバーシップ文化と寄附文化育成のための方策の探求、そして競技連盟やクラブレベル

での経営努力（市場性の追求）が中心となっている。文科省の政策はその公的立場からもアマチュ

アの非営利組織を前提にしており、この枠組みの下で議論する限りでは、プロフェッショナルも含

めたスポーツ活動全体の収益構造に切り込むことは難しい。プロフェッショナルとアマチュアを統

合し、営利活動と非営利活動が密接に絡み合っている、スポーツ活動総体としての政策の制度化が

重要だと考える。このような認識が、コミュニティスポーツクラブをソーシャル・エンタープライ

ズとして位置づけることの意義を明らかにしている。 
現行法制下における営利活動と非営利活動の一体経営について、遠藤 [2008]は地域スポーツク
ラブと地域密着を謳ったＪリーグクラブ、プロ野球チームを比較し、実質的に営利・非営利の両方

の活動をおこなっているクラブ組織の、法人格選択の重要性を指摘しているが、これは現行法制化
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での法人格選択の得失論であり、中長期的には制度そのものに眼を向けていくべきであろう。 
 
日本のスポーツが長く企業の支援を受け､企業スポーツというカテゴリーが存在していた歴史を

踏まえ、山下 [2009]は国家、企業、市場、NPOがスポーツを供給する法人組織であるとし、これ
らの役割の組み合わせの構造を、企業スポーツの衰退という歴史的背景の下で分析している。一方、

森 [2008]や野崎[2002]の祭りとスポーツとの親和性を指摘する研究は､近代以降の法体系の下で公
式化され得ない私的結社的な性格、コミュニティに近い性格をスポーツ､そしてスポーツクラブが

持つことを示唆している。 
武隈 [1995]は 1995年にスポーツ組織研究の動向と展望を示し、「スポーツ組織を実証的に分析
するための概念的枠組みが準備されてこなかった」と指摘しているが、その後のスポーツ組織研究

においても、共有化され得る概念的枠組みは未だ提案されていない。清水 [2007]はスポーツ組織
研究が、官僚組織や企業組織理論の適用による経営戦略論に留まらずに、スポーツそのものの持つ

価値と関連づけた研究が必要であると主張している。菊[2017]はスポーツ組織の持つ公共性を研究
するにあたっては、プロフェッショナル・スポーツを視野の外に置くべきではないこと、スポーツ

組織と体育組織を区別すべきこと、プレイ（遊び）が基礎にあることを忘れてはならないことを提

起している。笠野 [2015：34]は、スポーツ行為者との関係からスポーツ組織を見ることが重要だ
と述べている。何れもスポーツ組織研究においてはスポーツの本質と関係づけられた、官僚制や企

業組織とは異なる独自の組織分析の枠組みを模索すべきだとしている。 
 
本稿は、これらの研究を踏まえた上で、スポーツクラブの中でもコミュニティが所有するスポー

ツクラブに焦点をあてる。そして考察の視点としては、遊びを始原とするスポーツ活動の本質を常

に意識すると同時に、その組織にとって相応しい法人格制度の構成を視野に入れながら、FCUM
という実例の活動実態をみていくことになる。 

 
（5）スポーツの持つ公益性とスポーツクラブのコミュニティへの貢献 

 
スポーツが公益性を持つ事については、既に序章にて参照したように欧州評議会、ユネスコ総会で

の決議、さらに日本においてもスポーツ基本法で明記され、現代における普遍的な理解として確立し

ている。本項において、スポーツが公益性を持つかどうかについての歴史的議論を再度レビューはし

ないが、スポーツが持つ公益性に対する国際的理解の現状を確認するなかで、その基本理念を確認す

る。そして、スポーツクラブとコミュニティに関する先行研究を検討し、本稿の視点がオリジナリテ

ィを持つことを示すこととする。 
国連が 21世紀の国際社会の目標として 2000年に採択した「国際ミレニアム宣言: United Nations 

Millennium Declaration」では、貧困の撲滅や初等教育の普及等の 8 つの目標(Millennium 
Development Goals : MDGs)を提示している注3)。この目標を達成するために、国連はスポーツをひ
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とつのツールとして位置づけ「開発と平和のためのスポーツ：Sports for Development and Peace」
という理念を掲げ、専任の特別顧問を任命し、その下に「国連開発と平和のためのスポーツ局(United 
Nations Office on Sport for Development and Pease : UNOSDP)」を置いている。UNOSDPはスポ
ーツが持つ以下の特徴がMDGsの実現に寄与しうるとしている注4)。 

 
1.   他人に対する尊敬の意と、人々の間の対話を促進する。 
2.   子どもと若者が生きるために必要な､術や能力をもたらす。 
3.   障がいの有無に関わらず、全ての人々の社会への参画を促す 
4.   男女の平等を促進し、女性のエンパワーメントに貢献する。 
5.   身体の健康のみならず、心の健康を向上させる。 

 
この 5つの特徴は、スポーツが公益性を持つ理由としての、最大公約数とみなすことができると考
える。嘉納治五郎記念国際スポーツ研究・交流センターでは、このような「スポーツが持つ人と人を

結びつける力」をオリンピック・ムーブメント理念の下での国際協力活動の一環としてとらえ、「開

発と平和のスポーツ」に関して“表	
 I-1-1”に示したような 8つの分野への取り組みを提案している。 
 
このスポーツが持つ特徴と、貢献が可能な分野についてのまとめは、先行研究というよりは、ひと

つの運動論として展開されている内容だと理解すべきであるが、このような国際的な共通認識の存在

が、本稿の議論の前提のひとつとなっている。 
このような社会貢献への取り組みは、スポーツだけが可能な取り組みではなく、音楽、絵画、演劇

等を通じても可能であり、実際に取り組んでいる人々も存在する。そしてこれらの活動の起源には、

何れも「遊び」があるという共通点がある。一方で、そこに違いがあるとすれば、近代スポーツが実

現した圧倒的な大衆への影響力と経済力であり、そこにはプロフェッショナル・スポーツを中心とし

た、「観るスポーツ」と「スポーツ組織」の存在があることを認識すべきであろう。 
スポーツ、音楽、演劇等の活動といった人間の身体活動が共通して持つ特徴としての社会貢献の要

素を、社会的な分析枠組みにした場合は、これらの人間活動が生む効果に対しての、社会心理学的な

アプローチが主な切り口となるであろう。これに対して、組織・制度を分析の切り口にすることで、

ジンメル[1917]のいう「社会化の諸形式」として把握され、スポーツが持つ相対的な重要性が社会学
的に明確になると考える。 
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表 I-1-1  開発と平和のためのスポーツの取り組み 
Environment	
  

環境 

環境の持続性を確保することは、世界が抱える「地球規模の課題」のひとつです。一

見してこのような問題とは無縁のスポーツですが、人々の注目を集めるスポーツイベ

ントなどを通して環境問題に関わる様々な情報や課題について効果的にメッセージを

発信することができます。また、スポーツイベント自体もより持続可能な運営方法に

なっていくことが期待されます。 

Peace 

平和 

今もっとも熱い議論がなされているのが平和構築におけるスポーツの役割です。紛争

解決に関する研究者であるジョン・ポール・レデラックはスポーツで作る身近で安全

な社会空間が平和構築に有効であることを強調しています。21世紀の平和構築は紛争

が勃発する前からスポーツ交流というかたちでスタートしています。そして紛争中・

紛争後を含めたすべての段階においてスポーツが対立する民族同士の理解や紛争で被

害を受けた人々の緊張や暴力、トラウマといった問題の緩和を促します。 

Gender 

性差 

ジェンダーとは生物学的な性差だけではなく、社会や歴史の中で作られてきた男女の

役割や関係性をさす言葉です。現代においても多くの女性やセクシャルマイノリティ

ーが社会・政治・経済・法制・教育・身体など生活の様々な場面において不利な立場

におかれています。 

こうした状況を改善するための手段として、スポーツを通じた社会参画や、他者理解

などに注目が集まっています。 

Education 

教育 

未来を担う青少年の教育は、よりよい社会を構築するために必要不可欠であり、積極

的に取り組むべき課題の一つです。教育現場におけるスポーツは、青少年の知性・社

会性・感情・身体能力等を包括的に育み、バランスのとれた一個人の成長を促します。

それぞれの地域のニーズに合わせて、人材育成やスポーツを楽しむための環境の整備

など、スポーツの教育的側面をより活用するための工夫が求められています。 

Disaster Relief 

災害支援 

災害支援の現場において、スポーツは被災地におけるコミュニティの再生やストレス

からの解放を促進するために有効であり、人々が社会的精神的な健康を取り戻すため

の手段となります。 

栄養改善、保健と衛生環境の提供、経済機会の創出等と遊びやレクリエーションなど

を含めた広義のスポーツを組み合わせた支援活動を実施することで、より大きな効果

が期待されます。 

Different Abilities 

障がい 

障がいのある人にとっても、スポーツへの参加は生活の質向上と運動能力改善を図る

ために効果的です。しかし、開発途上国では障がいのある人がスポーツに参加できる

機会がごく限られています。また先進国においても意識の向上や施設の改善が求めら

れています。開発途上国・先進国の両方で、すべての人が各々の壁を乗り越えてスポ

ーツに親しむ機会を作ることが大切です。 
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Health & Welfare 

健康と豊かな生活 

スポーツは人々の健康的な生活を促進し、生活習慣病のリスクを低くします。医療情

報が乏しい開発途上国においては、スポーツ大会やイベントでの集客を利用し、伝染

病などに対する医療理解を高めるための情報発信キャンペーン等が使われています。

日本のように高齢化が進む社会では、高齢者の健康維持におけるスポーツの役割も注

目されており、また、鬱病やストレス疾患の状態から精神的健康を取り戻すためにも

スポーツが役立つと考えられています。 

Economic 

Development 

経済発展 

開発途上国の経済発展においてもスポーツは広く貢献しています。スポーツ大会の開

催によって観光や関連産業の発展が促され、それに伴う雇用機会の創出やライフスキ

ルの向上、インフラ整備などが期待されます。しかし近年では、スポーツが経済に与

える良い影響が積極的に評価される一方で、その限界についてもいくつかの事例が蓄

積されており、それをどう乗り越えていくかが今後の課題となっています。 

出典：嘉納治五郎記念国際スポーツ研究・交流センターホームページより筆者が抜粋。 

参照日：2017年 10月。	
 http://www.100yearlegacy.org/Olympic_Movement/ids/ 

 
以上のように、スポーツが持つ公益性については国際的な理解が醸成され、共通の認識となってい

るとみなしうるが、日本においてこのような認識が社会的に広く共有されているかと言えば、まだ心

許ないのも事実である。特にプロフェッショナル・スポーツが絡むスポーツ活動については、興業で

あり、営利活動であるとみなされて、行政からの支援を得る事が難しいことが報告されている。特に

日本においては、スタジアム等のスポーツ施設のほとんどが公共物であるために、その利用において

公平性と非営利性を重視する運用が行われている。この為に、特定の競技や日常的にスポーツ事業を

行う人や組織が、恒常的かつ重点的に利用・活用することが難しい。このことが、スポーツ事業に取

り組むものにとって、中長期的計画に基づく経営を困難にしている原因のひとつとなっている。 

 
「スポーツが持つ人と人を結びつける力」により、スポーツがソーシャルイノベーションを起こし

ている例を松橋[2014]および松橋等[2016 ]が報告している。Jリーグクラブを中心に、法人化した総
合型地域スポーツクラブと自治体との協働が、地域にソーシャルイノベーションを起こしつつあると

している。一方で学校体育施設開放事業の例を取り上げて、「利用者間のジレンマ」「自治体と民間組

織のジレンマ」が解消されていないことも指摘している。筆者の調査では、地域振興の必要性に対す

る切迫感が欠ける大都市では、特定のスポーツ民間組織に対して公共施設を優先使用あるいは提供す

ることに対する行政の理解が、まだまだ得られていない例が確認されている注５）。 

 
伊藤等[2009]によれば、1973年に経済企画庁が発表した『経済社会基本計画―活力ある福祉社会の
ために』において、コミュニティスポーツという単語が用いられ、日本でもスポーツがコミュニティ

形成の有力な手段だとみなされ始めた。しかし、この時点ではコミュニティスポーツの定義はそれほ

ど明確ではなく、市民スポーツ普及の現場レベルでは、それまで用いられていた「社会体育」の延長
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線上で、政策担当者や体育研究者に市民スポーツ普及・推進・予算獲得において耳触りの良いうたい

文句として重宝されていたことが観察される。 
三鷹モデルと呼ばれた、行政が主導するスポーツ教室から自主的な地域スポーツクラブを育てると

いう、行政視点での成功例の報告では、コミュニティスポーツの現場レベルでの具体的な活動目的と

して、「勝負や記録にこだわらず、市民が気軽に参加し、スポーツそのものを楽しみ健康を維持増進

し、好ましい人間関係をつくること」と述べている[沢登、村上、1980]。順天堂大学と習志野市が協
力して行った、社会体育指導者養成コースの内容をまとめた「コミュニティ・スポーツ・ハンドブッ

ク」[石河、齋藤、1982]は、社会体育をそのままコミュニティスポーツと読み替えており、特に新た
な意味を付け加えていない。そこではコミュニティスポーツに相応しいとされる競技の種類や、指導

の方法が取り上げられ、スポーツがコミュニティを形成していく積極的なツールであるとの認識は見

受けられない。 
 
これに対して、スポーツ活動の持つ積極的な社会的意味を考える研究者の立場から、水上[2005]や
伊藤等[2009]は「コミュニティ・スポーツ論」として、コミュニティとスポーツの関係に関するそれ
までの議論や試行錯誤を整理している。 
水上は、そもそもコミュニティの定義が不十分なままに「コミュニティスポーツ政策研究」と「コ

ミュニティスポーツ論研究」の二つの側面が整理されずに語られてきたことを指摘した上で、スポー

ツクラブの再組織化により「協働的コミュニティ」としての実体を持ったうえで、スポーツクラブが

「自治的コミュニティ」に発展していくという視点を提供している。 
伊藤等[2009]はそもそもなぜコミュニティとスポーツが同時に語られるのかについて、十分な議論
がされてこなかったことを指摘する。都市コミュニティ論において「新しい公共性」が語られ、2000
年以降の文部科学省の総合型スポーツクラブ政策の実施も踏まえて、スポーツ研究者の間では「スポ

ーツ公共圏」の可能性が提示されるようになってきたとする。しかしながら、都市社会学側での新し

い公共性の議論では、スポーツにはほとんど焦点が当てられず、スポーツ側も「なぜスポーツなのか」

という問いに答える努力を怠っていたとする。本章第 1節で述べた、サードセクター論やNGO研究
においてスポーツが視野の外に置かれていたのと、似たような状況だといえよう。これに対し、伊藤・

松村はスポーツクラブの「場繋ぎ」という機能に着目して、コミュニティスポーツがコミュニティの

緩いつながりを平時において維持する機能に注目すべきだとしている。 
 
このように日本の文脈においては、スポーツとコミュニティの関係について、スポーツの普及、市

民参加による健康増進から、都市或いは地域コミュニティの創生・維持・発展という位置づけまで、

全く異なるレベルの事象が議論される状況が続いてきた。 
このような状況が続いた背景に、スポーツにおけるコミュニティ形成に関する議論において、その

対象から観るスポーツ、プロフェッショナル・スポーツを除外して考える、日本特有の習癖があった

と思われる。菊[2011]は 1993年に出版した自らの著書『「近代プロ・スポーツ」の歴史社会学』の内
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容を振り返りながら、それまで体育学出身の研究者が「スポーツ」を当時の「アマチュア・スポーツ」

に無自覚に限定して捉え、プロフェッショナルを研究対象から除外するハビトゥスによって翻弄され

ていたと指摘している。この傾向は、前述の水上、伊藤等の論文においても観察される。 
これに対して、既に参照した松橋[2014]の研究は、地域コミュニティを変えるスポーツ組織として
当然のように J リーグクラブを取り上げている。J リーグ発足後 20 年近い歩みを通じて、日本にお
けるスポーツに対する基本認識がようやく変わりつつあるといえる。 
スポーツを通じたコミュニティ形成にあたって重要な要素である、アイデンティティの創出につい

て、仲澤等[2015]が統計的な調査を行った上で「ファンコミュニティ・アイデンティフィケーション」
の存在を､「チーム・アイデンティフィケーション」とは別の概念として提出している。プロフェッ

ショナル・スポーツチームの存在が、ファンコミュニティという新たな集団のアイデンティティを生

むことを、統計的に説明している。仲澤等の意図は、チームのブランドロイヤリティ向上による観戦

率への影響の確認であったが、同時にこのアイデンティティがファンの非商業的行動（ボランティア、

社会貢献活動）との相関があり得ることについても、今後の課題として触れている。 
 
このような日本でのスポーツとコミュニティ研究の歴史的文脈と比べ、長くスポーツが社会生活に

おいて存在感を持ち続けてきた歴史を持つヨーロッパ諸国では、開発と平和のためのスポーツの中で

も、弱者に対する社会的包摂という文脈での、スポーツの貢献に関する研究が多く行われている。 
イギリスにおいてスポーツと社会的包摂が関係づけられて語られることが一般化したのは、1997
年にイギリスでブレア首相率いる労働党政権が設立してからだとされる[Gardiner et al., 2012: 33]。
ブレア政権は社会的弱者の社会参加を重要な課題として掲げ、スポーツはこれを実現するためのツー

ルの一つとして位置づけられた。そして、この考えは、欧州委員会(European Commission)が 1998
年に出した文書に以下のように反映されている。前述したUSONDPの考え方とも共通する認識であ
り、ヨーロッパにおいては普遍的な共通理解になっていると思われる。 

 
	
 	
 スポーツには以下の 5つの機能を持つ特徴が有る。 

(1)   教育機能：スポーツへの積極的な参加は、あらゆる年代層においてバランスの取れた個性を育むため

の優れた方法である。 

(2)   公衆衛生（健康）機能：身体活動は人々に健康を増進する機会を与える。スポーツは、心臓病や癌と

いったある種類の病気を防ぐ効果的な方法であり、高齢層において健康と生活の質を維持することを

助ける。 

(3)   社会的機能：スポーツは、社会的な包摂をより良く実現し、不寛容、人種差別、暴力、飲酒とドラッ

グの悪習と戦う、適切なツールである。スポーツはまた、労働市場において排除されてしまっている

人々を社会に包摂することを援助することができる。 

(4)   文化的機能：スポーツは人々に自らのルーツを探り、自分の住んでいる地域をより良く知り、環境を

守りそして一体化するより多くの機会を与える。 
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(5)   レクリエーション機能：スポーツ活動は、余暇の重要な項目であり、個人的でもあり集団的でもある

楽しみである。正しい方法で適用されることで、スポーツは不寛容、人種差別、暴力、飲酒と麻薬中

毒と闘う為の武器として特に有効である。そして、社会的連帯の表現の一つとしてボランティア活動

の発展に対して特に大きな影響を与える。 

出典：Commission Staff Working Paper, The Development and Prospects for Community Action in the Field of 

Sport(1998). 参照日：2017年 10月 23日；http://ec.europa.eu/assets/eac/sport/library/documents/doc252_en.pdf 

 
このような見解に対して、スポーツが持つ効用はもっと限られたものであるとの意見も一定程度存

在していることを、ガーディナー等は合わせて紹介している[Gardiner et al., 2012: 34]。欧州委員会
のこの見解は、公的なものとして各方面に適用され推進されているが、それが真実かどうかは、現実

を通じた検証が世界各地で試みられており、未だ現在進行形だと理解すべきだろう。 
2017年 6月に行われた国際スポーツ社会学会においても「コミュニティスポーツと社会的包摂

(Community Sports and Social Inclusion)」をテーマにした分科会が設置され、6件の発表が行われ
た注6）。何れも社会的弱者であるマイノリティ、障がい者、青少年、ホームレス等へのスポーツ機会の

提供を通じた、社会的包摂への試みに関する報告であった。少なくとも、ヨーロッパにおいては、コ

ミュニティスポーツという概念で語られる内容は、社会的包摂が中心であり、一般市民のスポーツの

参画ではないようである。 
以上の議論をサポートする参考情報として、Web of Scienceを用いて論文検索を行い、定量的な情
報を確認した。“Community Sport”をキーワードとして論文検索を行うと、社会科学分野で 137件が
表示される。ここでは社会的弱者に対する社会的包摂へのスポーツ活動の役割や、コミュニティのネ

ットワーク形成における、スポーツクラブの役割に関する論文が多く目につき、日本でのコミュニテ

ィとスポーツの議論におけるテーマである、一般市民のスポーツへの参画というテーマでの研究は見

当たらない注７）。また、多くの場合スポーツクラブがこのような活動に取り組む主体として取り上げ

られているが、そこにはプロフェッショナル・チームを持つクラブも何の注記もなく含まれている。 
具体的な例としては、岡田[2014]やスタンベルグ [Steenberghs, 2017]が、それぞれ日本とベルギ
ーでおこなわれているホームレスのフットボール活動を取り上げて、そのフィールド調査の結果を報

告している。社会との関わりを失い、ホームレスとして暮らしていた人々が、フットボールに参加す

ることで他人とのコミュニケーションを徐々に回復し、プレーを通じてお互いに要求を出しあうよう

になる。さらにホームレスのワールドカップというイベントに出場することで、パスポート取得が必

要となり、連絡の途絶えていた家族と連絡を取り、社会制度を象徴する役所に赴き、公的な手続きを

おこなうという、いままで忌避してきた行為をせざるを得なくなる。そしてワールドカップの場で他

の国のホームレスを目にすることで、自分自身を客観化する視点を身につけ、帰国後すぐにではない

にしろ、内発的な力によって数ヶ月から 1年という時間をかけてホームレス生活からの脱却を実現す
る。岡田やスタンベルグが取り上げたこのような例は、コミュニティスポーツが社会的包摂という側

面で一定の役割をはたし得ることを示している。 
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日本においてスポーツを通じたコミュニティの形成をテーマとするのであれば、例えプロフェッシ

ョナル・スポーツが研究の視野に入らなかったとしても、高校野球のような、日本における地域アイ

デンティティを喚起する最強のコンテンツである「観るスポーツ・応援するスポーツ」が、コミュニ

ティとスポーツに関する議論の視野に入っていないことに筆者は違和感を覚える。そして、今では高

校野球と同じような影響力を、地域を拠点とするプロフェッショナル・スポーツクラブが持ち始めて

いる。草野球でも、イチローやダルビッシュの存在が自らも野球という競技に取り組むモチベーショ

ンであり、フットサルや草サッカーの参加者で、自らのプレーをメッシやロナウドに重ねない人はい

ないであろう。スポーツを、そしてスポーツとコミュニティを語るにあたっては、このようないかな

るレベルであれ、スポーツに参画する側が持つ象徴的・心理的な要素に加え、スポーツを経済的に支

え、結果的にコミュニティへの経済的寄与も期待される、プロフェッショナル・スポーツを常に視野

に入れることが必須だと考える。 
 
前述の松橋[2014]の研究は、スポーツが地域コミュニティ形成に対してどのような貢献ができるか
を、いくつかの具体例を示しながら論じているが、「Ｊクラブにおける地域コミュニティ戦略とは､ク

ラブの「収益安定性」を図るために「地域活動」をどう実施するかについての基本的意志決定である」

としている。スポーツ組織に対して組織学の制度理論を適用して、その環境要因を研究した松野[2013]
も、同様の見解を示している。松野は横山 [2005]がおこなった制度理論による組織とその環境に対す
る詳細な検討の枠組みを、営利・非営利複数のスポーツ組織に適用し、スポーツ組織における地域密

着の意味を検証しようとした。松野は日本ではプロフェッショナルであれ、アマチュアであれ地元密

着により正統性を獲得していくことでしか、スポーツが生き残る術はないとしている（松野について

は組織論の項で再度触れる）。 
松橋と松野の見解は、スポーツクラブを企業として捉え、経営側の視点からのコミュニティに対す

るマーケティング戦略としての地域貢献活動の必要性を提示していると理解される。しかしながら、

この見解からは、スポーツ活動自体が公益性を持つという観点が抜け落ち、スポーツクラブがコミュ

ニティに働きかけるのは、スポーツクラブ自身の存続のためであり、必ずしもコミュニティのためで

はないという論理となる。松橋は、Jリーグクラブに代表される、トップクラブチームを持つ力のあ
るスポーツ組織の存在により、コミュニティの形成が進むこと、また総合型地域スポーツクラブの場

合でも、法人格を取得しているクラブが、より効果的にコミュニティ形成を実現していることを指摘

している。スポーツが公益性を持ち、スポーツ組織が公益組織であるとすれば、コミュニティ形成こ

そがその第一の存在理由となることが、論理的帰結ではないだろうか。スポーツクラブの経営者の考

えるべき事は、スポーツクラブが事業活動を通じてコミュニティ形成を支援するために何ができるか

であり、このような立場に立つことによって、スポーツクラブが公益性を持つ社会的組織だとの主張

が、初めて論理的整合性を持って説明する事が可能となり、担保されることになると考える。 
 
スポーツクラブが営利企業ではなく、コミュニティ形成における核としての組織となることを積極
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的に支援する制度設計について、西崎[2010]がイギリスの例を紹介している。西崎の紹介しているサ
ポータートラストは、ある特定スポーツクラブを応援するファンにより組織される非営利法人である。

本稿で実例として取り上げる FCUMと同じ、IPS（IV章にて詳述）というイギリスの公益性を持つ
非営利法人格を取得している組織である。ファンは会費を払うことにより、サポータートラストの経

営に関する議決権を持つメンバーとなり、支払額によらず全てのメンバーは１人 1票の権利を持つこ
とが、IPSの規定により求められている。このトラストが、営利企業で有るスポーツクラブの株を購
入し、一定のシェアを獲得した時点で、トラストの代表をクラブの役員として送り込む。このことに

よって、間接的にではあるが、ファンがクラブの経営に関与することが可能となり、クラブ経営にお

いてファンの意向が反映されることが意図されている。仲澤が明らかにしたファンコミュニティ・ア

イデンティフィケーションが、クラブのアイデンティフィケーションと統合することを可能とする制

度であるとも言えよう。西崎はこのサポータートラストを、企業統治におけるクラブとファンの関係

性強化のための経営手法､あるいはファンがクラブを資金的に支援する方法のひとつとしてとらえ、

ファンが民主的原則に基づいて経営に参画することに､必ずしも（経済）合理性はないかも知れない

と疑問を呈している。この点では、西崎も松橋、松野と同じようにスポーツクラブを営利企業として

捉えているといえよう。 
 
コミュニティが所有するスポーツクラブとしてのコミュニティスポーツクラブについての本稿の

検討は、スポーツクラブを社会制度の中で公益性を持つ組織制度として位置づけていくことを意識し

た作業である。従って、松橋、松野、西崎のようにスポーツクラブの存続と発展のために、コミュニ

ティとの関係をどのように構築していくかという問題設定ではなく、コミュニティの存続と発展のた

めに、スポーツクラブに代表されるスポーツ組織は何ができるのか､という問題設定を行う。この問

題設定が、本稿のオリジナリティであり、実例として検討する FCUM は、コミュニティへの貢献を
最大の目的とするスポーツクラブの具体例として取り上げることになる。 

 
2.   本稿で用いる諸概念に関わる先行研究 
 

(1)   再分配・市場・互酬とイギリスのチャリティ 
 

本節では、ソーシャル・エンタープライズの経済的側面を理解する上で重要な概念である、再分配

市場・互酬という 3種類の社会的経済に関する先行研究と、この中の互酬を支える具体的な制度とし
てのチャリティについて、イギリスの例を中心に検討する。 

 
(1)-1 再分配・市場・互酬の 3種類の社会的経済について 

 
序章にて触れた、ポランニー[1977] の経済理論で示される 3 つの経済原理（再分配・市場・互
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酬）は、本稿における重要な社会的経済の枠組みである社会的連帯経済の基本概念であり、関連研

究を含めここで理解を確認しておく。 
社会学においては、ポランニーに先立ちジンメルがその交換論にて互酬・贈与という経済形式の

重要性を指摘している [早川, 2003: 56-77]。ポランニー [1977:31-100] はこの考え方を精緻化し、
社会における富の流れ（交易）の原理として 3 つの類型を示した。「再分配」としての管理交易、
「市場」としての市場交易、そして「互酬」としての贈与交易、である。 
交易を支える組織に対しこれを当てはめると、再分配は税を徴収して分配をする政治権力、現代

においては政府が主に担う役割である。管理交易が主要な交易である社会では、経済活動とは政治

権力に「管理」されるべき活動であり「経済活動の自由が人間の基本的人権である」といったよう

な自由市場理念に基づく経済原則は、近代以前では成立していなかったことが歴史的に確認されて

いる。 
人類の歴史において、経済活動における支配的な原理は長く再分配や互酬であり、市場は脇役で

ある時代が続いていた。宮崎[2009 :74]は、8世紀に成立し 13世紀まで存続したアッバース朝につ
いて、その最盛時には大道路網・水路網の上をモノ・ヒト・情報が移動するネットワーク状の、そ

れまでの世界史上最大の大商業帝国であったと指摘している。そして、そこには市場による経済も

存在していたものの、この大商業圏を支えていた支配的な経済原理は市場ではなく、ポランニーの

いう再分配原理に対応した、管理交易であったことを指摘している。そして政治権力である政府が

採用する基本的な経済原理が徴税を通じた再分配であり、自由交易の管理が政策課題であることは、

現代も変わっていない。中国文明においても儒家は「利」に対して否定的であり、司馬遷は『史記』

の人物伝の中で、商業に携わった人に関する貨殖列伝を 60 あまりの列伝の最後に置いたにもかか
わらず、後世の儒家からは商人を取り上げたこと自体を倫理的に非難された。日本における士農工

商に繋がった価値観である。中世ヨーロッパの身分制度、古代インドのカースト制でも商人の位置

づけは低い。西洋中世の歴史を、千年間にわたる連続的なルネッサンスの歴史として見直している

ゴフ[2005：132-141]も、中世において経済は権力の「一部」でしかなかったとする。そして市場
経済の担い手であり同時に知識層でもあった商人が、それまで倫理的には表だって許されていなか

った高利貸しを「労働」であると教会に認めさせ、職人の技を芸術の地位に高め､そのパトロンと

なることで階級としての社会的認知を徐々に得ていったことを描いている。 
 
現代において市場交易が社会経済における主役に躍り出たのは、自由市場を前提とする資本主義

の発展によるものであり、いうまでもなくその活動を担っているのは企業である。産業革命・近代

化・資本主義の発展とともに、瞬く間に市場交易を遂行する事業組織の主流となった企業が、権力

機構の主役に躍り出た。シェークスピアに戯画的に描かれた「ユダヤの商人」が、「資本家」とい

う肯定的な称号まで得て、人々に注目され、あこがれの対象となるようになった。 
 
近代以降、市場交易の組織化を通じて経済活動の中心となった企業組織は、グローバリゼーショ
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ン、多国籍化により国家の枠を超えつつある。これがグローバリゼーションの一面であり、過度な

グローバリゼーションの負の要素を指摘する人々は、経済活動そのものの意味を再度問い直すこと

を通じて、国家と市場との間合いを見直す時期が来ていると主張している。 
企業が市場交易の主役として躍り出た経緯については、大塚[1969]が『株式会社発生史論』にお
いて蘭・英の東インド会社の歴史をもとに詳細な解析をおこなっている。大塚は会社、より具体的

には「株式会社」の成立が、近代資本主義社会において資本の集中と蓄積を、社会制度として可能

にしたことを明らかにしている。個人や家が中心であった商行為が、会社という恊働行為の形式を

通じて、責任の分散と商行為の永続性が担保され、これにより世代を越えて資本の集中と蓄積が可

能となった。合名会社、合資会社といった会社の初期形態から発展し、最終的に 1600年の英東イ
ンド株式会社の成立により、株式会社組織の次の 5つの基本構造が完成したとする。 

 
1.   無限責任の喪失	
 

2.   経営専門機構の成立	
 

3.   株式制(会社組織そのものが商品としての価値を持つようになった)	
 

4.   活動の永続化	
 

5.   株主総会（民主的要素の内在化）	
 

 
図	
 I-2-1 株式会社の成立による経済活動の諸要素の変化 

 

-
�
�
!�

�
�
�
3�

�
@
�
3�

'
�
�
3�

�
�
@
&�

*:@&��

���@&��

$�@&��

'	�

=/		�

6��

?��

���


@8U6�8�

0A?��


@F6�G�C�

,��

%A?��

@&GB�R<4D-�>)#�D
@PNM.�D�
�(+7 1�D;2��JOKQLSG9�	


�T��[1969]HI58E
"�

［
 ~
 ~
 

一二〉



コミュニティが所有するスポーツクラブの事業展開とソーシャル・エンタープライズ 
Ｉ章	
 先行研究の検討  

  
序章及び I章  先行研究の検討公開用 rev1.docx  

37  

大塚が提示した株式会社による経済活動の形態変化を、概念図として“図	
 I-2-1”に示した。大
塚の研究は、株式会社組織が市場交易モデルを最大限に生かす制度として確立されたことが、資本

主義の発達を支えたという点で、社会における組織・制度を設計することの重要性と、このような

革新的な組織制度が生まれた後に、その影響が明らかになるには数世紀の時間を必要とすることを

示唆している。株式会社という市場経済を支える組織が制度化されたことで、蓄積・継承されるこ

とになったのは資本だけではなく、それ以前は主に血縁に属していた経済行為における経験、人脈、

ビジネスモデル、商権、商圏、人材、資産といった経済行為に必要なソフト資源（経済活動におけ

る社会関係資本と呼んでもいいだろう）の蓄積や継承もおこなわれることになった。 

 
しかしながら、行きすぎた資本主義市場経済に対する批判的な見解は､現代において多く提起さ

れ、ポランニーは市場経済の限界について以下のように述べている[ポランニー, 1944: 190]。 

 
市場経済の下では自由も平和も制度化することができなかった。というのも、市場経済の目的は利

潤や繁栄を創りだすことであって、平和や自由を創造することではないからである 

 
 市場至上主義、市場原理主義のみによっては、好ましい社会の実現は不可能だとし、現代にお

いて新自由主義が推し進めるグローバリゼーションに対して、否定的な立場をとる人々にこの見解

は支持されている。 
 
もうひとつの経済原理「互酬」に基づく交易形態である贈与交易の担い手として、長く機能して

いたのがコミュニティとしての村や宗教教団や血縁に基づく宗族であった。喜捨や寄進や寄附や援

助、さらには「免罪符の販売」という「贈与交易」により、宗教組織や特定の血縁にどれだけの富

が蓄えられたかは、現代に残る多くの贅を尽くした宗教建築や宗教芸術の作品群､あるいは王侯貴

族の財宝を思い浮かべれば明らかである。特にヨーロッパ中世においては、王権とローマ法王を頂

点とするカトリック教団は経済的富を分け合っていた。 
世俗化により宗教権力がその経済的基盤を徐々に弱体化され、市場により血縁をベースとしたコ

ミュニティも解体されてきた。一方で、イギリスにおいては宗教的な背景は持ちながらも、個人の

直接的行為としての慈善、寄附、チャリティが徐々に互酬を支える制度として発展していった。イ

ギリスにおいて、チャリティが他のヨーロッパ諸国よりも広く支持された背景については諸説があ

るが、歴史的事実として存在している[金澤、2008]。 
 
この、社会的経済を再分配・市場・互酬の組み合わせで理解するという概念は、既に述べたよう

にペストフの政府、市場、コミュニティの牽制関係を前提とした福祉三角形と高い親和性を持ち、

EMESが主張している社会的連帯経済という概念の提案を支える、基本的な枠組みとなっている。
互酬という経済原理を導入することで、サードセクターでの事業活動を担う組織が、国家にも市場
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にも支配されず、独自の権限と役割を持つことが担保される構造が可能となる。しかしながら、現

代において互酬が社会的経済の中でどの程度の重要性を占めているかを、定量的に判断することは

難しい。市場経済が圧倒的な主役となっている現代において、互酬が持つ可能性について次項で整

理する。 
 

(1)−2 互酬とイギリスのチャリティ、互酬を担う組織、CSRを通じた市場の参入 
 

互酬を支えてきた諸制度は、近代以降完全に崩壊したわけではなく、様々な形式を用いて現代で

も機能している。しかしながら、この互酬は統計という形でその規模を明確にすることが難しいこ

ともあり、経済活動の中で明確な位置づけが与えられず、定量的な評価がされてこなかった。 
 
現代において組織的かつ制度としておこなわれている互酬の具体的な形として、チャリティがあ

る。本稿でコミュニティスポーツクラブの例として取り上げる FCUMの所在地でもあるイギリス
は、伝統的にチャリティが社会に溶け込んでいる文化を持つ。イギリス近代社会におけるチャリテ

ィについて、金澤[2008]は可能な限りの定量的な評価を行い、イギリスにおいてチャリティを経由
している経済は、現在に至るも決して無視できない規模であると指摘している。そして、イギリス

近代社会理解において、チャリティが遍在していたことを忘れてはならないことを強調している。

また、公益法人協会[2015]が、イギリスチャリティ法の 2008年の改革内容を、日本における公益
法人制度の改革と関連づけて詳細に報告している。21 世紀に入っても法律の改定を必要とするほ
ど、チャリティは現代イギリス社会でも息づいているということだといえよう。この報告によれば、

イギリスにおける市民社会組織の法人数は 2014 年時点で 90 万を超え、このうち一般チャリティ
に分類される法人数も 16万を超え、一般チャリティの総収入額は 392億ポンド、資産総額は 1048
億ポンドである[ibid:139]。この総収入額は、2014年のイギリスGDPの 2.15%に相当する。決し
て無視できない数字である。 

 
チャリティへの経済的支援を行う主体は、現代においては個人とは限らず、企業においてもそれ

をおこなうことが広がりつつある。1960 年代から用いられるようになった、企業の社会的責任
（Cooperate Social Responsibility : 以下CSR）概念は、既に先進諸国の中では企業がその日常活
動において常に考慮すべき、基本的な事業要素の一つとして定着したといってよいであろう。 

CSR の概念が広まるまでは、各企業が本業とする事業・商品において評価される成果を出すこ
と、そしてその結果として利潤を得る活動そのものが、社会的責任であるとの考え方が主流であり、

現在でもこのような考え方には一定の支持がある[鈴木、2014:158-182]。しかしながら、企業活動
がグローバルに展開する中で、商品が価値を持つだけではなく、事業の進め方自体が社会的に正し

い行為に基づいておこなわれることが重要であるとの認識が共有されつつある。さらに経営者には、

CSRを企業体質改善手法の一つとして理解し、CSRの理念が組織に血肉化されることで、サステ
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ナブルな事業の継続に繋がるとの理解も生まれている[有馬, 2013]。富士ゼロックス社の社長であ
った有馬は、企業の質は経済性と社会性と人間性のバランスで決まると主張する。この主張は企業

が市場だけではなく、社会性や人間性のあり方の領域にまで踏み込もうとし始めているとも理解で

きる。さらに機関投資家が、社会的責任投資（Socially Responsible Investment：以下 SRI） と
いう概念を通じて、企業の CSR 重視を後押ししている。市場を通じての富の創造が本来の役割で
ある企業が、より広い社会的役割を持つ試みとしても理解可能であり、これはペストフの福祉三角

形において、市場がサードセクターへの役割拡大をおこなっているという見方が可能である。 
 
しかしながら、市場を支える企業組織、つまり営利法人のままで互酬あるいは再分配を支える主

役になることは可能なのであろうか。企業を実質的に支配しているのは資本では無く経営者だと主

張する三戸[1982]は、経営管理学の主要な学説をまとめる中で、経営の大家とし信奉されている、
P.F.ドラッカーの『現代の経営』の最終章を引用しながら以下のように述べている。 
 

企業体は社会の制度であるから、経済的な制度であるから、経済的役割を果たし、すなわち顧客

を創造し、利潤を上げることが第一の責務であり、その責務の遂行にあたっては、社会の秩序を

壊さないようにすべきだ、というのである。この第１の責務の遂行を逆の言い方でもってすれば、

それ以外の社会的役割は企業に課せられてはいないのだから、行政や学校や文化・芸術・言論に

ついて企業経営者は手を出すべきではない、ということになる。[三戸、2002: 219]  

 

	
 ノーベル経済学賞を受賞したフリードマン[Friedman, 1970]も同様な発言をしている。 

 
会社に社会的責任があるとすれば唯一それは利益を最大化することだ。  

 

企業が互酬に関わろうとするもうひとつの試みとして、現行法の下で利益を追求しない営利事業

をおこなう為に、非営利型株式会社という工夫も生まれている[枝見太朗,2006] [跡田直澄, 2004]。	
 
株式会社という制度をそのまま使いながら、定款に利益を株主に分配しないという条項を入れて、

公益活動をおこなおうとする考え方である。株式会社と同様の経営上の自由が得られ、融資等も受

けやすい一方で、公益性の高い業務をおこなっても事業活動に対する減免税処置といった優遇策の

対象ではなく、経営者が公益性に対して高い意識を持ち、取り組む事業が高い事業性を持つ場合に

適用可能な、現行法の下での苦肉の策という面は否めない。 
 
では、現代において互酬はどのような組織・制度が担うことができるのだろうか。大塚が分析し

たように、市場の発展を企業(株式会社)という組織モデル・制度が支えたように、互酬を支える組
織モデル・制度の再構築は、社会的連帯経済を実現するためには不可欠なはずである。かつてこれ

を支えた宗教や地域や宗族というつながりの弱体化を放置したままで、互酬を復興させ、市場や再
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分配とのハイブリッドを実現することは可能なのであろうか。互酬を支える組織や制度は、市場の

担い手である企業の変革や発展、あるいは再分配の一部としての政府予算の獲得ではなく、あくま

で互酬にふさわしい制度設計に基づく組織が担う事が必要だと考える。 
スポーツ事業活動は本質的に互酬を必要としており、今後どのような組織制度設計により社会的

連帯経済により支えられることが可能なのか、さらにいえば、スポーツ組織の発展が、互酬による

社会的連帯経済復権の一翼を担うのではないか、ということも本稿の問題意識のひとつである。 

 
なお、市場を代表する企業は互酬の領域に活動を広げているだけではなく、国家が担ってきた再

分配の領域にもその活動を拡げはじめていることを付け加えておきたい。再分配による資金(税金)
を用いて、社会秩序を守るための暴力装置(軍・警察)を独占していた近代国家にたいして、企業は
警備保障ビジネスや軍に対する兵站の請負等を通じて、社会秩序維持の分野にも進出している。し

かしながら、ラギーレポートとして知られる国際連合人権理事会が公布した「ビジネスと人権に関

する指導原則」においても、人権を「保護」するのは政府の義務とされ、企業はそれを「尊重」す

ることを求められ、政府と企業の役割の違いが明確に認識されている[Ruggie, 2011]。 
このことは、サードセクターにおける活動を充実させるためには、再分配・市場・互酬の何れか

を強化することで実現を図るのではなく、この 3種の社会的経済のバランスを適正に保ち、それぞ
れ異なる組織制度がそれを支える、というアプローチが求められていることを示していると考える。 

 
(2)   組織・制度論 

 
本項では、ソーシャル・エンタープライズのような個別組織モデルについての議論の前提となる、

社会における組織とは何かという、組織論の議論の流れを概観した上で、経営論、法人格、産業論等

の先行研究について検討する 
 

(2)-1 組織論 

 
サードセクター論やNGO論が、組織の成り立ちに焦点を当てた議論だとすれば、組織社会学・

組織論の分野においては、組織経営のありかたに焦点を当てた議論が中心である。 

組織学の始まりとしては、ウェーバー[1922]が定義した官僚型組織への考察が挙げられ、これを

バーナード [Barnard, 1950]やマーチ等 [March, Simon, Guetzkow, 1958]が、組織マネジメント

理論として発展させて組織社会学を打ち立て、官僚型組織や企業組織、これに加えて非定常型業務

をおこなうことに特化したプロジェクト組織についての、効果的な運営手法を考察することが組織

研究における主要なテーマとなってきた。 
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組織社会学における制度理論の主唱者の 1 人であるスコット[Scott,2004]は、組織社会学のこの
半世紀の歩みについての総括をする中で、ウェーバーについてまず以下のようにコメントしている。 

 

ほとんどの初期の組織研究者はウェーバーのいかめしい行政組織変遷の歴史理論には敢えて踏

み込まず、彼の示した理想モデルである合理的・法的な行政組織の研究に集中した。 

 

そして、官僚組織と企業組織を主な対象として精緻化を深めていったその後の組織社会学の流れ

を、以下のそれぞれの理論の発展史として紹介している。 

 
•   閉鎖型／開放型システム理論 Closed/Open system,  

•   状況適合理論  Contingency theory,  

•   取引コスト理論  Transaction cost approach,  

•   資源依存理論  Resource-dependent theory,  

•   ネットワーク理論  Network theory,  

•   制度理論   Institutional theory 

 
その上で、近年再び組織の背景にある文化的要素の重要性が研究者に注目され、組織社会学が

17世紀注８）の黎明期の社会学そのものに先祖返りしてしまったと述べている。そして、最近のトレ
ンドとして 4つの研究の流れを示している。第 1に組織の境界の設定をより開放的で柔軟に考える
方向である。次に組織の基本戦略が内製化(internalization;全てを自己組織内で完結しようとする
考え方)から外製化(externalization:アウトソーシングを積極的に行う考え方)に向かっていること、
3 番目が組織内における権力の構造に関わる変化（分権化、ネットワーク化、経営機能の分化等）
である。そして最後に組織概念が実体的(substantial)なものから相関的(relational)な理解に変わり
つつあり、組織そのものを対象とするのではなく、組織化のプロセスに対して注目するようになっ

てきたとする。 
この何れの流れも、組織を一つの工場、企業、行政機関等の独立した系として取り扱うのではな

く、焦点を当てた組織と、他の複数の組織も含まれる環境との関係性の中で、外部環境を拘束要件

として捉えるのでもなく、双方の交流のメカニズムに対して、より一層注目することを意図してい

ると理解できる。スコットのいうように、複数の異なる組織間の交流と外部環境の間で働くメカニ

ズムの研究は、社会学の基盤を創ったウェーバー、 テンニエス [1887]、ジンメル [1917]、マッキ
ーヴァー [MacIver, 1920]等が積極的に取り上げていたテーマであり、組織学そのものの中心かつ
古典的なテーマであるといえる。 
なお、「目的を同じくするものたちによる集団」として定義されるアソシエーションについては

マッキーヴァーが詳細な検討をおこなっており、その後の社会学研究においては基本的な定義とし

て広く用いられている。そのアソシエーションが実際にどのように社会の中で存在し､機能してき
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たかについては、綾部 [1988,2005]が結社やクラブという切り口で紹介しており、本稿ではイギリ
スにおけるクラブの歴史的背景を理解するために参照している。  

 
この組織社会学の分野においても、サードセクター論と同じように、スポーツ組織についての関

心は限られている。日本組織学会の学会誌である『組織科学』に掲載された論文のテーマを、1967
年の創刊号から 2012年第 46巻 1号まで確認すると、掲載された論文のほとんどが企業 (産業)組
織経営論をテーマとしており、しかも如何にしてよりよいマネジメントをおこなうかとの視点での

研究であり、組織の対象を拡げて組織そのものの存在意義、相対的役割をテーマとした論文は多く

ない。このことは、学会としても自ら認識されており、「組織の多様性と可能性」が特集のテーマ

であった第 32巻 3号(1999)では、当時の学会長が巻頭言で次のように述べている。 
 

組織論は現代の中心的組織である企業のみならず、官庁、病院、政党、労働組合、芸術団体、学

校、ボランティア組織など多様な組織を対象にしている。（中略）	
 しかし日本では、組織論は企

業組織の解明を中心に展開してきた[山倉, 1999]。	
  

 

しかしながら、企業組織以外の組織に関する掲載論文はその後も限られており、官庁、教会、組

合、NPO、病院、劇団について論じた研究は散見されるが、スポーツ組織について取り上げた論
文は見当たらない。 

 
これらの組織論研究の流れを踏まえた上で、スポーツ社会学の分野でスポーツ組織に焦点を当て

た研究として松野[2013]がある。松野は横山 [2005]がおこなった制度理論による組織とその環境に
対する詳細な検討の枠組みを、複数のスポーツ組織に適用し、スポーツ組織における地域密着の意

味を検証しようとした。松野は、日本ではプロフェッショナルであれアマチュアであれ、地元密着

により正統性を獲得していくことでしかスポーツが生き残る術はないとしている。松野の結論は環

境とスポーツ組織の関係に焦点を当てることで導かれているが、スポーツ行為とスポーツ組織の区

別や、組織目的が異なる地域スポーツクラブとプロフェッショナル・スポーツ競技団体の区別を明

確にしていない。組織論の観点からスポーツ組織を分析するのであれば、スポーツ組織におけるガ

バナンス、機関決定のプロセスや権力のあり方、スポーツ組織の側が何をしようとしているのかの

論点を欠いては十分な検討とは言い難い。組織を取り巻く環境に関する検討に加え、組織そのもの

が何をしようとしているかについても述べるべきであろう。本稿では、松野がおこなわなかったこ

のガバナンスという点に焦点をあてて、スポーツ組織に対する考察を行う。 

 

ガバナンスに関しては、マーチ等 [March, Simon, Guetzkow, 1958：142]が資源依存理論に基づ

き組織の機関決定における二つの重要な要素を指摘している。 
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組織の機関決定の必要性は、組織における二つの重要な問題に対する決定に対して生じる。それは

資源の配分と時期についての決定である。 

 

組織経営における資源としては、資金、人材、人員、設備（道具）、時間といった要素が考えら

れ、そのどれがより重要かは都度事例によって異なる。これらの中から用いることが可能な資源と、

それを使うタイミングに関する決定をおこなうことが、組織における機関決定の重要な要素であり、

この決定権限のあり方がガバナンスの要点であり、権力の源泉となる。これは当然スポーツ組織に

も当てはまり、この機関決定のあり方についての分析を行わなければ、どのような組織であれ組織

を組織論の枠組みで分析したことにはならないと考える。 
これらの資源の中でも、資金はほとんどの事例で重要な役割を持っており、資金の用途に関する

機関決定プロセス、つまり予算の承認は、あらゆる組織分析の枠組みとしては欠かせない。そして

組織における機関決定を議論するためには、組織の法人格を明確にする必要がある。法人格を持た

ない組織においても、当然重要な決定は下されるが、それは機関決定というよりは組織の権力者に

よる属人的な決定である。現代社会においてそのような決定が許されている集団は、コミュニティ

セクターの一部（例えば家族）のみであり、政府、市場、宗教組織、そしてサードセクターで事業

をおこなう組織も含め､全ての社会的組織は法人格を持ち、その規定に基づいた機関決定の制度が

必要とされている。 

 
(2)-2 法人格 
 
理念や概念的な組織ではなく、実際に何らかの事業活動を行う組織について考察する場合は、そ

の組織が持つ権利義務を規定する法人格を把握する事が必要である。法理論の分野では、社会的主

体の基本は自然人であり、集団や組織も社会的主体となり得るかどうかは、法人擬制説と法人実存

説を巡る理念的議論を経て、近代社会で集団や組織に対して社会的権利義務関係を設定する現実的

必要性から、法人格が現代の法体系の中で確立したとの見解が示されている[石本,1949:1-107]  [西
村, 2005]。 
法人格は組織の社会的主体としての基本的な権利義務関係を規定し、実態的には各国の法制に基

づいている。この為、その分類や権利義務規定は、国毎に微妙に異なる部分があるが、基本的には

国家（政府・行政組織）、営利法人、非営利法人とその他特殊法人（宗教、学校、財団、公団等）

とに分けられている [田尾,2009:1-29]  
現代社会においてはどのような集団・組織であれ、社会的主体として活動するためには、何らか

の法人格を獲得することが必要条件となっている。組織は法人格を持たなければ契約当事者にはな

れず、銀行口座開設もできず、法的な責任も追及されない。このように法人格は組織の社会的主体

としての基本的な権利義務関係を法的に規定する重要な概念である。 



コミュニティが所有するスポーツクラブの事業展開とソーシャル・エンタープライズ 
Ｉ章	
 先行研究の検討  

  
序章及び I章  先行研究の検討公開用 rev1.docx  

44  

前節で述べた 3つの社会セクターである政府、市場、コミュニティ、そして中間領域としてのサ
ードセクターにおいて、各々事業活動を行う組織の法人格はどのように制度化されているだろうか。 

 
政府組織は三権分立の考え方によれば司法・議会・行政組織からなりたつが、政府総体としては

自らが法の制定、施行、解釈に関する決定権限を持っており、憲法によりその法人としての権限と

義務が規定されている。民主主義国家においては、憲法の保持あるいは修正権限を何らかのかたち

で国民が持つという制度により、政府は国民の負託を得ているという理解のもとで、国民によるガ

バナンスが理念的に担保されている。社会をコミュニティとアソシエーションによる重層的な構造

として提示したマッキーヴァー [MacIver,1924: 14-15]は、国家をアソシエーション組織の中でも
別格として以下のように述べている。 

 

国家が法と秩序の守護者である為には､それを独自の広範囲にわたる機能と強制的権力の唯一の

正当な保有者であると考えなければいけない。（中略）民族がその統一を自覚すると､民族の為に

奉仕するアソシエーションとしての国家は､その範囲内にある全ての社会的集合、すなわちアソ

シエーション、地域、階級の整合を明確に自己の業務とするに至るのである。 

	
 	
  

マッキーヴァーのいうように国家がアソシエーションとして別格だとしても、組織である限り何

らかの法人格を付与されなければその機能を果たせないという事実は変わらない。 
 
一方市場における事業活動を行う基本的組織モデルとして企業組織が存在し、どの国においても

それぞれ会社法によりその法人格と権限義務が規定されている。自由市場を是とする理念から導か

れた当然の結果として、企業は国境をまたぐ活動を活発化させ、グローバリゼーションの担い手と

して、各国政府が定める規制をかいくぐり、その事業活動を発展させている。株式会社という組織

が如何に強力かつ普遍的な制度として確立されたかについては、本節(1)-1 項で参照した大塚の業
績が明らかにしている。 

 
この政府と企業という、強力で明確に制度化された組織と比べると、コミュニティあるいはサー

ドセクターにおける事業活動に特化した法人格は、概念的にも制度的にも明確ではない。多数の国

で非営利法人法が制定され、関連する法人格が規定されている。多くのNPOやNGOがこの非営
利法人格を用いたり、それぞれの国で認められている特殊法人を用いたりしているが、いずれもサ

ードセクターにおける事業活動を意図して設計された法人格ではなく、当該組織にとって次善の策

としての採用という意味合いが強い。 
特に国際的に活動を展開する組織の中で、IGOについては、複数の国家間の取り決めによりその
法的地位が規定されているが、それでも各国の国内法との間に齟齬がある場合の扱いについて、統

一的な判断基準は未だ確立されていない。IGOの代表格である国連でさえ、その権威の正当性は未
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だに定まらず, 権力の限界も指摘され続けている[横田、2006: 44-47]。 

NGOの法的位置づけについては IGOよりもさらに不明確であり、ほとんど確立されていないこ
とは本章第 1節でも指摘した。現実的に、全てのNGOはその所在地における何らかの法人格（多
くの場合は非営利法人格）を取得してその活動をおこなっているが、これは便宜的な手段でしかな

い。前述したようにNGOを国際的な枠組みの中で、どのようにして法的に位置づけるのかは、未
だ解決されていない課題とされている。 

 
このような現状の法制度のもとで、スポーツ組織に特化した法人格というものも、当然設定され

ていない。一方で、スポーツ活動が既存の法人格のカバーする事業範囲を越えておこなわれる例が

多いことから、多くのスポーツ組織は行政、営利法人、特殊法人、非営利法人といった中から、ひ

とつかあるいは複数の法人格を適宜組み合わせて、その活動をおこなっている。例えば国際的なス

ポーツ組織の代表格である IOC や FIFA は、本章１節で参照したチャプレット[Chappelet,2008]
がNGOとして定義しているが、法人としてはスイス国内法に基づく非営利法人である。このこと
は、スポーツ組織が実際に果たしている役割と、登録に用いている法人格の間に乖離があることを

示している。NGOの法的位置づけが明確でない状況で、自らを NGOと規定することは、法体系
上は自らを何ものでもないといっていることに等しい。極論をいえば、IOCやFIFAはその業務内
容に見合った法的権利義務を定められないままに活動している組織であり、本質的にガバナンスが

効かない組織であるといえる。 
 
スポーツ組織と法人格の関係については筆者[張、2015] が既存の法人格の枠に収まらないスポ
ーツ活動に特有な組織として、コミュニティスポーツクラブと競技連盟を挙げ、このふたつの組織

の活動内容に適した法人格の検討が必要だとの問題提起をしている。さらに、日本の法体系下にお

ける具体的な提案として、スポーツ社団法人の創設を主張している [張・河野, 2017]。本稿は、こ
のふたつの提案に対して､さらに理論的な根拠を、イギリスにおける実例を交えて提供することを

試みている。 
なお、本項で取り上げた、FCUM が法人登記をしているイギリスの非営利セクターの制度につ

いては、塚本等[2007]、[2008]、[経済企画庁国民生活局[1999]の調査内容を基本的理解のベースと
している 

 
(2)-3 コミュニティ概念 

 
本章の最初でペストフの福祉三角形を導入するにあたって、政府・市場・コミュニティという 3
つの社会セクターの存在を、所与の条件として議論を進めた。政府・市場と同じレベルで対峙する

社会セクターとしてコミュニティが提示され、中間領域として設定されたサードセクターを代表す

る組織モデルとして、ソーシャル・エンタープライズ、NPO、IGO、NGO について触れてきた。
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しかし、コミュニティの概念は、学問の各分野からジャーナリズムまで、それぞれとても幅広い意

味を持って用いられており、今まで示した先行研究においても、必ずしも同じ意味で用いられては

いない。コミュニティの日本語訳としても、共同体、協働体、協同体、共同態等複数の訳語が与え

られ、それぞれ訳者や研究者の立場を反映した異なる意味が付与され、敢えて日本語を用いず、コ

ミュニティをそのまま用いている例も多く、コミュニティ自体が外来語の一般名詞としての市民権

を得ている。 
また、スポーツ組織と地域コミュニティとの関係について考察した多くの研究は、必ずしも同じ

コミュニティ概念を用いていないし、その定義自体を明確にしていない例が多い。コミュニティス

ポーツについて本章第 1節(5)項で参照した水上[2005]は、その論文の冒頭で、コミュニティは「生
きた用語」として、時代背景とともにその意味は変化しているとしているとする。例えば、スポー

ツクラブのようなスポーツ組織そのものがコミュニティなのか､またはスポーツ（組織）がコミュ

ニティを強化する為の制度のひとつなのか､あるいはもっと別のものなのか、研究者によりそのア

プローチはそれぞれである。 
本稿においてソーシャル・エンタープライズ及びコミュニティスポーツクラブの役割を検討する

にあたって、本稿におけるコミュニティについての理解を本項で整理する。 
 
社会をいくつかのセクターに分けて考えることは、ペストフに限らず、社会学において広く用い

られているアプローチである。 
19世紀の自由思想家トクヴィル [1888: 5章]は「政府と国民の間の中間の組織体としての共同体
（コムミューン）の重要性」を政府における多数派の専制と行政の集権化を防ぐ方策として評価し、

アメリカにおける連邦政府に対する州政府あるいは郡の行政組織や、アメリカの職業別組合にその

役割を果たす期待をよせた。社会学者のデュルケム [1893]は自治的職業団体を、家族や地縁や教
会に代わる近代的な中間集団として提唱した。デュルケム研究者の塩原[1980]は、デュルケムが職
業団体のような中間集団と国家政府との間で、対抗的相補関係を作り出すことを構想していたと指

摘している。アメリカの社会学者で、コミュニタリアン運動の創始者の 1人でもあるエチオーニ
[1996: 55]は、トクヴィルを引用して、秩序の基盤を国家ではなくコミュニティにおくべきだと提
唱している。グローバリゼーションに対し多くの発言を行い、イギリスのブレア政権における「第

3の道」の理論的支柱でもあったギデンズは、国家・市場・市民社会の調和が、健全な民主主義社
会を生むと主張している [ギデンズ, 1999]。また、国家・市場と異なる立ち位置にある組織として、
NGOの存在も無視できなくなっている。国際政治学者でアメリカ歴史学会会長も務めた入江 
[2006]は、NGOの存在が脱国家的な課題に眼を向け、同時にグローバリゼーション（市場化とい
う意味合いで）に対しても疑問の眼を向けることができると主張している。法哲学者の井上は「市

場・共同体・国家という 3つの秩序形成原理が相互に緊張関係を持ちながら、抑制と均衡を図るよ
うな秩序のトゥリアーデ（三位一体）」を社会構成の理想として提示している [井上, 1998: 31]。ま
た社会心理学者の渥美 [1998]は、ボランティアに代表されるNPO組織が、行政・企業と並ぶサー
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ドセクターとなる可能性を議論し、経営学者の島田 [2009：39]も、非営利組織を政府・市場と並
べて論じた上で「非営利組織の失敗」を語っている。このようにサードセクターあるいは第 3の道
といった概念は、それを政府・市場・コミュニティの中間領域とみるのか、コミュニティそのもの

あるいはそれに換わるものとしてみるのかについて、概念上の違いが整理されずに混在されたまま

多くの分野で議論されている。 
 
政府、市場、そして「コミュイティあるいは中間的なセクター」という 3つの社会セクターとい
う構図を用いるとき、それぞれのセクターでの支配的な原理が何かを考えてみたい。ペストフの福

祉三角形が示しているのは、政府は公式で公的で非営利の、法的合理性が支配するセクターであり、

市場は私的で公式で営利の経済的合理性が支配的なセクターであり、コミュニティは私的で非公式

で非営利の感性（価値観）が優先されるセクターである。ウェーバー [1922:39]は、社会における
組織を検討する際に、まず人の社会的行為を（1）目的合理的行為（2）価値合理的行為（3）感情
的行為（4）伝統的行為の４つに分類している。この分類をペストフの福祉三角形における 3 つの
セクターに適用して考えると、国家と市場はどちらもそれぞれ法的秩序の維持と富の蓄積という目

的に対する、目的合理的行為を支える社会セクターであると考えられる。そうであるとすれば、コ

ミュニティは残りの価値合理的行為、感情的行為、伝統的行為というウェーバーが提示する 4つの
社会的行為の内の３つを一手に引き受けている社会セクターだということになる。この時点で､コ

ミュニティに対する定義が、決して単純な定義により明確にはならないことが暗示されている。 
社会において国家が支える法による秩序維持という、目的合理的行為のみが重視されてしまうと、

そこにはウェーバーが心配した官僚制組織が支配する社会が予見される。オーウェル[Orwell, 
1949]が描いた、姿が見えない指導者ビッグブラザーに支配される小説『1984』の世界である。 
市場が支える富の蓄積という目的合理的行為のみが重視されれば、現在問題になっている市場至

上主義（市場原理主義）によるグローバリゼーションの世界、ギデンズが指摘した「グローバルな

略奪」(pp.65参照)が目の前にひろがる。 
したがって、コミュニティは、『1984』にも「グローバルな略奪」にも対抗するセクターとして
想定されることになる。しかしこのような定義は、コミュニティが国家でも市場でもないというこ

とを言っているだけで、コミュニティに対する積極的な定義にはなっていない。 
 
失われたコミュニティとして思い浮かぶイメージを描いた代表的な著述として、ホイジンガの

『中世の秋』が挙げられる [ホイジンガ, 1919]。彼が哀愁と共に描いた 14−15世紀の北フランスの
生活、あるいは渡辺京二[1998]が江戸期に日本を訪れた異邦人の紀行録を丹念に確認して『逝きし
世の面影』で描いた日本の穏やかな庶民社会があげられる。彼らが描いた中世社会のコミュニティ

においては、コミュニティの生活領域に国家権力が介入してくることは稀であり、当時の国家(王
権)は、戦争のような緊急時を除けば、一般民衆の日常生活領域に立ち入って規制をするような意
志も能力も持たなかったとされる。そして、市場もまた数ある経済的手段の一つでしかなかった。 
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コミュニティに対する積極的な定義をおこなった社会学の古典としては、テンニエス[1887]の
『ゲマインシャフトとゲゼルシャフト（共同社会と利益社会）』とマッキーヴァーの『コミュニテ

ィ(Community, A sociological study)』 [MacIver, 1920]が挙げられる。テンニエスの定義したゲマ
インシャフトは「血のゲマインシャフト」「場所のゲマインシャフト」「精神のゲマインシャフト」

の 3つの要素により構成されるとしている。テンニエスのゲマインシャフトとゲゼルシャフトの英
訳は”Community and Civil Society”であり、ゲマインシャフト＝コミュニティとして訳されてい
る。一方、マッキーヴァーの定義するコミュニティは、必ずしもテンニエスの述べたゲマインシャ

フトと同じではない。マッキーヴァーもコミュニティの精神的つながりを強調しているが、もっと

広い意味で用い、かつアソシエーションとの間で相互に変化するものとして動態的にとらえている。

マッキーヴァーは国家、アソシエーション、コミュニティについて論じているが、国家はアソシエ

ーションの特殊な形態とする一方で、コミュニティの最も完全な類型だともしており、社会は複数

のコミュニティとアソシエーションが対立関係にあるのではなく、相互に入れ子状態になっている

との認識である。 
一方、日本語としてのコミュニティは「企業コミュニティ」という使われ方が示すように、マッ

キーヴァーの概念ではアソシエーションの代表である企業組織と、その対立的な概念であるコミュ

ニティが合体されて用いられてしまうほど、その意味は混乱したかたちで用いられている。メディ

アや行政文書で頻繁に用いられる地域コミュニティという表現も、テンニエスやマッキーヴァーが

定義したコミュニティの条件の、一部のみしか満たしていない使われ方である。 
また、今回本稿で事例研究の対象として取り上げた FCUMは、イギリス法ではコミュニティ組
合( “Community Benefit Society”に対する塚本等[2008:45]の訳語)と呼ばれており、この場合のコ
ミュニティは法人格を示す固有名詞の一部として使われている。この非営利法人格は融資を受ける

ことや､出資金を募ることが出来るほか、登録チャリティの資格を得て補助金を受け取ることもで

きる。組合ではあるが、活動は組合員の利益ではなく、コミュニティの利益を目的とすることが求

められている。そして FCUMは自らをコミュニティスポーツクラブと称し、コミュニティ事業と
いう呼称で数々の（地域）社会貢献活動をおこなっており、この場合のコミュニティは「地域」と

いう意味合いがかなり強いが、FCUM 自体はその理念で、コミュニティを地域限定ではないとし

ている。 
 
以上の様な理解をした上で、本稿ではコミュニティという用語を学術的な定義に基づく用語では

なく一般名詞として使用する。ペストフが用いたコミュニティや、FCUM が用いているコミュニ

ティを、敢えて定義を統一せずに参照文献や活動にあわせてそのまま用い、テンニエスやマッキー

ヴァーの定義に基づく、より厳密な意味を持たせる場合には､都度それを明記することとする。 
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(2)-4 ネットワーク論 
 
スポーツの持つ力が、何故効果的に発揮されうるのかを考察するに当たり、ネットワーク理論を

参照することが有効だと考える。社会的関係性における弱い紐帯(Weak Tie)という概念の重要性を
提起したグラノヴェター [2006: 123]は、現代社会学理論の弱点を以下のように指摘して、強い紐
帯よりも弱い紐帯の持つ凝集力の重要性を強調している。 
 

現代社会学理論の根本的な弱点は、ミクロレベルの相互作用がマクロレベルのパターンにしっかり

と関連づけられていないことにある。 

 
増田 [2007: 189-210] は、ネットワークにおいて弱い紐帯が重要な役割を果たすには、ネットワ
ークにおける何らかの中心性を持つことが必要だと指摘する。中心性は一つではなく、主な中心性

としては次数中心性､近接中心性、媒介中心性、ランダム・ウォーク中心性があるとしてそれぞれ

の概念を紹介している。これらはそれぞれ異なる特徴を持っているが、いずれの場合でもその中心

に位置する人・組織は、社会における重要なネットワーク上のハブとして機能し、人々を効果的に

結びつける役割を果たすことを示している。 
ボーガム[2016]はネットワーク論を貧困問題の理解に適用し、どのような紐帯が貧困の回避によ
りよく貢献しているかを分析し、弱い紐帯のひとつである「選択的参加の紐帯」と呼ぶ全く強制性

のない紐帯の重要性を述べ、その様な紐帯のひとつの例としてスポーツを挙げている。参加するか

しないかの決定権が各個人に属しており、しかも個人にとって唯一の選択肢では無いような弱い紐

帯が、貧困の回避に重要な役割を持つ。このようなネットワーク理論による関係性の把握へのアプ

ローチは、スポーツ、あるいはスポーツクラブを通じて成立する人間関係が、大きな社会的な影響

を及ぼし、特にコミュニティの組織化や社会的包摂（Social Inclusion）にどのように影響を与える
のかを分析する際の視点を提供すると考える。サードセクター論においても、インフラストラクチ

ャー組織[藤井等、2013:133-134]という中間組織の概念が提起されており、これはネットワーク論
におけるハブ理論によりうまく解釈できる可能性がある。 

 
(3)  スポーツ 

 
本項では、本章第 1節では取りあげなかった、スポーツに関連した多様な側面についての先行研究
について、本稿の文脈と絡めながらその検討を行う。 

 
(3)-1 遊びと近代スポーツ 

 
スポーツ組織を語る前提として、まずは近代スポーツそのものが持つ人間活動としての意味につ
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いての理解を整理しておく必要があるだろう。スポーツと呼ばれるようになった人間の身体活動は、

人間の基本的な活動のひとつである「遊び」が起源だとされている。この「遊び」とスポーツに関

する先行研究の検討を通じて、本稿におけるスポーツの持つ本質に対する基本的な理解、立場を確

認する。 
 
遊びが人間の重要な行為のひとつであることは、社会学の黎明期から指摘されていた。社会学に

おいて重要なのは考察対象そのものではなく、対象に対する接近方法であり、社会化の形式を抽象

することであると主張したジンメル [1917: 71]は、彼の社会学の考え方の要点をまとめた『社会学
の根本問題』にて以下のように述べ、遊戯つまり遊びがひとつの社会的な行動形式であるとの見解

を示している。 

 
生命における現実の力、必要、衝動などは、生命の目的に適った人間行動の形式を生み出すが、

やがてこれらの形式は､遊戯の内で、いや、遊戯として、独立の内容や刺激になる。則ち、狩猟、

謀略、心身の力の試練、競争、運とか人間の左右し難い力の加護への期待。今、これらは全て単

なる生命の流れから解き放たれ､本来は生真面目なところのある生命の実質という荷を下ろし、そ

して、それによって生命が自らを試し､自らを純粋に示すような対象を − 自ら決定したものとし

て − 選択し、あるいは創造する。これによって、遊戯は、その面白さを得るが、同時に、単なる

冗談とは違うシンボリックな意味をも得る。芸術と遊戯とが類似する根拠はこの点にある。 

 

歴史家として、ヨーロッパ中世社会の実相を掘り起こしたオランダ人のホイジンガ[1938: 27]は、
『ホモ･ルーデンス（遊ぶ人）』で「遊び」そのものに焦点を当て、遊びが重要な人間活動の一つで

あることを述べた。彼は遊びの文化上の位置づけを多言語（英語、中国語、古代インド語、アメリ

カ・インディアン語、セム語等々）を通じて確認し、遊びの特徴をとして以下の 10 項目を挙げて
いる。 

 
1.   自由であること	
 

2.   仮構の世界、虚構であることとそれを自覚していること	
 

3.   空間的・時間的限定性	
 

4.   繰り返されるということ	
 

5.   秩序を創造する（美的要素、リズムと調和）	
 

6.   緊張の要素を持つ	
 

7.   秘密主義（仲間内）	
 

8.   真面目である	
 

9.   競技性	
 

10.   訓練が不可欠	
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彼は当時既に広く普及し始めていた近代スポーツにも言及している。スポーツは社会的機能とし

て社会生活の中での重要性を徐々に拡大し、より多くの分野をその支配圏に引き入れてきた。そし

てスポーツが社会における遊びの形式の喪失を補ったとしながらも、スポーツにおいて祭祀と遊び

との結びつき(聖性)は失われたと指摘する。19世紀以降のスポーツは、競技性が中心となったこと
で遊びを失い、頽廃した遊びになってしまっていると批判した[ibid.,1938: 322, 324]。 

 
ドイツにおいて、20 世紀初頭から後半にかかるまでのほとんどのスポーツ施策と関わり、ドイ
ツにおける体育・スポーツの代表的なイデオローグとされる[釜崎、2008]カール・ディームは、そ
の主著『スポーツの本質・その教え』にて、「近代スポーツは､広汎な遊戯の世界から生まれた一つ

の現象形態である」[ディーム、1949:17]と述べている。「遊戯には高度の自由がひそんでいる」
[ibid.,:23]と指摘し、スポーツの中に自由の余地が残らず、全てが義務化したとすれば、それはスポ
ーツにとって自己矛盾だとする。ディームはスポーツを遊戯の一つの形式だとして捉え、遊びがス

ポーツであるための表徴として 5つの条件を提示している。これらは何れもお互いに対立する要素
の緊張関係であり、この緊張関係こそがスポーツの本質だとしている[ibid.,:29-31]。 

 
1.   遊戯が計画的に生真面目におこなわれること。遊びと真面目の緊張関係。 

2.   スポーツをおこなうための技術と自然への復帰を求めるロマンティックとの緊張関係 

3.   自由と強制の緊張関係 

4.   遊びごとと厳粛さの緊張関係 

5.   国内的なものと国際的なものの緊張関係 

 

フランスの社会学者カイヨワ[1958: 44]も、その著書『遊びと人間』で遊びについての考察をお
こない、ホイジンガの考察を踏まえた上で遊びについての自説を展開した。カイヨワはホイジンガ

の遊びの定義を以下のように再定義する。 
 

1.   自由な活動であること。強制されないこと。	
 

2.   隔離された活動。空間と時間が決められていること。	
 

3.   未確定の活動。先に結果がわからないこと。	
 

4.   非生産的活動。勝負後は全てリセットされて元に戻る。	
 

5.   規則のある活動。他の通常法規は停止される。	
 

6.   虚構の活動。明白な非現実であること。	
 

	
 	
  
カイヨワはホイジンガの定義をほぼ踏襲し再構成しながらも、3. 結果がわからないこと 5. 他の
通常法規は停止される、という質的に異なる 2点を新たに加えている。特に 5. の遊びにおいて他
の通常法規は停止され適用されないということは、法理論的に「遊び」､そして遊びを基礎とする
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「スポーツ」は「宗教」と同じ国家法の適用外となり得るとの、スポーツ法学における主張の本質

的な根拠をしめしているといえる。 
既に参照した、法学者で日本スポーツ法学会の初代会長を務めた千葉[1994]は、現代における国
家法を基礎にする法体系においても、スポーツと宗教だけには一定の固有法が認められるという認

識を示している。千葉によれば人間の行為の中で、固有法を持つ、つまり国家法の網目を免れるこ

とができるのは、宗教とスポーツだけであり、このことは宗教組織とスポーツ組織は国家との関係

性において共通する要素を持つことを示唆している。 
カイヨワはさらに遊びの形を２つの共通点と 4つの性質により分類することを提案しており、こ
の分類を整理すると“表	
 I-2-1”のように表現される。 

 
表 I-2-1	
 カイヨワによる遊びの概念と要素の分類   
パイディア（Paidia ギリシャ語:遊戯）	
 ：	
 喧噪 

アゴン 

（Agon:ギリシャ語: 

試合、競技） 

:競争 

アレア 

（Alea:ラテン語: 

さいころ、賭け） 

：偶然 

ミミクリ 

(Mimicry 英語: 

真似、模倣) 

:模擬 

イリンクス 

(Ilinxギリシャ語: 

渦巻き) 

:眩暈 

ルドゥス（Ludus：ラテン語：	
 討議、試合）：	
 規則 注 

   出典 [北村, 2013] が作成した表を転記 

注：ホイジンガは ludusが学校を意味したとしている。[1938：66 ] 

 
カイヨワは全ての遊びに共通する原理として先ずパイディア(Paidia)とルドゥス(Ludus)という
概念を提示する。パイディアは全ての遊びを支配する原理であり、気晴らし、喧噪、即興、無邪気

の発散といった遊びの本能の自発的な現れを意味している。これに対してルドゥスはパイディアの

無秩序を馴致し、恣意的、強制的に参加者を一定の規則に従わせる力を示し、これにより参加者は

この規則に従うことによる困難や課題を解決する楽しみとしての遊びを見いだす。つまり無償の困

難を求める嗜好である。ルドゥスにより､遊びには努力、忍耐、技、器用さといったものが求めら

れることが説明できるようになる。つまり、パイディアとルドゥスは一対となって全ての遊びに共

通する原理として理解される。 
その上で、カイヨワは遊びに含まれる要素（魅力と言い換えてもいいと思われる）を 4つにまと
め、それはアゴン(Agon)、アレア(Alea)、ミミクリ(Mimicry)、イリンクス(Ilinx)の 4つであるとす
る。これらの要素は必ずしも全ての遊びに同時に同じ割合で含まれるとは限らないが、これらの要

素が単独であるいは組み合わさって個々の遊びを構成する。 
	
 アゴンは競争という訳語が与えられている。競争という形を取る一群の遊びは、人為的に一定の

規則の下で参加者の平等が保証され、素質、技量、筋力、知力、勤勉、忍耐，器用、資格、専門的

能力、訓練といった選択された要素において競い合う。これらの限界が万人に平等に課せられてい
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ることで，勝利者の優越が保証される。アゴンの実践は個人の不断の注意、適切な訓練、たゆまぬ

努力、そして勝利への意志を前提とし、参加する個人はその結果責任を引き受けることが求められ

る。 
	
 アレアは偶然という訳語が与えられ、アゴンとは逆に、参加者の力の及ばぬ要因で遊びの結果が

左右されることを示す。この遊びでは、相手に勝つことよりも運命に勝つことの方が重要となる。

勝敗は「運」により決まる。自分以外の一切を頼りにして、意志、努力、勤勉、忍耐、器用、資格

といった個人の要素を放棄し運命に身をゆだねる。賭事などがこの範疇に当てはあまり、人間だけ

にある遊びとされる。 
	
 ミミクリは模擬という訳語が与えられ、自己を他者とすることで世界から脱出する遊びである。

自分が他者になる、あるいは他者であるかのように思わせること自体が楽しみとなる。演劇がその

発展型であり、観客としての遊び、観るスポーツの楽しみもこの範疇に含まれるであろう。 
	
 イリンクスは眩暈と訳され、一時的に知覚の安定を破壊し、明確であるはずの意識をパニック状

態にする遊びであり、一種の麻痺、失神状態、茫然自失に達することが期待される。この時、その

試練を受けるか否かの自由、生命を危険に陥れない為の厳密な限界性、現実からの一時的隔離とい

った条件が必要となる。成人と認められるための多くの伝統的イニシエーション(儀式)で用いられ
る薬物や過剰な肉体的刺激、あるいは酒の伴う無礼講などがこの例といえよう。 

	
 	
  
	
 カイヨワは、遊びについて以上の整理をおこなった上で、文明の諸相を遊びの視点で分析し、さ

らにホイジンガを批判的に継承するとして、ホイジンガは遊びと聖なるものを同一視していたのに

対して、＜聖なる物＞＜世俗＞＜遊戯＞の 3元論を主張して、遊びを聖なるものから独立した次元
として概念化した[カイヨワ,1958: 312]。 一方近代社会については、ホイジンガと同様に聖なるも
のと祭りが恐ろしく退化している，との認識を示して近代文明批判を行う。例えばカイヨワは近代

産業文明がルドゥスの特異な形態として、余暇（hobby）を生み出したと指摘する。中世において
主に農業と手工業からなる生産活動が、全人格的な行為であったのに対し、産業革命により広まっ

た機械的で細分化した流れ作業や分業により、生産活動の全人格性が失われ、カタワになった人格

の代償作業として生まれたのが余暇だとする。つまり、遊びが畸形化したのが余暇だと否定的に捉

えている。 
 
この視点での現代文明批判は、チャップリン [1936]の機械的な分業を揶揄した映画『モダンタ
イムス』をはじめ、現在に至るも形を変えながら綿々とおこなわれている。しかし工場労働、そし

てオフィスでの労働が主要な労働の形態として定着した社会では、人々は組織における分業の中に

も徐々に全人格性を滑り込ませる術を編み出していく。 
エンゲルス[1845]が描いた 1840年前後のマンチェスターを含んだイギリス北部の工業都市労働
者の悲惨な状況には、確かに労働が商品としてしか扱われない過酷な現実が報告されている。しか

し、ほぼ 130年後にウィリス[1977]が、イギリスの労働者階級の子弟たちのライフヒストリーを描
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く中で登場させた、同じイギリス北部の工場労働者である父親の次のような独白は、同じような過

酷な労働の中に、労働者が全人格性を付与していることをありありと表現している。 
 

鋳物工場で働いてんのさ。・・・・落とし鍛造っていうんだけど、知っているかい？知らないだろ

うな。＜中略＞おれはそこで大型の鍛造ハンマーを動かしている。6トン機さ。もう 24年になる

なあ。そりゃすごい騒音だぜ。もう慣れっこになっているがね。それに暑いんだ。あきあきする

ってことはないな。しょっちゅう新しい仕事がまわってくるし、ぶざまな仕事はできないしさ。

仕事はこなしていかなきゃ。重いブツをあつかうんだから職制の連中にはできっこないやね。あ

れだけの材料を持ちあげる力のあるやつは職場にもそう多くはいないよ。週に 80から 90ポンド

ほどかせぐね。ちょっとしたもんだろう、ええ。楽な仕事じゃないからね、それくらいかせいで

当然さ、そりゃあはっきりしてるよ。バリバリ働いてんだからね。工場長がまわってきたら「や

あ」って声をかけてやんのさ。工程管理の責任者もやってくる。そしたら「問題なし」ってやん

のさ。みんなおれの働きぶりを知ってるよ。みんなしておれのことを見てるさ。仕事ぶりをね。

そういうのは嫌いじゃないな。働きがいっていうのか、何かそんなものを感じるね。注目を引く

んだ、仕事ぶりがね。そこそこかせごうとすりゃ、それだけのことはしなきゃならないよ

[ibid:133-134]。 

 
『社会分業論』を著したデﾕルケム[1893]は、社会そのものが分業により成り立っており、分業
を通じた有機的連帯がしだいに優越してくる事を期待し、機械的な分業を無規制的分業あるいは拘

束的分業という、分業の異常形態として区別した。さらに、経営学的組織論によっても、分業化の

デメリットとして情報コストが増大すること、労働者の仕事に対する工夫や努力を引き出すための

モチベーションが発揮され難く、結果的に業務効率・品質の向上に繋がらない点が指摘され、分業

のあり方に対する経営学的試行錯誤がそれぞれの業界、業態で続いている。 
このような分業化に対する理解の見直しや、労働環境の改善と並行して、余暇を楽しむことがよ

り広い階層で認められ、仕事と余暇の関係性の理解も変わりつつある。中でもスポーツは基本的人

権のひとつとまで規定されるようになる等、遊びの畸形化ではなく、社会の変化に合わせて遊びの

再構成がおこなわれたと理解する方が妥当だと考える。ホイジンガとカイヨワの近代スポーツへの

批判は、20世紀半ばまでの時代背景を考慮した上で受けとめるべきであろう。 
	
  
ホイジンガとカイヨワの、遊びとの関係において否定的な側面を指摘する近代スポーツ像に対し、

それを社会制度としての暴力抑制機構として着目し、同時に近代スポーツが「遊び」の継承者でも

あることを主張し、スポーツ社会学の基礎をつくったといわれているのがエリアスである。 
エリアスは、ダニングとの共著である『スポーツと文明化: Quest for Excitement』[1986]におい
て、イギリスでは近代スポーツの発展が議会政治の確立と歩調を合わせて進行しており、これを社

会における暴力の抑制の流れ、という一つの事象として捉えている。エリアスは、人間の歴史にお
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いて「暴力の抑制」それこそが人間社会の発展と文明化が進められてきた背景だとしており、その

為につくられた制度として礼儀を位置づけ、この延長線上に近代スポーツが暴力抑制の仕組みとし

ての機能を持つことを、詳細に論証している[エリアス、1978]。この論点は、マルクスが経済法則
性から社会を捉え、ウェーバーが倫理観から社会を捉えているのに対し、暴力の抑制の仕組みを作

り上げていくことという切り口で、社会発展のダイナミズムを捉えようとした試みだとも理解する

ことができるであろう。エリアスの考え方に基づけば、近代スポーツは遊びとそれに対する自己抑

制の制度化により成り立っており、これはそのまま暴力に対する自己抑制能力の獲得につながると

いうことになる。近代オリンピック創設者のクーベルタンも、スポーツ的享楽が少年の性的早熟を

遅らせ、社会全体の怒りやいら立ちを鎮静化すると考えていたとされる [小石原, 2002: 53]。	
 	
  
 
エリアス&ダニング[1986: 5]は、スポーツが広く受け入れられている社会現象になっていながら
も、社会学においてそれまで中心的課題として取り上げられることが少なかった理由を、社会学が

今まで人種や戦争を研究の対象にしてこなかったことと同じだと指摘し、科学が人間の非合理的で

無意識的な性向には注意を向けてこなかったからだとする。そして、人間の非合理的で無意識な活

動であるところのスポーツが、如何に人間社会の質の変化を現す上で、優れた社会学の研究対象で

あるかを述べている。エリアスは、スポーツを余暇活動（leisure）一般とは異なるとして、その違
いを「生きている人間が直接的あるいは間接的にお互いに戦い合う」ところに求める。「スポーツ

における勝負は、対立する集団間の現実の戦いの意図に酷似しており、感情を刺激し、興奮を喚起

する特に強い傾向がある」と主張する。エリアスの「スポーツには感情の解放及び興奮の喚起と、

感情を制限する為の抑制手段の維持、この両方が具備されている」との指摘は、カイヨワのパイデ

ィアとルドゥスの議論とも重なる。 
 
『スポーツと文明化』では、余暇活動について「余暇は自分自身の楽しい満足感に関して個人的

決断が基本的になされる唯一の公的な領域」[エリアス、ダニング、1986: 132]と定義し、余暇に対
して当時広く社会学で取り上げられていた五つの論点に対し批判的検討を加えている。これを“表	
 

I-2-2”に示した。 
エリアスは、このように余暇についての個別の論点に対して自らの主張を明確にした後、社会学

の対象として近代スポーツの発生を辿る。スポーツの中でもチームスポーツ、より具体的にはイギ

リスのフットボールに焦点を当てて、産業化とスポーツの普及の相関、スポーツ自体の産業化につ

いて触れながら、スポーツにおける集団力学の研究が軍、労働組合、経営者の緊張関係を分析する

ことに役立つことを述べる。また、遊びとしての競技を「興奮」を一つのキーワードとして、緊張

と遅緩という切り口で「観る」と「する」の両方が近代スポーツには包含されていることを示す。

そしてスポーツ観戦もスポーツに参加するひとつの重要な形態であることを認めている。これに対

しては北村[2015]のように、スポーツの持つ社会的意義としては、何よりも「する」ことを重視す
べきだとする考え方もある。 
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表 I-2-2  余暇に関する論点とエリアスの見解 
 論点 エリアスの見解 

１ 余暇は労働の為にある 余暇も労働も同じ人間活動の機能の一つとして見る

べき 

２ 余暇は現実ではない 人生の観察可能な事実として果たしている役割を見

るべき 

３ 余暇による緊張の緩和というときの緊張には

否定的な意味が含まれている 

楽しい緊張という側面を見落としている 

４ 余暇と自由時間は同義ではない 自由時間のスペクトルという概念の提供注９） 

５ 社会学が取り上げる余暇活動がメディアに関

わる余暇に偏っている 

余暇を研究する為の枠組みと理論が必要である 

	
 出典：エリアス[1986]より著者が作成。 

 
スポーツにおいては、暴力の抑制と非暴力という形での闘争の維持を、高度にバランスさせるこ

とが求められ、それに失敗するとゲームは「退屈」なものとなる[エリアス、ダニング、1986: 289]。
この指摘は、カイヨワのいうアゴン・アレア・ミミクリ・イリンクスの 4つの遊びの要素がバラン

ス良く配慮され、暴力に相当するパイディアと暴力の抑制に相当するルドゥスの牽制関係をどの

ように設定するかにより、競技の魅力が決まるという、競技設計の重要な指針を示しているとい

えよう。 
	
 さらに余暇の中でも、チームゲームにおいては複数の相互依存的両極性を持つことが、ゲームの

ダイナミズムという独特な魅力を提供する理由だとして、ディームの緊張関係と類似の概念を両極

性として以下のように列挙している[ibid.,1986: 293]。 

 
1．   二つの対立するチームの全体的な両極性	
 

2．   攻撃と防御の両極性	
 

3．   二つのチームの協調と緊張の両極性	
 

4．   個々のチーム内の協調と競争の両極性	
 

5．   外的規制(監督、仲間、審判、観客等)と自分自身に課する柔軟な抑制の両極性	
 

6．   愛情のこもった一体感と、相手側への敵対意識の両極性	
 

7．   個々の選手による侵略の楽しみと、ゲームのパターンが課する規制の両極性	
 

8．   ルールの柔軟性と固定性の両極性	
 	
 

	
  
そしてこのような両極性の力学が、スポーツの達成した以下の３つの事実の背景にあると説明す

る[ibid.,1986: 324]。 
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1.   楽しい興奮を生み出す主な手段の一つ 

2.   集団的一体感の主な手段の一つ 

3.   生活の中で重要な意味の根源をなす 

	
 	
 	
 	
  
エリアスは、このような様式でおこなわれ、大きな社会的影響力を持つこととなった近代スポー

ツを、従来多くの社会学者が緊張と対立をどちらか一方の側の意図と目的のみによって説明してき

たのに対して、スポーツは集団の力学という側面を現すモデルとして研究すべきだと主張する

[ibid.,1986: 298]。スポーツが秩序維持の機能に関わり、また全ての社会組織を考えるに当たって
のシミュレーターとなり得ることを主張している。 
近代化・産業化・分業化、そしてそれに伴う平等化の過程によって、階級・権威・性・年齢等の

諸関係の伝統的な形態に結び付いていた一体感や社会的地位の基盤は侵食された。一方で、スポー

ツに元来備わっている対抗的な性格が、それらに換わる集団的一体感の中心として、際立った位置

をもたらすことになったとする[ibid.,1986: 324-326]。コミュニティの弱体化に対する、遊びとス
ポーツを切り口とした分析だといえよう。  

 
ホイジンガ等が鳴らした「勝負への真剣さ」により遊びが失われるとの警鐘は、エリアス等にい

わせれば、まさに文明化へのホイッスルであり、「遊びの重要性が社会全体に構造化された形で増

した」[ibid.,1986: 312]との認識になる。人間の根源的な身体性に根を持つ遊びと、その遊びから
育った近代スポーツが、合理性が支配的な価値となっている現代において、人々が人間の本性とし

て持つ非合理性を解放する場のひとつとなっている。スポーツがこのように重要な社会心理学的な

意味を持つことは、以上の分析により整合性を持って説明されていると考える。さらにそこではチ

ームスポーツという組織化された集団行動が、人間組織・集団そのものを表象する存在として認識

されている。 
 
このような遊びからスポーツへの流れを踏まえた上で、スポーツ社会学者の佐伯[2006]は現代ス
ポーツがどのように変容し続けているかを、強い危機感とともに考察している。美学者としてスポ

ーツに対する論評をおこなっている多木[1986][1995]も、エリアスの主張を踏まえながらも、スポ
ーツそのものが常に社会に差異を創り出す仕組みとして、資本主義社会のモデルとしての政治的役

割をはたしていると指摘している。 
なお、スポーツそのものの特徴については、これまで述べた分析の大前提として身体性があり、

これは音楽、芸術等とも共通する。この身体性から導き出される本質的な特徴として、言語規制性

が低い点にも注目すべきであろう。ナショナリズムを必要とした近代国家が「国語」の創出と並行

して成立したことは、アンダーソン[2005]がヨーロッパにおける国家とナショナリズムの成立を通
じて検証しているが、アジアにおいても村田 [2005]の現代中国語成立に至る過程の分析や、安田
[2003]の現代日本語の成立過程に関する論考がある。これに対して、スポーツは言語を使わずにあ
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る程度の意思疎通を図れるという点で、音楽や絵画といった芸術との共通点を持ち、近代国家がそ

の重要なアイデンティティのひとつとしている、言語ナショナリズムを超える要素を持つ可能性を

指摘しておきたい。また日本近代遊戯の研究者である増川[2014]は、日本における遊びの系譜に対
して、ホイジンガ、カイヨワの遊びに関する研究成果を踏まえた上で、日本の近代遊戯に対して網

羅的な研究をおこない、それを思想史としてまとめ上げている。増川は遊びの本質には反権力（権

力をも遊びの対象として相対化してしまう）という要素があることを指摘している。 
 
以上、遊び、そして遊びとスポーツに関する先行研究の整理をおこなってきた。本稿におけるス

ポーツ組織についての考察においては、遊びから近代スポーツがうまれ、現代に至っても遊びはス

ポーツにおける本質的な要素として含まれていることを、基本的な認識とする。近代スポーツの姿

は未だに変容し続けているが、そこには常に遊びという非合理性が含まれていることを忘れてはな

らないであろう。そして、スポーツが持つ両極性の議論は、スポーツにおいてはバランスをとるこ

とこそが、本質的で重要な要素で有り、何らかの特定の方向性に向かい続ける活動ではないことを

示唆している。従って、スポーツを行う組織について焦点をあてていたとしても、その組織がスポ

ーツ事業活動に取り組んでいる限り、遊びや非合理性をその組織の本質に内在させている、との視

点を持ち続けることが重要だと考える。そして、その非合理性と合理性のバランスをとる選択にお

いて、独自の美意識、価値観を持つ事が必要となり、独自のアイデンティティが生み出されていく

のではないだろうか。 
 

(3)-2 プロフェッショナリズムとアマチュアリズム 
 

近代スポーツにおいて、プロフェッショナリズムとアマチュアリズムは、その初期から大きな論

点となってきた。スポーツ組織について検討するときにも、プロフェッショナル・スポーツは市場、

興業と結びつく営利活動とされ､企業組織により行われ、他の産業と同じように課税されるべき事

業活動とされている。一方でアマチュア・スポーツは非営利活動とされ、行政や非営利法人により

運営され、あるいは支援されるべき活動とみなされる。このような区分けは、当初アマチュアリズ

ムの理念を墨守していた、現代オリンピックへのプロフェッショナルの参加が解禁され、プロフェ

ッショナルとアマチュアが同じ大会で競い合う競技も少なくなくなった現在でも色濃く残ってい

る。 
アマチュアリズムが必ずしもスポーツにとって本質的な属性ではなく、近代スポーツ発祥地であ

るイギリスにおける中流階級と労働者階級のヘゲモニー争いの中で、中流階級によって主張された

後付けの理念であることを、ダニング&シェアード[Dunning, Shard, 1979]が明らかにし、多くの
社会学者に支持されている。古くはギリシャの古代オリンピックにおいても、競技参加者にとって

彼らを支援してくれるパトロン（貴族、政治家、聖職者、その他経済的に豊かな人々）の存在が必

須であり、また常態化していたことが最近の研究で明らかになっている[ペロテット、2004: 
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25,67,70,72]。  
スポーツという非生産的な社会的行為を行う為には､当然その活動を支える経済的な支援が必要

とされる。近代スポーツ成立後、アマチュアリズムが礼賛されていた時期においても、全ての経済

的支援を否定していたわけではない。否定していたのは市場を通じた経済だけであり、当時も互酬

と再分配は喜んで受け入れていた。スポーツ社会学者の西山も、アマチュアリズムとは歴史上一度

たりとも完成されなかったお題目にすぎないとしている。[西山、2006 : 13] 
 
一般大衆が市場を通じた購買活動（端的にはチケットの購入）という形で、スポーツに対して資

金を提供するようになったのは、近代スポーツ成立以降である。これにより、従来は経済的に豊か

な人々に限られていた、スポーツに対するパトロン機能の大衆化が可能となった。近代スポーツと

メディアの発達が同期することで生み出された、大衆が観て楽しむスポーツは、スポーツに対して

大衆からの恒常的な資金の流れを生み、愛好者の競技のためのアソシエーションから始まったスポ

ーツ組織を、その資金を蓄積する受け皿へと変化させていった。 
既に参照したスポーツ社会学者のロイ[Loy,1993]の指摘する「スポーツにおいて行政と財源が重
要な要素になったことによるスポーツの制度化」は、この現象を指しているといえよう。これによ

り、パトロンに付随していた機能としての資金の提供、何をスポーツの価値とするかの判断、そし

てスポーツから得られる名誉の認定が、より広汎な大衆に支えられ、共有されるようになった。こ

のことは同時にアマチュアリズムの意味の変化も生み、スポーツ実践が一部のエリートアスリート

のものではなく、大衆による自立的なスポーツ活動（遊び）普及へとつながっていった。筆者はこ

の点について、現代においてプロフェッショナルの意味はスポーツ競技を通じて自らの身体性を極

めることへの挑戦であり、アマチュアリズムは自らがスポーツを楽しむことへと、その意味は変化

していることを別稿にてしめしている [張, 2015]。	
  
 
以上の様にプロフェッショナルを中心とした、観るスポーツが引き寄せた資金と、それを蓄積し

再投資することができるスポーツ組織の存在が核となって、スポーツ産業が生み出されることとな

った。組織論において参照した大塚[1969]が指摘した株式会社の制度化により、市場経済の発展プ
ロセスが開始されたとする指摘との類似性を、ここで指摘しておきたい。 
 
(3)-3スポーツ産業 

 
法人格を持つスポーツ組織が、プロフェッショナル競技を通じて資金を蓄積し、そして再投資す

ることが可能になったことで、スポーツが市場経済におけるビジネスとしても成立するようになっ

た。スポーツ組織が成立後約1世紀経った現在、スポーツはひとつの産業としてみなされるように

なり、スポーツ産業を切り口とした研究は近来増加している。この分野の研究は、主に経営論・産

業論の枠組みを用いたアプローチがおこなわれている。	
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プロフェッショナル・スポーツの産業としての経済的成功については、ボルグ&ガジュート 
[Bourg, Gouguet, 2007]が政治経済学の視点から網羅的に整理している。プロリーグ組織のビジネ
スモデルとしての北米モデルとヨーロッパモデルの違い、及びリーグ組織と IOCや IFやクラブと
いった他のスポーツ組織との経済的利権をめぐる確執を、政府、企業、メディア、基本的人権とい

ったスポーツ活動の外部環境をふまえながら、総合的かつ詳細に分析しており、本稿では多くの論

点で参照している。シマンスキー [2006]が、フットボールと野球のふたつの競技に焦点を合わせ、
そのビジネスモデルを定量的に比較して、同じプロフェショナルスポーツでも、スポーツビジネス

組織構造が違うことを指摘している。さらにクーパーとの共著 [Kuper, Szymanski, 2009]で、プ
ロフットボールリーグの組織モデル、個別クラブの経済力とリーグとしての魅力及びチームの勝敗

について、その相関関係の有無を、統計的なアプローチにより検討した。伊多波[2011]も、スポー
ツの産業としての側面とそれに関する政策課題を網羅的に解析している。 
ポーター[Porter, 2014] は、スポーツウェアやギアといったスポーツ関連産業の発展に貢献した
起業家の歩みを紹介し、企業組織とスポーツ組織が共存共栄してきた密接な歴史的関係を明らかに

している。同様にスミット [2005]は、アディダスやプーマという代表的なスポーツ用具メーカー
と、IOCおよびFIFAとの密接な歴史的関係をまとめている。スターン [Steen, 2013] は、フット
ボール発展の歴史を、産業制度発展史の視点で分析している。競技連盟の発展とスポーツ関連企業

の発展は深く結びついていたことが、これらの研究から確認される。このような、スポーツと関連

産業とが手を携えてスポーツの事業化を進めたことが、筆者 [張、2014] の指摘している、複数の
個別スポーツ組織の経済規模が、既に小規模国家のGDPやグローバル企業の経済規模と肩を並べ
ている、という事実に繋がっていったと考えられる。 
ウォルター&テイコン[Walters, Tacon, 2010]は、スポーツ組織を企業の亜種として、企業におけ
るCSR論を導入し、スポーツ組織もCSR活動を通じて公益性を獲得するという主張をしている。 
日本に新たなプロフェッショナル・スポーツモデルを打ち立てた J リーグに関する、広瀬 
[2004,2005,2009]の一連の著作では、成功するためのリーグとクラブ組織経営のあり方が議論され
ている。これらの議論は、いずれも現有プロフェッショナル・スポーツ組織の、より良い経営を目

指すという視点での研究である。 
本稿は、ヨーロッパ評議会及びユネスコによる宣言を前提とし、スポーツ活動そのものに公益性

があるという立場であり、企業の CSR による公益性の確保と、スポーツ組織の公益性は、質の異
なる問題だとの立場に立つ。 
 
プロフェッショナル・スポーツの誕生、プロフェッショナル・スポーツ組織の存在と、スポーツ

産業の成立は表裏一体の関係にある。観るスポーツ(Spectator Sport)におけるチケット収入から始
まったスポーツビジネスが、飲食、スポーツ用具、スポーツ設備建設、スポーツ施設運営、広告媒

体、放映権、教育と普及、健康増進、レジャー、イベント開催とビジネスの幅を拡げ、大きな資金
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が流れ込んで、ひとつの産業として注目されるに至ったのは、メディアの放映権が重要な役割を果

たし始めた 1980年代後半以降と考えて良いだろう。しかしながら、20年以上経過した今日でも、
いまだに経済統計においてスポーツ産業という分類は存在しておらず、スポーツ産業についての統

一された定義や全体像に基づく研究も成り立っていない。ボルグ&ガジュート[ibid., 2010: 36-59] 
は、各種の産業規模推定方法を比較したうえで、スポーツ産業規模推定の困難さを述べ、どのよう

な数字が現実を正しく反映しているかをいうことはできないとしている。投資会社が出したスポー

ツ産業の規模は 100 兆円注１０）を超えているという数字があるが、これにはその根拠とする事業活
動の範囲が他産業との統計値と重複している問題があり、あくまでレベル感（無視できない程度に

大きい）把握の為の概数、一つの試算として理解すべき数字であろう。これらの研究は、何れも現

代社会においてスポーツが無視できない存在となっていることを、産業の側面から明らかにしてい

るととらえられる。 
 
ボルグ&ガジュート[ibid.,2010:158-187]は、産業規模だけでなく、産業としての特徴についての
検討も行っている。スポーツ産業の中心であるクラブチームビジネスを、サービス業のひとつと規

定した上で、スポーツ産業には他のサービス産業にはない以下のような特徴的な要素があると指摘

している。 

 
l   自由競争の制限	
 

l   市場占有率向上と収益拡大が一致しない	
 

l   競技における勝敗という要素の不可知性から来る投資判断の難しさ	
 

l   サービスの質（勝敗）とビジネス的成功は必ずしも一致しない	
 

l   強力な競合相手の存在が不可欠である	
 

 
これらの特徴を、ボルグ等は競争平衡(Competitive Balance)と呼んでいる。ここで挙げられた自
由競争の制限や、常に競合相手を必要とするといった特徴は、自由市場の原則の否定であり、産業

的特徴というよりは、市場でおこなわれる事業活動に基づく「産業」とは、異なる原理に基づいて

いると理解すべきではないだろうか。 
このことは、その産業で働く労働者という視点からも指摘できる。ボルグ&ガジュート

[ibid.,2010:124-157] は、労働者としての特殊性についても、育成・移籍・代理人の存在の 3つを
「スポーツ労働者」だけが持つ属性としてあげている。この点については、他産業においても多か

れ少なかれ後継者の育成、人材の移籍、ヘッドハンターとしての代理人の存在がみられるようにな

っており、スポーツ労働者のみが持つ特性とはいいがたい。しかしながら、これらの要素が相対的

に重要だという点や、スポーツにおける移籍や代理人の存在が、他産業における企業間の人材の移

籍やヘッドハンタービジネスの発展において、モデルの役割を果たしていることは認められると考

える。このように、ボルグ&ガジュートは、スポーツをサービス産業のひとつとして、分析の枠組
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みを設定している。スポーツが商品であり市場を通じてこれが売買されていて、これを購入してい

るスポーツ愛好者は消費者であり、アスリートが生産者あるいは労働者である、という理解を前提

としてスポーツを経済セクターのひとつとして位置づけている[ibid.,2010:231]。 
しかしながら、彼らが導きだしたスポーツの産業としての特徴は、そのサービスの内容もサービ

スを提供する労働者も、明らかに他のサービス業とは質的に異なる属性を持っていることを図らず

も明らかにしていると考える。 
しかも、スポーツ産業の対象にはプロフェッショナル・スポーツだけではなく、本来市場性が低

いはずのアマチュア・スポーツを含めたスポーツ活動全般が含まれている。スポーツに参加する側

から見た場合に、プロフェッショナルとアマチュアは混然一体となって活動を行っており、その経

済活動の側面でも明確に区分することは難しい。従って、同じスポーツに関わるビジネス的側面の

研究ではあっても、産業という枠組みに収まらない例も少なくない。 
 
石原 [2010]は、グローバリゼーションの進展に伴い外国でプレーするプロフェッショナル・プ

レーヤーの中には、「労働の対価を得る者」の枠組みでは収まらない例が出ていると指摘する。リ

ーヴァ[1996]の、ブラジル社会におけるフットボールを中心としたスポーツの、社会経済における
積極的な役割についての詳細な報告と、南米におけるスポーツクラブの成立と普及の歴史について

の整理は、スポーツ産業論としての先行研究としても高い参照価値を持つが、同時に産業の枠内で

は収まらない現象も含まれている。坂本 [2006]は、ガーナにおけるアマチュア・スポーツ活動の
場と生活の場のつながりを紹介し、スポーツを通じて形成される組織の機能・役割が、スポーツ活

動から就業、起業、食物の総合提供、地域への包摂へと繋がっていく例を示し、スポーツをスポー

ツが実践されている場のみで捉えるのではなく、生活の場の中で生活保障システムとして機能して

いる事を見るべきだと指摘している。本章第 1節第(5)項で既に取り上げた、岡田[2014]のホームレ
スのフットボールワールドカップ等の実例は、スポーツ活動が貧困克服、教育、社会復帰の面で大

きな役割を果たしていることの、スポーツを通じた社会開発についての現場からの報告である。井

上 [2009] は、プロ野球や企業スポーツを含めたトップアスリートが、その競技を引退した後のセ
カンドキャリアにおいても、社会的な活躍をする資質を備えていると主張し、地域に根ざした活動

をおこなうことで、地域社会の再生に貢献できると期待を寄せている。これらのスポーツと地域・

社会との関わりは、産業という枠組みだけでとらえることは不十分であろう。 
 
産業のインフラとしてのスポーツ施設のあり方についても、多くの考察がおこなわれている。西

崎[2008]は、公共施設として取り扱われてきた日本のスポーツ施設が、スポーツのビジネス化に伴
い経営資源として認識され始めたのに対し、されにこれを地域共有資産として位置づけることが重

要だとしている。西崎はイギリスにおけるプロサッカースタジアムの所有と管理の形態を調査し、

クラブと地域コミュニティを結びつける機能を、スタジアムに見いだしている。 
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このように広い範囲にわたるスポーツ事業活動をひとつの産業（市場経済活動）としてとらえよ

うとすると、多くとらえきれない事例が生じる。スポーツをその経済規模から産業として捉えて分

析することに一定の妥当性はあるとしても、プロとアマを含めた多様なスポーツ組織を、全て企業

組織とみなし、その活動全体を「産業」としてのみ語ることは、なによりもスポーツ活動の起源で

ある「遊び」の持つ社会的意味を見落とすことになる。 
 
本稿でおこなおうとしている論考は、スポーツを特徴ある経済セクターとしてのみとらえるので

はなく、スポーツ活動には財の売買や富の拡大（市場原理）とは異なる価値が内包されているとの

前提に立つ。宗教活動を宗教産業（宗教イベント、宗教グッズ販売、墓地販売等の活動）としての

み捉えた場合に、こぼれ落ちてしまう内実があるのと同じように、スポーツにも｢産業｣としてだけ

捉えるとこぼれ落ちるものがある。スポーツを、農業、工業、金融業あるいはサービス業と同じ地

平で論じただけでは不十分である。本稿はそのこぼれ落ちてしまうものが何を意味し、社会全体で

どのような役割を果たしているのかについて考えるための、第一歩だと位置づけている。 
 
(3)-4 スポーツと政治 

スポーツが人々の熱狂や連帯を生み出す強い影響力を有していることは、今では誰もが認めてい

る事実であろう。政治がスポーツを自らのイデオロギー的主張を強化するために利用してきた歴史

が存在する。従って、スポーツと政治のかかわりについては数多くの先行研究がある。スポーツは

すべての政治的な立場から中立であるとの主張もあるが、その理念的立場とは別に、社会的存在と

しての「スポーツ組織」を議論するにあたっては、政治との関係性は避けて通ることのできないテ

ーマの一つだと考える。 
 
最もわかりやすい例が、1936 年におこなわれたベルリンオリンピックがナチズムに利用された
という言説である。ラージ[2007]は、ナチがどのようにしてベルリンオリンピックをその政治的目
的のために利用したかについて、詳細な検証をしている。スポーツの祭典がナチズム賛美に繋がっ

たという点だけではなく、聖火リレーや盛大な開会式等、現在も続けられているオリンピックの伝

統様式のいくつかは、ベルリンでナチにより新たに創造されたものであったことも明らかにされて

いる。リーフェンシュタール[1938]が監督をした同大会の記録映画も、その芸術表現としての先進
性は広く認められながらも、ナチズムとの関係性を批判する声は消えていない。 ベルリンオリン
ピックに関しては、朝鮮民族でありながら日本人選手として戦ったマラソンの金メダリスト、孫基

禎の例も政治利用のひとつとして挙げておくべきであろう[蒲田, 1984]。また、ベルリンオリンピ
ックに対して、政治的に対抗した人民スポーツ運動も存在していたことを忘れるべきではないであ

ろう [功刀、2002: 200]。オリンピックが政治に翻弄されることは第二次大戦後も続いており、モ
スクワ、ロサンゼルス両大会でのボイコット騒動の記憶もまだ色褪せていない [松瀬, 2008]。 
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オリンピックのようなビッグイベントとは別に、ブルムフィールド [2011]は、2006年から 2010
年までの間にアフリカ 13 カ国の権力者が、スポーツ組織の財源を握ることで、スポーツを自らの
権力強化に思うままに利用した例を報告している。フォア [2006]は、フットボールと政治の捻れ
た関係を、東欧を中心とした 10 カ国の例で示している。スポーツが権力の暴力機構として機能し
てしまった例を挙げながらも、その暴力の原因を全てスポーツに求めることには疑問を呈している。 
リオーダン [1979]は、ソビエト連邦においてマルキシズムがスポーツ組織に適用された状況を
記録している。パークス [Parks, 2013]は、冷戦期の IOCの多くの理念・施策が、スポーツそのも
のの理念よりも、ソ連への対抗意識に基づき決められていたことを指摘している。リーヴァ [1996] 
はブラジルにおけるフットボールシーンを取り上げて、フットボールがブラジルにおいて社会統合

に大きな役割を果たす文化シンボルであることをのべる。そしてフットボールのようなチームスポ

ーツが高い象徴性を持つ点を、そして分化と統合の両方の側面を持つ事を、政治との関わりが強く

生じる理由として挙げている。エリアスの行った両極性の議論の具体例を提示しているともいえよ

う。 
坂上 [1998] は、日本への近代スポーツ導入の歴史の流れのなかで、権力とスポーツの関わりの
実例を示し、権力がスポーツを利用した一方で、スポーツ（組織）側も権力にすり寄っていたこと

を示唆している。小林 [2008]と金子 [2012]は、それぞれイギリス労働党と自由党政権下における
スポーツ政策の変遷を辿っている。小林は公的機関による資金援助と、スポーツ組織の自律を「ト

ップアスリートの育成」なのか「地域大衆スポーツの振興」なのかの政策軸と絡めて論じ、金子は

スポーツ政策の裏にある政権の政治的意図を指摘する。森川 [2010]は、日本の体協・JOCが政府・
財界に寄生してきたとして「スポーツ立国論」の危うさを主張している。スポーツがこのような政

治的な立場を表象する強い機能を持つことを、有元 [2003]がカルチャル・スタディーズの観点か
らも指摘している。 
本稿で実例として取り上げる FCUMも、イギリス労働党と保守党の間で揺れ動いたスポーツ政
策の影響を受けている。これらの研究は、スポーツと政治のかかわりの例であるだけではなく、そ

のかかわり方が多様であることを示している。 
既に参照したダニング&シェアード[Dunning, Sheard, 1979]の研究は、イギリスのパブリック・
スクールやラグビー・ユニオンというラグビー競技の発展に大きな影響を与えた組織が、ブルジョ

ア階級により支えられており、このことがラグビーという競技そのものの性格にも反映されている

としている。これもスポーツと政治の関係性が、競技の特性や発展の方向性にまで影響を与えた例

を示す研究のひとつであるといえよう。 
 
スポーツの政治性を巡る議論において、政治の側の主体は常に政治権力者であるのに対して、そ

の権力者と向き合うスポーツ側の主体が誰なのかについては、不思議なことにほとんど触れられて

いない。競技連盟なのか、クラブなのか、プレーヤーなのか、あるいはスポーツを愛する人々なの

か、主語が不明確なまま語られている。このことが、それぞれの論者が自らの思いをスポーツに仮
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託することを容易にし、スポーツを巡る議論が噛み合わずにいる原因の一つだと筆者は考える。本

稿はスポーツ組織のガバナンスのあり方を通じて、その主体を明らかにする試みでもある。 
(3)-5 スポーツとナショナリズムとグローバリゼーション 

 
本章第 1節で、入江がNGOの役割を評価する際にグローバリゼーションに対するNGOの貢献
を指摘し、一方で NGO のひとつとして IOC を語る際には、スポーツが持つナショナリズムを鼓
舞する一面について注意すべきだとコメントしたように、スポーツとグローバリゼーションやナシ

ョナリズムが結び付けられて論じられる例は多い。本項では、グローバリゼーションにかかわる論

説をレビューしながら、その中でスポーツがどのように扱われているかを見ることで、スポーツが

持つ社会性を見ていくこととする。 
 
グローバリゼーションを廻る議論も学際的であり多岐にわたる。本稿では便宜的にこれを大きく

経済・政治・文化の 3 つの切り口で考えることとするが、そのいずれもそれぞれ絡み合っており、
ひとつの切り口だけで扱うことは難しい。 
経済の側面では、企業の経済活動の自由と地球規模での経営資源の最適化が善である、という市

場至上主義に基づく市場のグローバル化が、情報技術革命により加速化され、貨幣の流動性が高ま

り、これが人々の生活全般に大きな影響を与えていることに対し賛否両論の議論がおこなわれてい

る。	
  
政治の側面では、企業の活動が国境を超え、政府の支配力が相対的に弱まり、国民国家制度が賞

味期限を過ぎたとの議論もなされる一方、社会秩序維持に関して国家以外に責任を持てる組織は見

当たらず、国際組織のあり方も含め多様な主張がなされている。前出の国際連合人権委員会のラギ

ーレポート[Ruggie,2011]はこの例のひとつでもある。	
  
さらに文化の側面では、国連が提起した“Global Neighborhood（グローバルな隣人）”に代表さ
れる、人類が共通の運命に面しているとの認識の共有、人口増加、環境悪化、生物多様性の喪失・

言語数の減少といった具体的な問題から、グローバリゼーションが文化の画一化を招き、多様性を

消滅させつつあるとの指摘まで、幅広い議論がなされている。 
これらの議論はグローバリゼーションに対して多くの発言をしているアンソニー・ギデンズの以

下の言葉に集約されるであろう。 
 

Global VillageとGlobal Pillage(略奪) [ギデンズ, 1999: 39] 

（グローバルな村落の実現を夢見るのか、グローバルな略奪が起きていると見るのか） 

 
これを結びつける概念としてロバートソン [1992]は、グローバルとローカルを組み合わせて「グ
ローカル」という概念を、日本の企業活動の観察の中から導き出している。 
トムリンソン [2000]は、グローバリゼーションの文化的側面を中心に議論を整理し、その３つ
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の側面として複合的結合性・脱埋め込み・脱領土化に着目している。この指摘は、現代社会におい

ては人々が物理的に違う空間に存在していたとしても、深い協働体系を築くことが可能になったと

いうことを示している。北半球と南半球の別の国に属する人間が、価値観の共有までを含んだ協働

体系を築く可能性が生まれている。つまり、物理的近接性が共同体形成の絶対必要条件ではなくな

ったと、トムリンソンは主張する。現代人は 1人の人間ではとても理解も修正も不可能なほど複雑
になった社会に暮らしており、「無条件の信頼」に支えられた組織社会に暮らしている。そしてグ

ローバリゼーション自体は止められないとして「良いグローバリゼーションを実現するためには人

はコスモポリタンとなるべきである」、という倫理的提言をおこなっている。この主張は、エチオ

ーニ[1996]のコミュニタリアン宣言や、おなじくコミュニタリアンのサンデル[Sandel,2009]の共通
善の探求とも通じる主張である。筆者は、このような個人の更なる自覚を促すという方向性は、中

国で孔子が説いた人々（特に士大夫と呼ばれた指導者層）は「君子」であるべきだという主張と類

似していることを別稿にて指摘している[張、2013a]。 
 
グローバリゼーションが地域の境界を不明確にしていることは認められている。しかし、同時に

近接性の重要性は決して否定されてはいない。エチオーニ [1996: 487]は以下のように指摘してい
る。 

 
本当の責任というものは人々が根をおろしている小さな、全体の見通しのきく、個人的な接

触が可能であるようなサークルでのみ、育まれる。 

 
	
 人が住む物理的空間と日常的接触により築き上げられる集団は、近接性の主要な要素としての機

能を失うことはないと筆者も考える。近接性に基づくコミュニティの成員を考える時に、どのよう

な地理空間で区切るのか、移住をどう捉えるのか、空間内部でそのコミュニティの成員であること

を拒否する人・空間外部とのグローバルな繋がりをより重視する人をどう扱うのか、近代以前には

社会の共通問題としては、特殊な問題でありほとんど考慮する必要がなかった問題に、現在の我々

は答えなければいけない。サードセクター論、ソーシャル・エンタープライズ、そしてコミュニテ

ィの復権といった議論は、このようなグローバリゼーションに対する認識の下で進められる必要が

あると考える。 
 
物理的近接性だけがコミュニティの成員を決める要素では無くなったときに、近接性に基づくコ

ミュニティを概念化するにあたっては、そのコミュニティを形成するアイデンティティが、どのよ

うにして共有化されていくのかについての考察が重要になる。主に物理的な近接性に基づいて生成

された、ナショナリズムに代表される集団や組織のアイデンティティ（多くの場合伝統として語ら

れる）については､必ずしも事実の積み重ねではなく、意図的な要素を強く含んだ上で創られてき

たことを、ホブズボウム&レンジャー [1983]やアンダーソン [2005]が明らかにしている。 
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ホブズボウム&レンジャーは、スポーツ、より具体的にはフットボールを取り上げて、その階級
意識との関係を以下のように述べている。 

フットボールは労働者階級にアピールし、庶民のプロフェッショナル・フットボールが中産階級

のアマチュアにとって代わり、（フットボール）クラブが都市の大衆のアイデンティティを示す

ようになった。[ホブズボウム、レンジャー、1983: 440] 

 
ホブズボウム&レンジャーは、イギリスからフットボールを受け入れた多くのヨーロッパの都市
で、その都市のアイデンティティ創成の過程で、フットボールクラブが大きな役割を果たしたとし

ている。 
スポーツがスポーツクラブを中心に組織化されたことを、ホブズボウムは近代の新しい社会的慣

行の中でも最も重要な事象として、以下のような 3 点を指摘してその影響について述べている。
[ibid.,1983: 450] 

 
1.   19 世紀最後の 30 年間に従来のスポーツが普及し、新しいスポーツが創り出され、大方のス

ポーツが全国的に､さらには国際的に組織されるという決定的な変化があった。 

2.   この組織化は､公共の建物や銅像と同じようなアイコンとなり、貴族や裕福なブルジョワジー

に限られていた活動を拡大し､中産階級までそのような生活様式を広め、同化することになっ

た。 

3.   組織化は、それまでは有機的で経済的な結びつきを持っていなかった（異なる場所の）同等

の社会的地位にある人々を結びつけ、特にブルジョワ階級の女性に新しい役割を与える仕組

みを提供した。 

 
そして、スポーツにおける階級的様相の例として、チームの努力を必要とせず、かなりの維持費

を要する競技、例えばゴルフやテニスはリーグの設立がおこなわれなかったことを指摘している。

さらにホブズボウムはこの 19 世紀最後に起こったスポーツの組織化が、都市だけではなく国民の
アイデンティティ（ナショナリズム）を確立し、人為的に国民意識を形成する媒体となり、政治的

伝統と社会的伝統の創出を結びつける、重要な役割を果たしたことを指摘する。スポーツがナショ

ナリズムの象徴として重要な位置を占め、なによりも、この結果国民教会や王室といった伝統を通

じて維持されていた社会的結合にスポーツが加わり、「新しい世俗的宗教」になったとする

[ibid.,1983: 455]。また、前出のダニングの研究を踏まえ、フットボールにおけるプロフェッショ
ナリズムとアマチュアリズムの戦いは、下層都市労働者階級と中産階級とのスポーツにおける主導

権争いであり、そこからフットボール特有の文化が生まれたと指摘している。 

 
この指摘を理解するには、その背景としてイギリスで創設されたスポーツクラブが、中世におい

てコミュニティと互酬を支えていた教会とも強い結びつきを持っていたことを知る必要があるで



コミュニティが所有するスポーツクラブの事業展開とソーシャル・エンタープライズ 
Ｉ章	
 先行研究の検討  

  
序章及び I章  先行研究の検討公開用 rev1.docx  

68  

あろう。国家のスポーツ政策をヘゲモニー理論から分析したハーグリーヴズ[1993: 90]は、上層階
級と下層階級のヘゲモニー争いの場となっていたフットボールクラブにおいて、1880 年にバーミ
ンガムのチームの 25％は教会と結びつき、1900年のリバプールでは殆ど全てのローカルチームが
教会を由来に編成されていたと報告している。具体的には今でも存続しているボルトン、ウァルヴ

ァーハンプトン・ワンダラーズ、アストンヴィラ、バーミンガム・シティ、トッテナム・ホットス

パーズなどが教会により財政的に支援されていた。またスコットランドの強豪セルティックスが、

今でもアイルランド系とカソリック教徒のチームであるのに対し、同じグラスゴーに拠点を置くレ

ンジャースは、プロテスタントのチームであることは広く知られている[寺島, 1991:146][清、2016 : 
211]。 また、バイルナー&シルロー [Bairner, Shirlow, 2000] は、北アイルランドにおけるプロテ
スタントのアイデンティティとフットボール文化の関係について、スウェーデンとの比較をおこな

いながら詳細な検討をしており、フットボールクラブとそのクラブのファンが持つ社会的背景とは

切り離して理解することはできないことを指摘している。 
 
フットボール以外でも、イングランドクリケット史に残るインド人スタープレーヤーのクマー

ル・シェリ・ランジットシンはイギリス帝国のアイコンであったが、やがて植民地側の自立のシン

ボルへとそのアイデンティティが移っていく[石井, 2002]。これも、スポーツが持つシンボル性が、
権力・反権力あるいはグローバリズム・ナショナリズム何れでも発揮されることを示す例であり、

近代スポーツが持つ機能としての政治性と、個別のイデオロギーとは別に議論すべきことを示唆し

ていると考えられる。 
 
いずれにしろ、スポーツ（組織）は社会階級・民族・人種・宗教を異にする人々に、彼らの連帯

の基盤として、共通に使用できる何ものかを与えることによって、国民統合に貢献してきた。福田

[2002]はチェコスロバキアの国民形成において、1862 年に設立された体操団体ソコルが、国民と
しての自覚を高める場として機能していたことをまとめている。日本において二度の世界大戦の中

間期に、スポーツを導入するに当たって権力が何を考え、スポーツ関係者がどう対応していたかは

坂上[1998,2001]がまとめている。金[2009]は、日本の清水市と韓国の済州島における地域のサッカ
ー少年団の活動が、如何に共同体的なローカルアイデンティティを育み、それがナショナリズムに

発展していくかを、日韓の文化的違いも背景として押さえながら比較している。また、パレスチナ

独立におけるサッカー代表チームの動きを、パレスチナ人の紐帯を創りあげる活動として今[2003]
が報告している。 

 
スポーツがナショナリズム形成に寄与したという指摘がある一方で、グローバル化したスポーツ

がナショナリズムを溶解させつつあると指摘する研究もある。クーン[2012]の『アナキストサッカ
ーマニュアル』は、権力への抵抗手段としてオルタネイティブフットボールを提案している。根本

的な社会変革を求める人々と、フットボールとの親和性を、ヨーロッパと南米を中心に多くの例で
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示している。等々力 [1999 :152]は、スポーツにおける国境の曖昧化・相対化を指摘し、山下[1999: 
87]は人種主義とナショナリズムの接合が意味を失ってきていると述べ、今福 [2008: 10]は、FIFA
ワールドカップにおける国対国の構図が成り立たなくなっていることを、小笠原 [2002]はコスモ
ポリタンの意識が、グローバルスポーツを通じて醸成されていることを指摘している。フットボー

ルサミット議会[2012]はこのような事例を集めて提示している。陣野 [2014:209] は、サッカーと
人種差別をめぐる状況を語る中で「俺は地上のどこにも登録されていない」というトップアスリー

トの発言を、コスモポリタン化の論拠として紹介している。筆者も都市のアイデンティティを代表

しているはずのトップフットボールクラブチームのメンバー構成が多国籍化していることを指摘

し、フットボールの世界では国の代表チームが競い合うFIFAワールドカップは非日常のフィクシ
ョンであり、クラブによるリーグ戦こそが日常になりつつあることを指摘した[Cho J. , 2017]。今
から 80年以上前の 1934年の FIFAワールドカップに優勝したイタリアには、既に 5人の外国生
まれで他国での代表経験もある選手が含まれていた注１１）。 
また、ラグビーのように国の代表選手になるのに国籍要件を求めないスポーツ競技もある。アス

リートのアイデンティティは、先ず所属しているクラブチームにあるというスポーツにおける基本

理解がそこにはある。同じクラブで、多国籍のトップアスリートが、チームの一員としてプレーを

することで、スポーツクラブの存在感が強化されればされるほど、そこでプレーする選手たちのナ

ショナリティは溶解され、その感覚はチームを応援する、あるいはただ単に試合を観る人々のナシ

ョナリティを捉える感覚にも影響を与えていく。これはクラブを基本としたチームスポーツにより

可能となった現象であることを、和泉 [1994]が指摘している。平井[2000:158]は、スポーツ選手の
多国間移動は活性化しつつあるとして、国際的に移動する選手に対する類型化の試論を紹介してい

る。彼らをそれぞれの国で受け入れている母体となっているのは､競技連盟ではなくクラブである

ことをここで指摘しておきたい。 
 
伊藤 [2009]は、日本のスポーツ導入における個人主義と集団主義についての考察をおこない、
チームスポーツという集団主義を受け入れることで、日本社会そのものが変容していくと予想して

いる。宇都宮[2017]は、創設 20年を過ぎて J1、J2、J3全 54クラブとなり、ほぼ全都道府県にク
ラブが存在するようになった Jリーグのなかから、J2と J3に所属するクラブチームを取り上げ、
それぞれのクラブが地元のアイデンティティの象徴としての位置を、徐々に獲得しつつある状況を

報告している。特に、それまでプロフェッショナル・スポーツが存在しなかった地方都市において、

メインスポンサーがいない市民スポーツクラブが着実にその活動の根を張りつつあると同時に、ク

ラブを J1 に昇格させることよりも、地域との交流を深めていくことをより重視する考え方が受け
入れられつつあることも記している。清[2016]は、日韓を中心に、ドイツ、イタリア、トルコ、エ
ジプト等のフットボールクラブのナショナリズムとの関わり方の事例を示し、そこにはナショナリ

ズム強化と脱ナショナリズムの両方の例が存在し、現時点ではその両面に向き合うことしかできな

いと述べる。しかしながら、フットボールクラブを通じて醸成される文化的傾向は、本質的には多
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様性を認め、ナショナリズムを超えていくものだと結論づけている。 
 
以上のスポーツとナショナリズム、あるいはグローバリゼーションに関する研究を通じて、何れ

の方向性に関してもそこで中心的な役割を示しているスポーツ組織は、スポーツクラブであるとい

うことが指摘できる。競技連盟も一定の役割をはたしているという点を考慮したとしても、スポー

ツそのものがナショナリズムやグローバリゼーションを表象し、ナショナリズムあるいはグローバ

リゼーションへ寄与する多くの場合で、それを担っているのはスポーツクラブ、しかもフットボー

ル競技を中心としたクラブを通じて行われていることに注目すべきであろう。本稿においては、ス

ポーツクラブ組織に焦点を置き、何故数あるスポーツ競技の中でフットボールなのかという議論は

行わないが、フットボール競技の持つ競技特性が、この議論において無視できない要素であること

は、これらの研究から示唆されている。 
 
近代ナショナリズム形成の過程で、スポーツが大きな役割をはたしたように、グローバリゼーシ

ョンが進展する中でのそれぞれの集団のアイデンティティ確立においても、スポーツが持ちうる影

響力は小さくないことが予見される。ホブズボウムが指摘したように、スポーツ組織の中でも、ク

ラブチームが都市のアイデンティティを示したとすれば、複合的結合性・脱埋め込み・脱領土化と

いうグローバリゼーションが進展するなかで、物理的近接性に頼らないアイデンティティの形成を

担う役割は、どのような組織が担いうるのかという問題意識を持ち、本稿で FCUMの活動内容を
検証することになる。 

 
(3)-6 世界共通法としてのスポーツ法 

 
本章第 2 節(3)-1 項において、スポーツには宗教同様に固有法が認められ得るという千葉[1994]
の指摘を示した。この点は、かつて互酬を支えた制度としての宗教組織とスポーツ組織の類似性を

示す重要な点であり、スポーツにおける独自の法体系の意味と、それを支えている理念についての

先行研究をまとめておく。 

スポーツを法的に検討するためには、まずスポーツとは何かという法的な定義が必要となる。ガ

−ディナー等[Gardiner et al., 2012: 11]は 1998年に初版が発行されてから、既に 4版を重ねたスポ
ーツ法についての概説書 Sports Lawにて、スポーツの概念は余りに広く、何がスポーツかについ
て正確な定義をおこなうことは不可能であり、イギリスの法体系にもスポーツについての正確な定

義は存在しないとした上で、法律論を展開するための作業用の定義(a working definition)として、
ヨーロッパ・スポーツ憲章の以下の定義を示している。 

 
「スポーツ」とは、勝手気ままだったり組織的だったりする参加を通じて、身体的健康や精神的
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健康を向上させたり表現する事を目的として、社会的な関係性を形成したり、あるレベルでの競

争において結果を得ようとする、あらゆる形態の身体活動である。 

ガ−ディナーも宗教とスポーツは、どちらも法的な定義を拒む概念であるという共通点を指摘す

る[ibid.,: 5]。その上で、近代スポーツ活動が私的な領域から公的・公式の領域にひろがったことに
よって、スポーツの内部で通用してきた規則と、社会の法律との間で整合性をとる必要が出てきた

ことにより、スポーツ法という課題が生まれているとする。 
千葉は、スポーツには固有法が許されており、スポーツ固有法は超国家（Transnational）法で
あり、世界市民の共通法(a common law of world citizens)であると主張する。例えば競技規則に従
った試合での怪我や死亡事故があったとしても、傷害罪に問われることはない。あるいは後述する

ように刑法や民法とは別の枠組みで、規則を破った関係者やスポーツ組織に対して独自の処罰（司

法権）を行う権利を保持していることをさしている。しかしながら、千葉は法理論におけるスポー

ツ法の存在が、過去法律の専門家の間で軽視されてきたとして、その原因を次のように指摘してい

る。 
 
1.   現代法学は私的世界と公的世界を峻別し、公的世界を扱うものとしている。スポーツ活動は私的

世界の活動だと理解されていた。 

2.   スポーツを、宗教・道徳と同様に法が立ち入らない世界であるという認識がされていた。 

3.   上記の理解が免責理論として具体化され、スポーツを巡る争いは民事・刑事の法律責任を免除さ

れると理解されていた。 

 
スポーツ仲裁裁判所（Court of Arbitration for Sport : 以下CAS）の仲裁人でもあった国際法学
者の小寺[2011]も、国際スポーツ法の根拠となる法源は、各競技 IF の規約、オリンピック憲章、
そして世界アンチ・ドーピング機関(World Anti-doping Agency:以下WADA)の規定等であり、こ
のどれもが何れか特定の国の国内法ではなく、同時に国際的関係を主な規律対象とする国際法でも

なく、国に関わりなく個人や団体に適用されるという点で、「世界法」の性格を持つと指摘してい

る。 
このような法理論上の視点に加え、小寺は国際スポーツ法概念が特にトップスポーツに対して適

用されるとして、実際のトップスポーツに関わる司法行政においても、IOCに代表される IFは，
紛争が起きた場合にその判定を国家裁判所が管轄することを好まず、国際裁判所としての性格を持

つ CAS における統一的な処理が望ましいという基本姿勢を示し続け、各国政府にも受け入れられ
つつあると指摘する。さらに、トップスポーツの実践は人権そのものであり、国際公共財であると

して、国家によって制限されるべきではないという理念がその背景にはあると述べている[小寺、

2011:107-112] 
公益性との関係については、高橋 [2011, 2014]の二つの論文はスポーツ欲求の公益性を国家は無
条件に認めるべきだと主張し、スポーツ活動の中で「観るスポーツの権利」については法的な保証
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が概念化されておらず、放映権による視聴の制限等は、その権利が市場により機会を奪われつつあ

ることだと指摘する。法学者であり会社法を専門とする奥島 [2011]は、日本スポーツ法学会にお
いてスポーツ団体のガバナンスについて問題提起をおこない、スポーツ団体における主権者とは誰

なのかが明確にされていないのが、スポーツ団体のガバナンスを考える上での根源的な問題だとし

ている。スポーツ団体の主権者としては、個人、評議員、学校、団体、選手自身等が候補として考

えられるが、これらの人々や団体との権利義務関係が明確ではないだけではなく、その主権者とし

ての意識も低い事を指摘している。これらは、何れも本稿においてスポーツ組織のガバナンスを議

論する際の基本的な現状認識となる。 

 
実際にスポーツにおいては、自らの理念に基づく独自の規制や処罰がおこなわれている。IOCの
推進するオリンピック・ムーブメントは、人類にとって普遍的な価値を持つ道徳事業（moral project）
として自己認識されている[Henry,2012]。FIFA も自らのミッションとして、より良き社会の将来
を実現することを挙げており“全ての人種差別に反対する(Say No to Racism)” 活動を行っている。
そしてこの理念に反した行為に対しては、スポーツ内部で独自の処罰を行う体制を構築している。

例えば 2014年 3月と 4月に立て続けに起きた、日本での浦和レッズに対する初の Jリーグ無観客
試合という処罰と、北米プロバスケットボールリーグの運営組織であるNBAがロサンゼルス・ク
リッパーズのオーナーに対して、その人種差別発言を理由に 250万ドルの罰金を科した上でNBA
からの永久追放を決めたという処罰のように、国家法とは別に、スポーツ界の内部でこのような私

権を制限する独自の処罰をおこなった例には事欠かない。 
ここで例に挙げたFIFAとNBAと Jリーグは、ともにスポーツ組織ではあるが、法的には全く
の別組織であり、これを橋渡しする協議機関があるわけでもない。それにも関わらず、どちらもス

ポーツという枠内で処罰の実効性が担保されている点に、もっと注目すべきであろう。仮に市場に

おける主要な組織である、営利企業のトップが人種差別発言をしたとしても、批判をされ、世論を

通じた何らかの影響をビジネスに受けることはあったとしても、このような処罰が、市場の意志や

業界団体の自主的対応としておこなわれることが考え難いことと比較すると、その意味の重要性が

理解される。 
 
以上に述べた、スポーツが世界共通法により規定されるべきだという考え方は、入江がNGOに
対して期待する国家の枠を越えた普遍的な位置づけと符合する。IOC や FIFA といったスポーツ
NGO は、このような主張をおこなえる一定の合理性と影響力を持ちつつある。これに対して同じ
NGO であっても、人道、人権、平和、環境等にそれぞれ個別に取り組む組織にとって、NGO が
世界共通法の規定の下に置かれるべきだ、との整合性のある概念を構築することの難度は、論理的

にも実務的に高い。なぜなら個別のNGOは、それぞれその事業目的を政府や市場が手の伸ばしき
れない、あるいは軽視している分野に特定しているという本質的な性格から、普遍的な存在である

ことを求めるアプローチを、自らの活動として設定し難い嫌いがある。この点、スポーツはイデオ
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ロギーや宗教、民族､市場（経済格差）等をある程度超えて、人間社会における普遍的でどこでも

日常的に存在する分野となっている。さらに、スポーツ以外のNGOは、手持ちの資金、人材、資
産、時間の制約の下で、特定の目標を如何に効率よく実現するかというプロジェクト型の組織が多

く、社会の仕組みそのものを見直すような、恒久的な組織に適した役割（例えば政治における政党

組織）を、これらの個別の事業に取り組むNGO自身に期待するのは荷が重すぎると思われる。 
このような状況認識において、スポーツ組織がNGOのひとつのモデルとして、世界共通法とい
う概念に基づく法的位置づけを確立することは、スポーツ以外のNGO活動に正当性を与える根拠
を提供することにつながっていくのではないかと考える。IOCや IFに限らず、グローバルな存在
となっている一部のスポーツクラブを含め、NGO と見なすことができるスポーツ組織は、そのス
ポーツ活動の推進だけではなく、NGO 全体の社会的存在意義を明確にしていく指導的・先駆的な
役割を果たす条件を持っていると思われる。 

 
(4)  イギリス、マンチェスター、そしてフットボール 

 
本項では、イギリスにおいて近代スポーツが生まれた社会的背景に関する研究と、本稿で取り上げ

ているFCUMの本拠地であり、イギリスにおけるフットボール史の中心のひとつでもあるマンチェ
スター、そしてフットボールとFCUMに関する先行研究を取り上げる。FCUMというフットボール
クラブを対象とするには、その背景となるイギリススポーツ、特にフットボールそのものに対する理

解も必要である。同時に、FCUMを対象とした先行研究も含めてまとめておく。なお、本章第 1節
で既に触れた、イギリスのいくつかのスポーツクラブに関連する文献については、本項では繰り返さ

ない。 
 
イギリスにおいて近代スポーツが生まれた背景や、イギリス国内における階級闘争との関係につい

ては、既に参照したエリアスやダニングの研究が基本図書となる。ガーディナー等[Gardiner et al., 
2012: 27]も、スポーツ法を学ぶ前提に、エリアスをスポーツ社会学の基本文書として参照している。
タウ[Taw, 2006]は 1886年から 1889年にかけてのイングランドフットボールリーグ創設時の歴史を
まとめている。ニューシャム [Newsham, 1994]は、20世紀初頭に存在していた女子のフットーボー
ルチームの活躍と、それがFAにより 1921年に禁止された経緯をまとめている。スターン等 [Steen, 
Novick, Huw, 2013]が、イギリスの大学教養課程で用いる教科書として編集したフットボールの概説
書は、フットボール発展の歴史を、イギリスから世界各国への伝播とそれぞれの国が生み出した競技

スタイルをその代表的な人物とともに紹介し、同時にフットボールと資金、リーダー、社会現象、フ

ェミニズム、ファンとフーリガン、メディア、歴代のFIFAの指導者といった問題とともに、全 15
章にわたって解説している。フットボールの商業化については、その中の 1章を割いて、1990年以
降のスポーツ産業の起爆剤ともなった、イングランド・プレミアリーグ成立の過程を詳細に記述して

いる。 
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1960年から 2000年にかけてのイギリスのスポーツ政策の変遷については、内海[2003]が詳細な報
告を行っている。近代スポーツを生み、スポーツの組織（アソシエーション）を生み出したイギリス

においても、スポーツ政策が確立したのは 1960年以降であった[ibid:49]。近代スポーツが形作られ
てからほぼ 1世紀が過ぎた時点である。このことは、近代スポーツが持つ社会的意味の重要性を、政
治が認識するのに 1世紀という時間が必要であったことを示唆している。このスポーツ政策は、福祉
国家としての意味合いを強めていたイギリス政府で、政権を担う英労働党と保守党の福祉政策と深く

結びついていた。一方で、それらの政策軸の影響を受けながらも、政策とは異なる独自の取り組みを

行い続けた、イギリスの自立した地域スポーツの歴史も､実証データーに基づいて考察されている。

スポーツが、パブリック・コマーシャル・ボランタリーという 3つのセクターにより支えられている
[ibid.:58]という内海の理解は、ソーシャル・エンタープライズの政府・市場・コミュニティというセ
クターとも対応していて興味深い。スポーツ振興の目標には、「楽しみの促進」に加え、70年代ころ
から「地域住民の社会化」「民族グループ間の融和」「青少年犯罪の防止」「暴力の是正」が挙げられ

はじめる[ibid.:104]。これをある程度公的かつ公式に認めたのがブレア政権であった。これらの目標
はFCUMのマニフェストやコミュニティ事業における目標とも重なっており、FCUMの取り組みが
イギリススポーツ政策の歴史の中から生まれていることが裏付けられる。 
イギリスのクラブ経営へのサポーターの参画を支援する組織であり、FCUMの創設においても大
きな役割を果たしたサポーターズ・ダイレクト(Supporters Direct:SD)が誕生した背景については、
ハミル等[Hamil et al., 2001]がイギリス政府との関係も含め詳細にまとめている。 

 
観るスポーツにおける重要なステークホルダーである、サポーターについて、テイラー[Taylor, 

1992]が 1885年に遡ってイギリスのサポーターとクラブ、そしてFAとの歴史を検証している。それ
ぞれのクラブの歴史において、サポーターが資金面の支援も含め、大きな役割を果たしたことを指摘

しており、商業化によりクラブが商品として扱われてしまうことに対する倫理的な反論の根拠となっ

ている。テイラーは、1985年にフットボールサポーター協会(Football Supporters’ Association)を創
設したメンバーでもある。ピアソン [Pearson, 2012]は、80年代以降イングランドを中心に注目を浴
びたフーリガニズムについての検証をおこなう中で、フットボールファンについての考察を加え、カ

ーニバル・ファンというカテゴリーを提示し、かれらこそが魅力的なスタジアムの雰囲気を作り上げ

る重要な役割を担っており、観るスポーツにおける欠かせない主役の１人であることを指摘している。

2015年にイギリスで”William Hill Sports Book of the Year”を受賞した、ゴールドブラット 
[Goldblatt, 2014]の『俺たちの人生のゲーム（The Games of Our Lives）』は、労働者のスポーツで
あったフットボールがエンターテイメントに変容していく状況を、古くからのファン達がどう捉えて

いたかを描いている。 

 
マンチェスターは、イングランドフットボールにおいて独自の地位を占めている都市である。ジェ

イムス [James,2010]は、マンチェスターにおけるフットボールの歴史を、マンチェスターに拠点を
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置く主な 6つのフットボールクラブチームについての、19世紀の後半から現代にいたるまで歴史をま
とめるなかで、マンチェスターにおいてフットボールにおける出来事が、人々の生活や社会的出来事

と同時平行的に生起し続けてきたと人々が認識していることを描いており、この内容は本稿第 III章
で詳細に参照する。キング [King, 2000]はマンチューニアン(Mancunian)というアイデンティティの
変容を、フットボールのグローバル化が進む中で、その先頭を走るマンUやシティのファンの意識の
変容を通じて考察し、そのなかでFCUM創設の経緯についても触れている。 

 
FCUMを対象とした研究には、シャフト [Shafto, 2013]とポーター [Porter C. , 2011]の論文があ
る。どちらも、FCUMの設立の思想・文化的背景、そしてその創設の意味についての考察をおこな
い、FCUMをイングランド・プレミアリーグに象徴されるフットボールの商業化に対抗する存在と
して位置づけている。シャフトはその結論で、上記のキングの研究をまとめる形で、クラブの所有形

態の重要性について以下のように述べている。 
 

（キングの研究は）フットボールファンがクラブの実際のオーナーシップを持つことの必要性を説

明している。さらに、いったんフットボールサポーターが実際のオーナーシップを持つことができ

れば、彼らが所属している広汎なコミュニティを代表するモラルと価値を創造することができると

感じていることを示している。 

 
FCUM創立時の経緯は、そのホームページにも詳細が報告されているが、クロウサー[Crowther, 

2006]はその創設から 1年の間の出来事を、その場に居合わせたものの 1人として時系列的にまとめ
ており、成功するかどうかわからない不安の中で船出したFCUMの、当時の雰囲気を知ることがで
きる内容となっている。筆者[Cho J. , 2017]も、既にソーシャル・エンタープライズとコミュニティ
スポーツクラブの関係についてFCUMを実例として提示している。 
本稿は、ファンが自らクラブを所有するということが、どのような制度とどのような経営手法を適

用することで、その実現可能性を高め、コミュニティスポーツクラブを増加させ、その社会的役割や

影響力を増大することにつながるのかということもテーマのひとつとして意識をしながら、FCUMの
事業内容をコミュニティスポーツクラブの実例としてその検証をおこなう。 
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3．用語の定義 
 
本稿では学際的なテーマを扱っていることもあり、いくつかの用語については関連する分野により、

異なった意味で用いられている例がある。また、訳語や地名等についても複数の表記が存在する例があ

る。既に、本章にて定義を行った用語もあるが、それも含めた上で、本稿における定義を本項でまとめ

ておく。ここで取り上げる用語については五十音順で記述している。 
 
アソシエーション 

先行研究において述べたように、マッキーヴァーの定義である「目的を同じくするものたちの集団」

を基本的な定義として採用している。従ってこれにはコミュニティスポーツクラブも含む非営利組

織、営利企業、そして国家も含まれる。これに対して、アソシエーションを非営利の市民団体と特

定して用いる例もあるが[コバヤシ、2003]、本稿ではより広い意味でこのアソシエーションを用い
ている。 

英国、イギリス、イングランド、グレートブリテン、UK； 

国家としての UK､英国,大英帝国、連合王国は、引用文以外は基本的にいずれもイギリスと表記し
ている。FCUM はイングランド・リーグに所属するクラブなので、地域を示す一般名詞としては

イングランドを用いる。 

企業、会社； 

本稿では企業は営利法人一般を指し、会社は基本的に株式会社を指す。これも、Enterprise, 
Corporation, Company等の訳として、引用文献によって異なる使い方をされており、参照文献の
引用部分とその前後では、引用した文献の用法を用いている場合もある。 

国家、政府； 

どちらも英文の State の訳語として用いている。原語が State であっても引用文献の訳者により、
同じ部分の翻訳を国家としている例も政府としている例もある。本稿では政府を基本とするが、前

後の引用等の文脈から国家を用いている場合もある。本稿では国家と政府に異なる意味を付与せず、

同じ意味として用いている。 
コミュニティ； 

引用文献でコミュニティやCommunityが使われている場合、全てそのままコミュニティと表示し
ている。従って、ジャーナリズムや行政文書で用いられているような、広い概念として用いている。

本章第 2節(2)-3項で整理したように、学問的に定義されている用語として用いる場合は、その旨を
文中で記述している。 

コミュニティスポーツ； 
スポーツ活動を通じてコミュニティの絆を強めることを目的としているスポーツ活動全般を指す

言葉として使われている。 
コミュニティスポーツクラブ； 
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サポータ・ダイレクトやFCUMの文書で用いられているCommunity Owned Sport Clubの日本
語訳として用いている。この語を用いている場合は、通常のスポーツクラブに対して、クラブの所

有形態を重視することが意識されている。 
事業、活動； 

組織の行っている活動は、基本的に営利目的か非営利かに関わらず何らかの経済活動が伴う場合は

事業と表記している。活動は個別の事業ではなく、その内容や種類をさす用語として用いている。 
スポーツ、近代スポーツ； 

本稿でスポーツという概念は基本的に近代スポーツを指す。近代以前のスポーツについて述べると

きは、その旨がわかるように文中で述べている。 
非営利組織、NPO、非営利法人 

非営利組織は Non-Profit Organizationの和訳であり、非営利の組織全般を指す。NPOは非営利
組織の略称ではあるが、日本においては特定非営利活動法人を指して使われることも多い。本稿に

おいてはNPOあるいはNPO法人は、日本の特定非営利活動法人に対して用いている。一方で非
営利法人は、日本のNPO法人に限らず、全ての非営利で何らかの法人格を取得している組織を指
す。 

フットボール、サッカー； 

本稿ではアソシエーション・フットボールをフットボールと表示する。サッカーは引用した文献が

用いている場合のみ用いる。日本ではサッカーがより一般的な用語ではあるが、参照文献の多くが

フットボール(football)としており、これで統一している。 
メンバー、会員、サポーター、ファン； 

FCUMの会員を示す場合は、FCUMが自ら用いている「共同オーナー(co-owner)」を用いている。
メンバー、会員、サポ−ター、ファンは、FCUMに限らず、スポーツクラブ、あるいはチーム一般
を対象にした場合に用いている。メンバーと会員は同義で、クラブに対して所定のメンバーフィー

を支払って、登録されている人々を指す。サポーターはメンバーフィーを支払っているかいないか

にかかわらず、特定のクラブを強く応援し、それを公表している人々を指し、ファンは特定のクラ

ブに限らず、ある競技全般や特定の選手に対して好ましく思っている人々で、必ずしもそれを公表

していない人々も含む、とする。 
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（注） 
1).   EMES(Le Emergence Des Enterprises Sociales) ホームページ。参照日：2017年 6月 15日。

http://emes.net/	
  
2).   Web of Science 検索日	
 2017年 6月 9日 
3).   外務省ホームページ。2017年 8月閲覧。

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/doukou/mdgs/about.html#background 
4).   国際連合広報センターホームページ。2017年 8月閲覧。 

http://www.unic.or.jp/activities/economic_social_development/social_development/science_culture
_communication/sports/un_sports/ 

5).   東京都世田谷区でなでしこリーグ 2部に所属するスフィーダ世田谷の理事長 I氏よりの聞き取りで
は、クラブとしては世田谷におけるコミュニティ貢献の努力を続けてはいるものの、グランドの借用、

あるいはホームスタジアムの建設に対して行政の支援はなかなか得られていない。その主な理由は他

の利用者もいる中で、特定の競技やスフィーダ世田谷という特定の民間クラブを優先することは、行

政の公平性からできないという点にある。2017年 6月聞き取り。 
6).   The ISSA 2017 Academic Program. 参照日：2017年 8月 25日 

http://issa2017.org/wp-content/uploads/2017/05/ISSA-2017-Program-at-a-glance-2017-5-25.pdf 
7).   Web of Science. 検索日	
 2017年 8月 22日。 
8).   引用文献は 17世紀としているが 19世紀の誤植ではないかと思われる。 
9).   この自由時間のスペクトルという概念についてエリアスは 1章を割いて説明している。自由時間には

感情の抑制の規制された解除という要素が含まれているが、それらの全てを余暇とはいえない。自由

時間のスペクトルはこれを類別する体系として示される。 
10).  morningstar公式ホームページ、アクセス日 2015年 3月 8日 

http://www.morningstar.co.jp/event/1308/nam/index.html  
11).   1934年のワールドカップのイタリア代表登録選手 22名には、アルゼンチン出身でアルゼンチン代表

経験もある選手が 4人(Raimundo Orsi：決勝戦での得点者, Luis Monti, Enrique Guiarisi, Attilio 
Demaria)、ブラジル出身でブラジル代表経験もある選手が 1人(Anfilogino Guaita)含まれている。当
時と異なり現在のFIFAの規定では、何れかの国での代表経験がある選手は、国が分裂したり、新た
な国が生まれたりというような特例を除き､一度ある国の代表として試合を行った後は、所属する代

表チームの国を替えることはできない。 
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II 章	 研究対象である FCUM の経営資料について 
 
本稿は FCUM の公式の経営資料を分析することで、その活動内容からコミュニティスポーツクラブ

がソーシャル・エンタープライズのひとつのモデルとして重要な役割を果たす機能を持つことを示そう

としている。FCUMは、イギリスにおいて非営利法人として登記されている、コミュニティスポーツク
ラブである。本稿では、コミュニティが所有するスポーツクラブを、コミュニティスポーツクラブと定

義して用いているが、同時にこれはFCUMが自ら用いている名称でもある。 

 
本章では IV章における FCUMの活動内容の詳細な分析の基礎となる、FCUMの経営資料の内容を
紹介し、FCUMが行っている活動内容の全貌を捉えるのに十分な材料が揃っていることを確認する。な
お、この資料に加え、筆者は 2016年 1月に現地にてフィールドワークをおこない、広報担当者及び理
事に対してインタビューをおこなっている。また、その活動参観（トップの公式試合観戦、女子とジュ

ニアの練習見学、その前後の交流）を通じて、選手、スタッフ、ボランティア、サポーターとの交流も

おこなった。また、リバプール大学のローガン・テイラー（Rogan Taylor）教授、マンチェスター大学
のジェフ・ピアソン(Geoff Pearson)教授と面談し、イギリスフットボール文化についての意見交換を行
った。テイラー教授は、ファンとクラブの関係について多くの研究を行っており、後述するサポーター

の組織、フットボールサポーター連盟(Football Supporters’ Federation: FSF)の創設にも関わった人物
であり、ピアソン教授は、フットボールにおけるスタジアムの魅力を高めるのにファンの貢献度が大き

いことを検証している。それぞれ、その著書を引用文献とさせていただいている。また、マンチェスタ

ー市の職員である KN氏から、市が FCUMを支援する背景をうかがった。マンチェスターにおけるフ
ィールド活動を通じて得た知見も、これから紹介する経営資料の内容とも照合したうえで、本稿の考察

の基礎として参考にしている。 
なお、本稿において実名の表示は、参照文献にて既に実名が公開表示されている人物については実名

を示すが、FCUMの経営資料においてのみ実名が確認される人物、あるいは個人的に情報提供を受けた

人物については、実名は表示せず、必要に応じてイニシャルで示している。またこのイニシャルは、実

在の人物のイニシャルとは一致させていない。 
また、FCUMの経営資料は、ホームページ等で一般に公開されている資料に加え、共同オーナー（会
員、詳細後述）に対してのみ公開されている資料が多く含まれている。これらの資料を研究材料として

使うことについては、FCUMの事務局長から承認する旨を文書で確認している。 

 
行政組織、営利組織、非営利組織のいずれにも関わらず、組織経営において重要な基本文書とはなに

かについては経営学の取り扱う範疇であり、組織活動の内容を把握するために必要な資料には共通性が

ある。組織活動を把握するための資料の最大公約数としては以下のものがあげられると考える。 
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• 組織理念 

• 定款及び諸規則、社内規定 

• 財務報告書 

• 事業報告書 

• 重要な会議の議事録 

• 中長期経営計画 

• 個別事業に関する企画・報告書 

• 組織図及び部門間の権限と責任の所掌を明らかにした文書 

• 人事情報 

 
これらの情報の全てを知るということは、企業においては経営者の一員である取締役と基本的には同

じか、それ以上の情報を得ているということができる。FCUM はこれらに該当するほとんどの資料を、
共同オーナー(Co-Owner ; FCUMは年会費を払ったメンバーをこう呼び、約 5000名存在する。ちなみ
に 2016 年までの年会費は 12 ポンドであった)に公開している。実際にこれらの書類に目を通している
かどうかは別にして、年会費を払って共同オーナーになれば、情報を受け取るタイミングには経営陣と

のタイムラグはあるにしろ、基本的には全共同オーナーが経営陣とほぼ同じ情報を共有できるようにな

っている。これらの情報をすべて公開しているという点だけでも、FCUMの組織経営理念が営利企業と
は全く異なることが示されている。 

 
1. FCUM 活動内容検証のための資料の全体像 
 

FCUMの経営資料は、全ての共同オーナーがアクセスできる、インターネット上のデータベースに置
かれており、トップフォルダーとして以下のような大分類に沿って整理されている。 

 
• 基本方針、内部規則等：Policy Documents 

• 毎年の財務報告書と関連資料：Financial Reports 

• ブロードハストパークスタジアム建設に関わる資料：Broadhurst Park 

• 最初のスタジアム建設候補地であったテンエーカーレーンに関する資料：Ten Acres Lane 

• その他一般、会員意識調査報告等：General and Miscellaneous 

• 理事会の議事録と理事会に提出された経営資料：Board Meetings 

• 総会（春）の議事録と、そこに提出された資料：General Meetings 

• 年次総会（年末）の議事録と、そこに提出された資料：AGMs 

• メンバーズミーティングで用いられた資料：Member’s Meetings 

• 臨時総会の議事録と、そこに提出された資料：EGMs 

過去 11年分で約千件、4千ページ近い文書がここには公開されている。これらの資料は、2014年に
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過去の資料も含め整理し書類番号をつけた上でネット上にアップされた。しかしながら、欠落や重複も

あり、また年度によって類似の資料でもその分類先に違いが出ていたり、作成日とデータベースへのア

ップ日との表示が混在したりしている。文書の作成日については、何時の会議で提出された資料かはグ

ループ化されているのでわかっても、その文書を何時作成したのか、あるいは誰が作成したのかは必ず

しも記録されていない。また、ネット上にアップした日が実際の作成日と前後しているために、書類番

号と発行時期の間に整合性がなくなってしまっている。この為、この文書全体をリスト化した“表	 II-1-1	
FCUM 経営資料一覧”（章末に添付）では FCUM が定めた書類番号は用いず、極力 FCUM が用いて
いる大分類に沿いながら、著者がその内容に従って発行日順に整理した上で、連番を付与している。 

文書名についても、データベースではファイル名が用いられているが、データーとしてのファイル名

と実際の文書名とは異なっており、本表は文書名あるいはその内容に沿って、筆者が翻訳した日本語の

文書名により分類をしている。なお、作成者名や日付が記録されている場合はそれを表中に表示した。 
さらに、FCUMはその公式ホームページで、フットボールに関する情報を中心に、コミュニティ事業
も含めた諸活動内容についての過去の情報と現在の活動状況､更に経営情報等を一般に公開している。ま

た、共同オーナーに対しては、”The PINK”というメールニュースレターが月 2 回ほど届く。ここには
直近の試合情報の他に、クラブの運営に関するお知らせや、スタッフの募集、総会や理事会への参加案

内等が掲載されている。また、理事会や事務局長名でのメッセージメールも、適宜”The PINK”とは別
に送られてくる。これらの情報は、議事録等の正式な書類には収まりきらないクラブ全体の状況や雰囲

気を理解するための貴重な情報源である。2016年 1月から 12月までの間に発行されたこれらのニュー
スレターのリストを“表	 II-1-2	 FC United共同オーナー宛のメールメッセージリスト（2016年）”(章
末に添付)	 に示す。この二種類のメールによるメッセージと、常に更新されている公式ホームページに
より、クラブから共同オーナーへの情報発信は、質・量ともに非常に充実していることが見て取れる。 
これに加えて、共同オーナー同士が意見交換をおこなう、あるいは理事会との意見交換を双方向でお

こなうプラットフォームとして、2012年より「共同オーナーフォーラム(Co-Owner’s Forum)」がイン
ターネット上に設けられている。2017年 5月 7日時点で、このフォーラムが開設された 2012年以来の

累積投稿数は、4万 8059件となっている。毎年ほぼ 1万件の投稿を通じた意見表明、議論が平均 5000
人に満たない共同オーナーの間でおこなわれていることも、FCUMにおける情報公開と交流が実質を伴
っている事を示している。“表	 II-1-3	 共同オーナーフォーラムの話題と投稿数”（章末に添付）にフォ
ーラムのトップページの画像コピーを示した。テーマや投稿数が表示されているので参照されたい。 

 
本稿では、以上の 3種類の資料の中から、主に“表	 II-1-1”に含まれている資料を用いてFCUM の
活動内容を検証する。“表	 II-1-2”の情報については、背景理解の参考としてその一部を用いる。“表	
II-1-3”の情報については、本稿においては分析の対象としていない。“表	 II-1-3”に含まれる情報の

位置づけとしては、公的なものというよりは SNS に近い媒体であり、この内容を分析するためには、
キーワード分析等、本稿がおこなおうとしている経営活動の実態に基づく検証とは異なる手法と問題設

定が必要だと考える。 
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2．経営資料の内容 
 
“表	 II-1-1”にて示した経営資料について III章以下で分析をおこなう為の基礎知識として、それら
の資料に含まれる項目について本節で解説をする。経営資料に書かれている個別の内容については、本

章では立ち入らず、IV 章にてまとめて検討をおこなう。以下、FCUM の設定している分類の大項目に
沿って、そこに含まれる項目を示す。(英文はオリジナルの表記を示している) 

 
(1) 基本方針、内部規則等 (Policy Document) 
ここにはFCUMが定めた規則やガバナンスに関する報告書等が含まれている。定款（IPS Rule）
やマニフェストは、最も高位の重要な規則であると考えられるが、これは対外的に公開されている文

書なので、データベースには含まれず、誰もがアクセスできるホームページ上で公開されている。“表

II-1-1”では、関連主要文書全体を把握するために、筆者がこれをこの分類に含めてリストに加えて
いる。 

 
(2) 財務報告書とその関連資料 (Financial Report) 

2008/2009シーズン以降の財務報告書が含まれている。年度によってはドラフトと最終版の両方が

残されている例もある。2013年より設立された財務委員会 (Finance Committee) の議事録もここに
含めている。2008/2009シーズン以前については、スタジアム建設計画において、基金を申請するた
めに作成された資料「コミュニティフットボールグランド、ライトボアロード、モストン地区事業及

びコミュニティ使用計画(Community Football Ground Lightbowne Road, Moston; Business and 
Community Use Plan), 2011年 12月」に、財務情報のサマリーが掲載されている。ライトボアロー
ドは、ホームスタジアムであるブロードハストパークの所在地である。この資料は何故かデータベー

ス上には置かれていない。別途 FCUM のスタッフより入手し、筆者がブロードハストパークの資料
として加えている。 

 
(3) テンエーカーレーン関連資料（Ten Acres Lane） 
最初のスタジアム建設候補地であった、テンエーカーレーンに関する資料が含まれている。スタジ

アム建設計画初期段階での各種検討書が含まれており、それらの内容はブロードハストパークでの建

設に活かされている。 

 
(4) ブロードハストパーク（Broadhurst Park） 
現ホームスタジアム建設プロジェクトに関わる資料が含まれている。 

 
(5) その他一般（General and Miscellaneous） 
雑多な資料が 20 篇ほど含まれている。共同オーナー意識調査のレポートは、特に分類されていな
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かったので筆者がここに含めている。この意識調査レポートは本稿の議論を展開する中で重要な資料

となるので､以下その概要を紹介しておく。 
この意識調査は 2015年 9月から 10月にかけてネットを通じておこなわれ、共同オーナーに対して
その調査結果の詳細が報告書として公開され、説明会と意見交換会も開かれている。この報告書は、

全 48ページ、11の大きなテーマに対して全体として 61の質問をおこなっている。質問はいくつか
の選択肢が与えられ、回答者が最も妥当だと思う選択肢をひとつあるいは複数回答する形式である。

当時 4000 人を超えていた共同オーナーから 1627 人が回答を寄せている。これを精査した結果同一
人物の複数回回答や不完全な回答等を不採用として、1209 人分が有効回答とされて、分析の対象と

なっている。これは全共同オーナーの約 40％が回答をしたが、実際には 24％の回答に基づく調査結
果になる。“表	 II-2-1”に 11のテーマと 61の質問を示した（章末にまとめて添付）。11の質問テー
マを以下に示す。 

 
1. FCUMの目的について 

2. フットボールに関して 

3. クラブ経営へのメンバーの参加に関して 

4. ボランティアに関して 

5. クラブのガバナンスに関して 

6. コミュニティとコミュニティスポーツに関して 

7. 社会変革に対してクラブが与えうる影響力に関して 

8. コマーシャルポリシーに関して 

9. クラブと共同オーナー、およびサポーターとのコミュニケーションに関して 

10. スタジアムの改善に関して 

11. 回答者についての個人情報 

 
この中で、フットボールに関する項目での設問は、理念や試合の運営方法、そして昇格を目指すか

どうかという内容であり、どのような戦術で、どのようなチームを作るか、或いは監督や選手に関わ

る質問は全く含まれていない。この設問からも、FCUM が何を重視し、何を目指しているかが伺え

る内容である。 

 
(6) 理事会資料（Board Meetings） 

2007 年 1 月以降、ほぼ毎月おこなわれた理事会の議事録と、理事会に提出された経営資料が添付
物として含まれている。理事会へ提出される経営資料の例を“表	 II-2-2” に示したが、毎回この全

てが提出されるのではなく、都度必要に応じて提出されている。これらのレポートが何時から開始さ

れたかも表に示した。それ以前は報告がなかったのではなく、担当者により口頭で報告され議事録に

関係内容が記載されている。 
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表	 II-2-2	 FCUM理事会に提出されている主な経営資料 
 資料名 内容 初回提出 

1 コミュニティレポート コミュニティ活動に関する報告 2009年 3月 

2 メンバーシップレポート 共同オーナーの加入状況と、勧誘活動に関する報告 2009年 8月 

3 プロモーションレポート 試合の観戦者を増やすための活動に関する報告 2009年 4月 

4 報道・メディアレポート 報道機関やメディアとの交流、あるいはどう取り上げられ

ているかに関する報告 

2009年12月 

5 発展基金 (Development 

Fund)レポート 

スタジアム建設を目的とした基金の現状報告と獲得の為

の方策についての報告 

2010年 4月 

6 イベントレポート FCUMが開催している各種イベントの計画と実施報告 2010年10月 

7 商品販売(Merchandise)レ

ポート 

レプリカユニホーム等の商品販売に関する報告 2010年10月 

8 コマーシャルレポート スポンサー獲得状況に関する報告 2010年11月 

9 目標管理(Objectives)レポ

ート 

主にフットボールチームについて年度目標に対する達成

度を表にして報告 

2012年 8月 

10 FCUM ラジオ月報 ネットラジオの視聴状況や、番組制作に関する報告 2013年 1月 

11 フットボールレポート フットボールチームに関する報告 2013年 2月 

12 事務局長レポート 事務局長(Secretary)による全体報告 2013年 2月 

13 GM レポート ゼネラルマネージャー(GM)による全体報告 2013年 2月 

14 ボランティアとサポータ

ー担当者レポート 

ボランティアの活動状況とサポーターとの交流について

2013 年より設けられたサポーター担当オフィサー

（Supporter Liaison Officer）による報告 

2013年 5月 

15 渉外・パートナーシップレ

ポート 

外部機関との交流・協力に関する報告 2013年 8月 

16 試合警備 (Stewarding)レ

ポート 

試合当日の警備､観客誘導に関する報告 2014年 2月 

17 試合日運営レポート 試合当日の運営に関する総合報告 2014年 3月 

18 クラブ及び営業開発レポ

ート 

ホームスタジアムを利用したビジネスについての報告 2014年10月 

19 支部レポート サポーター支部の活動状況に関する報告 2015年 7月 

20 四半期財務概要報告 四半期毎の財務報告 2016年 9月 

21 人事総務レポート 人事、総務報告。採用も含まれる 2016年 9月 

22 その他の特殊な事例に関

するレポート 
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この表からは、FCUM 創設後、経営面においても日を追う毎に、その内部報告システムが改善さ

れていることが伺える。(レポートの名称は時期によって微妙に異なるが、表では内容がほぼ同じであ
ればひとつの名称で代表させている)	  
理事会の資料は、経営資料の中心となる資料で、全体の約 7割の件数を占めている。これらはもし
営利企業であれば、経営内部資料として外部には公開されない性質の資料である。 

 
なお、2010年 9月から 2014年 1月の間、執行部門の長であるゼネラル・マネージャー（General 

Manager:以下 GM）に対して、各部門長が業務報告をおこない、これに一部の理事も参加するとい

う形式の会議（Management Meeting；執行役員会議）が、理事会とは別に開催されている。執行役
員会議は定款でも規定されているが、創設後５年間はおこなわれていなかった。これが開始されたの

は、業務増加により負荷が大きくなった理事会の議題を少しでも減らして、運営の効率化をはかった

対応であったと思われるが、必ずしも効果的ではなかったようであり、2014 年 1 月を最後にその後
は開催されていない。この会議の報告書も、理事会資料に含めている。 

 
(7) 総会、年次総会、臨時総会等（General Meetings, AGMs, EGMs） 
オリジナルのデータベースでは 3 つに分けられているが、総会資料として“表	 II-1”ではひとつ

にまとめている。ここには総会の開催通知、議案説明書、理事立候補者公報、議事録、選挙結果等が

含まれている。また総会では、クラブの全体状況をわかりやすくプレゼンテーションスライドで説明

しており、このプレゼンテーション資料もここに含む。このカテゴリーには、理事会議事録に次ぐ重

要な情報が含まれている。ただし、欠落も多い。 

 
(8) メンバー会議（Member’s Meeting） 
共同オーナーと理事との意見交換を目的に、不定期に開催されていたメンバー会議関連のプレゼン

テーション資料が含まれている。議事録は作成されていない。 

 
以上の内容を確認すると、経営に関する重要な資料はほとんど含まれているが、以下の二点について

は含まれていないことがわかる。 

 
• 組織図及び部門間の権限と責任の所掌を明らかにした文書 
• 人事情報 

 
組織図については、第 IV章第 1節で詳細に触れるが、本稿の分析対象期間を過ぎた 2017年 3月に初

めてネット上に組織図が公開された。しかしながら名称は組織図となっているが、その内容は組織図と

しては不十分で、組織内の主要なポジションと担当者名の表示であり、組織間の業務権限関係は表示さ
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れていない。本稿においては、部門間の権限と責任の所掌に関する情報ついては、理事会資料や基本方

針、内部規則資料の中に一部含まれている内容を読み取ることで、可能な限りの理解している。 
人事情報については、どのような組織であろうと経営にとって欠かせない情報ではあるが、個人情報

でもあり公開されることは少ない。人事情報はその性質からして情報としての定型的な記述モデルもな

く、属人的な要素の強い情報であり、存在する資料に現れる記述を紡ぎながら理解するべき性質のもの

だと考える。本稿の目的とするソーシャル・エンタープライズとスポーツクラブの問題は、組織・制度

に焦点をあてており、人事情報の有無は、考察の結果に大きな影響を与えないと考える。 
その他、存在すると思われる資料の欠落についてはクラブ創成期の事務処理能力が、文書管理の必要

性に追い付いていなかった結果であり、資料を隠蔽しているという要素はないと判断する。欠落してい

る部分、あるいは時期については、前後の資料やその他の資料からほぼ類推が可能であり、本稿で目的

とする検討には影響を与えないと判断している。 
 



表		II-1-1 FCUM 経営資料一覧 印刷日：2018/1/8

Macintosh HD:Users:renfeng:Documents:博士論文:最終稿3＿公開用:II章 表II-1-1経営資料公開用.xlsx表II-1-1公開用 87-1

NO. トップフォルダー 内容 ページ
数

発行日
或いは開催日

作成者

1 定款（IPS Rule) 23 2012年11月8日

2 Member's Forumの位置づけの見直し検討における覚え書き 2 2012年

3 2012年11月年次総会でのAllison Watt発言とその初歩的な対応案 1 2012年11月Ｘ日

4 クラブガバナンスに関する外部コンサルの報告に対する理事会としての検討結果 3 2014年

5 2012年11月から2013年までのクラブガバナンス外部コンサル採用の経緯 1 2014年 QT

6 Communication Plan．コミュニケーション原則 8 2014年12月Ｘ日 BX

7 Fainance and Risk Committeeの役割についての覚え書き 2 2016年1月Ｘ日

8 採用方針と手順についての覚え書き 2 2015年前後

9 内部告発制度 3 2016年12月X日

10 定款IPSルール改訂版 23 2016年10月3日

11 2008-2009 シーズン財務報告書 24 2009年10月9日 MS

12 2009−2010シーズン財務報告書(ドラフト） 24 2010年10月Ｘ日 MS

13 2010-2011 シーズン財務報告書 25 2011年10月21日 MI

14 2011-2012シーズン財務報告書 24 2012年10月29日 MI

15 2012−2013シーズン財務報告書 23 2013年10月23日 MI

16 5カ年計画　2014-2018 6 2014年2月7日

17 5カ年計画　2014-2018　収支サマリー表 1 2014年2月7日

18 2013-2014シーズン財務報告書（AGM2014資料に含まれている） 25 2014年10月Ｘ日

19 2014-2015シーズン財務報告書　速報版 14 2015年12月31日

20 2014−2015シーズン上期財務報告書　理事会用 13 2015年1月Ｘ日

21 2014−2015シーズン財務報告プレゼンテーションスライド 12 2015年11月Ｘ日

22 2015/3/3/1時点での財務四半期報告　理事会用 8 2015年4月Ｘ日

23 2015-2016シーズン財務報告書　上半期速報版 13 2016年3月31日

24 2015-2016年の飲食販売売り上げ一覧表 1 2016年5月Ｘ日　

25 2015-2016シーズン財務報告書　ドラフト 15 2016年6月Ｘ日

26 FC United長期借り入れ金及び利払い計画 2 2016年12月X日

27 2015-2016シーズン財務報告書(施設会社） 14 2016年12月Ｘ日

28 2015-2016シーズン財務報告書 30 2016年12月Ｘ日

29 財務委員会の役割規定 2 2013年2月7日

30 財務委員会公式議事録 3 2013年6月12日

31 財務委員会公式議事録 3 2013年12月5日

32 財務委員会公式議事録 2 2014年8月14日

33 財務委員会公式議事録 2 2015年3月26日

34 財務委員会公式議事録 5 2015年7月29日

35 財務委員会公式議事録 4 2015年10月28日

36 財務委員会公式議事録 3 2016年1月20日

37 財務委員会公式議事録 7 2016年6月8日

38 財務委員会公式議事録 5 2016年7月27日

39 マンチェスター市議会の計画許可証　表紙 1 2010年9月13日

40 マンチェスター市議会の計画許可証　添付 15 2010年9月13日

41 新スタジアム建設における考慮すべきポイントの検討書 10 2010-2011年

42 クラブハウス案 1 2010-2011年

43 クラブハウス案 1 2010-2011年

44 全体平面図 1 2010-2011年

45 全体スケッチ　漫画 1 2010-2011年

46 新スタジアムの設計の参考にした既設スタジアムの調査報告 8 2011/2/?

47 スタジアム建設地検討に関するメンバーへの報告書 1 2009年1月30日

48 クラブハウス1階平面図 1 2011年5月11日

49 グランド全体の平面図　カラー(初版） 1 2011年5月31日

50 メインスタンド平面図 1 2011年6月12日

51 新グランド施設建設計画書(Community Football Ground Business and Community Use Plan51 2011年12月1日

52 クラブハウス２階平面図 1 2012年9月1日

53 クラブハウス1階東側詳細平面図 1 2012年9月1日

54 グランド全体の平面図　カラー(rev148) 1 2012年9月1日

55 ピッチ全体図（Rev.148)とスタンド2階部分 1 2012年9月10日

56 ピッチ全体図（Rev.148)とスタンド地上部分 1 2012年9月10日

57 スタンド屋根平面図 1 2012年9月10日

58 用地使用権を持っていたMoston Juniorsとの使用許諾契約書 79 2013年10月22日

59 理事会から会員へのグランド整備状況の報告書 4 2014年7月29日

60 Site Plan関連図面のタイトル一覧 1 2014年頃

61 新スタジアム引き渡しの報告 2 2015年6月19日

62 新グランドに移転間近に出されたニュースレター 3 2015年3月3日

63 新グランド施設計画書修正版 10 2014年2月1日

64 英スポーツ大臣に提出した英Football Task Force Teamの報告書（外部資料） 85 1999年12月22日

65 リーグ主催者に送った、スタジアム使用料負担公平化に関するレター 2 2007年1月16日 Andy Walsh

基本方針、内部規則等
Policy Documents

財務報告書とその関連資料
Financial Reprots

財務委員会報告書
Finance Committee Minutes

テンエーカーレーン
Ten Acres Lane

ブロードハストパーク
Moston Ground Updates

その他一般
General and Miscellaneous
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66 スタジアム使用料負担に関するリーグ側との交渉の報告 2 2008年1月Ｘ日

67 スタジアム使用料が高いことによる赤字支援のお願い 2 2008年1月Ｘ日

68 韓国遠征日程 1 2009年7月15日

69 FC United Magazine  カラー 7 2011年12月21日

70 スタジアム契約に関するメンバー会議の議事録 5 2012年2月18日

71 2011-2012シーズンのフットボールに関する目標達成度評価 1 2012年5月12日

72 理事二人辞任に伴うメンバー会議の議事録 2 2012年9月15日

73 ガバナンス委員会報告 1 2013年1月Ｘ日

74 試合後のメンバー会議の議事録 2 2013年2月9日

75 登録外選手が出場した事によるFC UnitedのCup戦への出場停止処分について 4 2013年4月4日 BXT

76 Survey Monkeyを使った2014年のサポーター意識調査のまとめ 49 2014年

77 同リーグに所属する各チームの入場料一覧表 1 2014年

78 UEFAが各クラブに任命を求めているSupporer Liaison Officerの役割定義書 2 2015年

79 ネット上のSupporter Forumを第三者が監視すべきとする理事会声明。反対3人。 2 2016年3月Ｘ日

80 世界各国からの10周年祝賀メッセージ 3 2016年6月Ｘ日

81 理事　顔写真 1 2016年9月Ｘ日

82 発展基金（Development Fund)の最新状況の報告 2 2016年始め

83 AGMにおける議決の手順書 5 2016年？

84 職員採用手順書 3 2016年？

85 2015年メンバー意識調査報告書 48 2015/10/X

86 FCUMとO'Neillの仲裁内容 6 2015/X/X OF

87 新CEOとしてDamian Chadwickを任命した理事会の通知 3 2016/9/X

88
2005-2015の間の全ての試合に関する統計データ（試合結果、出場選手、得点、観衆
等々） 2015年

89 マンチェスター市議会の2014-15年度活動報告（外部資料） 236 2015年

90 理事会公式議事録（11月） 4 2006年11月20日

91 理事会公式議事録（12月） 4 2006年12月18日

92 理事会公式議事録（1月） 4 2007年1月22日

93 理事会公式議事録（2月） 2 2007年2月19日

94 理事会公式議事録（4月） 4 2007年4月16日

95 理事会公式議事録（5月） 5 2007年5月21日

96 理事会公式議事録（6月） 4 2007年6月18日

97 理事会公式議事録（7月） 4 2007年7月18日

98 理事会公式議事録（8月） 3 2007年8月20日

99 理事会公式議事録（9月） 4 2007年9月24日

100 理事会公式議事録（10月） 3 2007年10月15日

101 理事会公式議事録（11月） 3 2007年11月16日

102 理事会公式議事録（12月） 3 2007年12月17日

103 理事会公式議事録（1月） 3 2008年1月21日

104 理事会公式議事録（3月） 3 2008年3月3日

105 理事会公式議事録（3月）第二回 3 2008年3月17日

106 理事会公式議事録（4月） 2 2008年4月21日

107 理事会公式議事録（6月） 2 2008年6月2日

108 理事会公式議事録（6月）第二回 3 2008年6月16日

109 理事会公式議事録（6月）第三回 3 2008年6月30日

110 理事会公式議事録（7月） 3 2008年7月14日

111 理事会公式議事録（7月）第二回 5 2008年7月28日

112 理事会公式議事録（8月） 3 2008年8月18日

113 理事会公式議事録（9月） 4 2008年9月15日

114 理事会公式議事録（10月） 6 2008年10月20日

115 理事会公式議事録（11月） 4 2008年11月17日

116 理事会公式議事録（12月） 4 2008年12月15日

117 理事会公式議事録（1月） 3 2009年1月23日

118 理事会公式議事録（2月） 3 2009年2月9日

119 理事会公式議事録（3月） 3 2009年3月16日

120 コミュニティレポート 4 2009年3月Ｘ日 BC

121 理事会公式議事録（4月） 4 2009年4月20日

122 コミュニティレポート 3 2009年4月X日 BC

123 メンバーシップレポート 1 2009年4月15日 BXT

124 プロモーションレポート 1 2009年4月X日

125 理事会公式議事録（5月） 2 2009年5月6日

126 理事会公式議事録（5月）第二回 4 2009年5月18日

127 理事会公式議事録（6月） 4 2009年6月15日

128 理事会公式議事録（7月） 4 2009年7月20日

129 理事会公式議事録（8月） 5 2009年8月24日

その他一般
General and Miscellaneous

2006年理事会

2007年理事会

2008年理事会

2009年理事会
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130 コミュニティレポート 1 2009年8月X日 BC

131 メンバーシップレポート 1 2009年8月X日 BXT

132 プロモーションレポート 1 2009年8月X日 NT

133 理事会公式議事録（9月） 5 2009年9月21日

134 メンバーシップレポート 1 2009年9月X日 BXT

135 プロモーションレポート 1 2009年9月X日

136 理事会公式議事録（10月） 4 2009年10月19日

137 コミュニティレポート 4 2009年10月3日

138 メンバーシップレポート 1 2009年10月14日 BXT

139 プロモーションレポート 2 2009年10月X日

140 理事会公式議事録（11月） 5 2009年11月16日

141 コミュニティレポート 1 2009年11月X日 BC

142 メンバーシップレポート 1 2009年11月X日 BXT

143 プロモーションレポート 1 2009年11月X日

144 理事会公式議事録（12月） 3 2009年12月21日

145 メンバーシップレポート 1 2009年12月X日 BXT

146 報道・メディアレポート 3 2009年12月X日 IM

147 プロモーションレポート 1 2009年12月X日

148 理事会公式議事録（1月） 3 2010年1月18日

149 コミュニティレポート 3 2010年1月Ｘ日 SQ

150 メンバーシップレポート 1 2010年1月Ｘ日

151 報道・メディアレポート 2 2010年1月Ｘ日

152 プロモーションレポート 1 2010年1月Ｘ日

153 理事会公式議事録（2月） 3 2010年2月15日

154 メンバーシップレポート 1 2010年2月Ｘ日

155 報道・メディアレポート 1 2010年2月Ｘ日

156 プロモーションレポート 1 2010年2月Ｘ日

157 理事会公式議事録（3月） 3 2010年3月15日

158 コミュニティレポート 1 2010年3月Ｘ日

159 メンバーシップレポート 1 2010年3月Ｘ日

160 報道・メディアレポート 1 2010年3月Ｘ日

161 プロモーションレポート 1 2010年3月Ｘ日

162 理事会公式議事録（4月） 3 2010年4月19日

163 コミュニティレポート 1 2010年4月Ｘ日

164 発展基金レポート 2 2010年4月Ｘ日

165 メンバーシップレポート 1 2010年4月Ｘ日

166 PM採用面接報告、人材紹介3社 2 2010年4月19日

167 プロモーションレポート 1 2010年4月Ｘ日

168 理事会公式議事録（6月） 3 2010年6月21日

169 発展基金レポート 2 2010年6月Ｘ日

170 メンバーシップレポート 1 2010年6月Ｘ日

171 プロモーションレポート 2 2010年6月Ｘ日

172 理事会公式議事録（7月） 4 2010年7月19日

173 プロモーションレポート 1 2010年7月Ｘ日

174 理事会公式議事録（8月） 4 2010年8月16日

175 メンバーシップレポート 1 2010年8月Ｘ日

176 報道・メディアレポート 1 2010年8月Ｘ日

177 執行役員会議公式議事録（9月） 4 2010年9月14日

178 理事会公式議事録（9月） 4 2010年9月20日

179 メンバーシップレポート 1 2010年9月X日

180 執行役員会議公式議事録（10月９ 4 2010年10月11日

181 理事会公式議事録（10月） 3 2010年10月18日

182 イベントレポート 4 2010年10月Ｘ日

183 メンバーシップレポート 1 2010年10月Ｘ日

184 商品販売レポート 2 2010年10月Ｘ日

185 プロモーションレポート 1 2010年10月Ｘ日

186 執行役員会議公式議事録（11月） 3 2010年11月8日

187 理事会公式議事録（11月） 4 2010年11月15日

188 コマーシャルレポート 2 2010年11月Ｘ日

189 メンバーシップレポート 1 2010年11月Ｘ日

190 商品販売レポート 3 2010年11月Ｘ日

191 プロモーションレポート 2 2010年11月Ｘ日

192 臨時理事会公式議事録 （12月）FA Cup3回戦進出によるTV放映について 2 2010年12月9日

193 理事会公式議事録（12月） 3 2010年12月13日

194 コマーシャルレポート 1 2010年12月Ｘ日

2009年理事会

2010年理事会
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195 プロモーションレポート 2 2010年12月Ｘ日

196 財務報告　FA CUP進出で収入が大幅に増えた 1 2010年12月Ｘ日

197 執行役員会議公式議事録（1月） 3 2011年1月10日

198 理事会公式議事録（1月） 5 2011年1月17日

199 コマーシャルレポート 1 2011年1月Ｘ日

200 イベントレポート 1 2011年1月Ｘ日

201 メンバーシップレポート 1 2011年1月Ｘ日

202 報道・メディアレポート 2 2011年1月Ｘ日

203 プロモーションレポート 2 2011年1月Ｘ日

204 執行役員会議公式議事録（2月） 2 2011年2月14日

205 理事会公式議事録（2月） 4 2011年2月21日

206 コマーシャルレポート 1 2011年2月Ｘ日

207 イベントレポート 1 2011年2月Ｘ日

208 メンバーシップレポート（グラフつき） 1 2011年2月Ｘ日

209 報道・メディアレポート 1 2011年2月Ｘ日

210 プロモーションレポート 1 2011年2月Ｘ日

211 執行役員会議公式議事録（3月） 3 2011年3月14日

212 理事会公式議事録（3月） 3 2011年3月21日

213 コマーシャルレポート 1 2011年3月Ｘ日

214 イベントレポート 2 2011年3月Ｘ日

215 メンバーシップレポート 1 2011年3月Ｘ日

216 報道・メディアレポート 1 2011年3月Ｘ日

217 プロモーションレポート 2 2011年3月Ｘ日

218 執行役員会議公式議事録（4月） 2 2011年4月11日

219 理事会公式議事録（4月） 3 2011年4月18日

220 コマーシャルレポート 1 2011年4月Ｘ日

221 イベントレポート 2 2011年4月Ｘ日

222 メンバーシップレポート 1 2011年4月Ｘ日

223 商品販売レポート 1 2011年4月Ｘ日

224 報道・メディアレポート 2 2011年4月Ｘ日

225 プロモーションレポート 2 2011年4月Ｘ日

226 執行役員会議公式議事録（5月） 2 2011年5月5日

227 理事会公式議事録（5月） 2 2011年5月9日

228 理事会公式議事録（5月）第二回 3 2011年5月16日

229 コマーシャルレポート 1 2011年5月Ｘ日

230 イベントレポート 1 2011年5月Ｘ日

231 報道・メディアレポート 1 2011年5月Ｘ日

232 プロモーションレポート 2 2011年5月Ｘ日

233 執行役員会議公式議事録（6月） 3 2011年6月20日

234 理事会公式議事録（6月） 3 2011年6月20日

235 コマーシャルレポート 1 2011年6月Ｘ日

236 イベントレポート 1 2011年6月Ｘ日

237 メンバーシップレポート 1 2011年6月Ｘ日

238 報道・メディアレポート（Mostonでの地域住民とのセミナー報告あり） 2 2011年6月Ｘ日

239 プロモーションレポート 1 2011年6月Ｘ日

240 執行役員会議公式議事録（7月） 2 2011年7月18日

241 理事会公式議事録（7月） 3 2011年7月18日

242 コマーシャルレポート 2 2011年7月Ｘ日

243 メンバーシップレポート 1 2011年7月Ｘ日

244 報道・メディアレポート 1 2011年7月Ｘ日

245 プロモーションレポート 1 2011年7月Ｘ日

246 執行役員会議公式議事録（8月） 3 2011年8月8日

247 理事会公式議事録（8月） 5 2011年8月15日

248 コマーシャルレポート 1 2011年8月X日

249 イベントレポート 1 2011年8月X日

250 メンバーシップレポート 1 2011年8月X日

251 報道・メディアレポート 2 2011年8月X日

252 プロモーションレポート 1 2011年8月X日

253 執行役員会議公式議事録（9月） 3 2011年9月12日

254 理事会公式議事録（9月） 4 2011年9月19日

255 コマーシャルレポート 1 2011年9月Ｘ日

256 コミュニティレポート 2 2011年9月Ｘ日

257 イベントレポート 2 2011年9月Ｘ日

258 メンバーシップレポート 1 2011年9月Ｘ日

259 報道・メディアレポート 1 2011年9月Ｘ日

2011年理事会

2010年理事会
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260 プロモーションレポート 1 2011年9月Ｘ日

261 執行役員会議公式議事録（10月） 3 2011年10月10日

262 理事会公式議事録（10月） 4 2011年10月17日

263 コマーシャルレポート 1 2011年10月Ｘ日

264 コミュニティレポート 2 2011年10月Ｘ日

265 イベントレポート 1 2011年10月Ｘ日

266 メンバーシップレポート 1 2011年10月Ｘ日

267 プロモーションレポート 1 2011年10月Ｘ日

268 執行役員会議公式議事録（11月） 3 2011年11月14日

269 理事会公式議事録（11月） 5 2011年11月21日

270 コマーシャルレポート 1 2011年11月Ｘ日

271 コミュニティレポート 3 2011年11月Ｘ日

272 メンバーシップレポート 1 2011年11月Ｘ日

273 プロモーションレポート 1 2011年11月Ｘ日

274 執行役員会議公式議事録（12月） 3 2011年12月12日

275 理事会公式議事録（12月） 5 2011年12月19日

276 コマーシャルレポート 1 2011年12月Ｘ日

277 コミュニティレポート 3 2011年12月Ｘ日

278 イベントレポート 3 2011年12月Ｘ日

279 メンバーシップレポート 1 2011年12月Ｘ日

280 報道・メディアレポート 2 2011年12月Ｘ日

281 プロモーションレポート 1 2011年12月Ｘ日

282 執行役員会議公式議事録（1月） 3 2012年1月9日

283 理事会公式議事録（1月）　Away Day 6 2012年1月17日

284 コマーシャルレポート 1 2012年1月Ｘ日

285 イベントレポート 2 2012年1月Ｘ日

286 メンバーシップレポート 1 2012年1月Ｘ日

287 報道・メディアレポート 3 2012年1月9日

288 プロモーションレポート 1 2012年1月Ｘ日

289 Secretary Report (選手登録違反に対するFAからの処分の件） 1 2012年1月Ｘ日

290 理事会公式議事録（2月）（スタジアムに関して） 3 2012年2月6日

291 執行役員会議公式議事録（2月） 3 2012年2月13日

292 理事会公式議事録（2月）第二回（スタジアムに関して） 5 2012年2月20日

293 コマーシャルレポート 1 2012年2月Ｘ日

294 コミュニティレポート 3 2012年2月Ｘ日

295 イベントレポート 2 2012年2月Ｘ日

296 メンバーシップレポート 1 2012年2月Ｘ日

297 報道・メディアレポート 2 2012年2月Ｘ日

298 プロモーションレポート 1 2012年2月Ｘ日

299 執行役員会議公式議事録（3月） 3 2012年3月12日

300 理事会公式議事録（3月） 7 2012年3月19日

301 コマーシャルレポート 1 2012年3月Ｘ日

302 コミュニティレポート 3 2012年3月Ｘ日

303 メンバーシップレポート 1 2012年3月Ｘ日

304 報道・メディアレポート 2 2012年3月Ｘ日

305 プロモーションレポート 1 2012年3月Ｘ日

306 執行役員会議公式議事録（4月） 2 2012年4月10日

307 理事会公式議事録（4月） 5 2012年4月16日

308 コマーシャルレポート 1 2012年4月Ｘ日

309 コミュニティレポート 3 2012年4月Ｘ日

310 イベントレポート 3 2012年4月Ｘ日

311 メンバーシップレポート 1 2012年4月Ｘ日

312 報道・メディアレポート 2 2012年4月Ｘ日

313 プロモーションレポート 1 2012年4月Ｘ日

314 執行役員会議公式議事録（5月） 3 2012年5月14日

315 理事会公式議事録（5月） 4 2012年5月21日

316 コマーシャルレポート 1 2012年5月Ｘ日

317 イベントレポート 2 2012年5月Ｘ日

318 メンバーシップレポート 1 2012年5月Ｘ日

319 報道・メディアレポート 2 2012年5月Ｘ日

320 執行役員会議公式議事録（6月） 2 2012年6月11日

321 理事会公式議事録（6月） 5 2012年6月18日

322 コマーシャルレポート 1 2012年6月Ｘ日

323 コミュニティレポート 4 2012年6月Ｘ日

324 メンバーシップレポート 1 2012年6月Ｘ日

2011年理事会

2012理事会



表		II-1-1 FCUM 経営資料一覧 印刷日：2018/1/8

Macintosh HD:Users:renfeng:Documents:博士論文:最終稿3＿公開用:II章 表II-1-1経営資料公開用.xlsx表II-1-1公開用 87-6

NO. トップフォルダー 内容 ページ
数

発行日
或いは開催日

作成者

325 報道・メディアレポート 2 2012年6月Ｘ日

326 プロモーションレポート 1 2012年6月Ｘ日

327 執行役員会議公式議事録（7月） 3 2012年7月9日

328 理事会公式議事録（7月） 4 2012年7月16日

329 コマーシャルレポート 1 2012年7月Ｘ日

330 コミュニティレポート 3 2012年7月Ｘ日

331 イベントレポート 3 2012年7月Ｘ日

332 メンバーシップレポート（グラフつき） 1 2012年7月Ｘ日

333 報道・メディアレポート 1 2012年7月Ｘ日

334 プロモーションレポート 1 2012年7月Ｘ日

335 執行役員会議公式議事録（8月） 2 2012年8月13日

336 理事会公式議事録（8月） 5 2012年8月20日

337 コマーシャルレポート 1 2012年8月Ｘ日

338 イベントレポート 2 2012年8月Ｘ日

339 メンバーシップレポート 1 2012年8月Ｘ日

340 商品販売レポート 1 2012年8月Ｘ日

341 目標管理レポート（業務成果チェック表） 1 2012年8月12日

342 報道・メディアレポート 1 2012年8月Ｘ日

343 執行役員会議公式議事録（9月） 3 2012年9月3日

344 理事会公式議事録（9月） 4 2012年9月17日

345 コマーシャルレポート 2 2012年9月Ｘ日

346 コミュニティレポート 2 2012年9月Ｘ日

347 イベントレポート 2 2012年9月Ｘ日

348 メンバーシップレポート 1 2012年9月Ｘ日

349 目標管理レポート 1 2012年9月12日

350 プロモーションレポート 1 2012年9月Ｘ日

351 執行役員会議公式議事録（10月） 3 2012年10月4日

352 理事会公式議事録（10月） 5 2012年10月15日

353 コマーシャルレポート 1 2012年10月Ｘ日

354 コミュニティレポート 2 2012年10月Ｘ日

355 イベントレポート 2 2012年10月Ｘ日

356 メンバーシップレポート 1 2012年10月Ｘ日

357 目標管理レポート 1 2012年10月12日

358 報道・メディアレポート 2 2012年10月4日

359 プロモーションレポート 1 2012年10月Ｘ日

360 執行役員会議公式議事録（11月） 2 2012年11月1日

361 理事会公式議事録（11月） 6 2012年11月19日

362 コマーシャルレポート 1 2012年11月Ｘ日

363 コミュニティレポート 4 2012年11月Ｘ日

364 メンバーシップレポート 1 2012年11月Ｘ日

365 報道・メディアレポート 2 2012年11月Ｘ日

366 SDが主催してCorkで開かれた市民クラブのガバナンスに関する会議の報告書 3 2012年11月10日

367 執行役員会議公式議事録（12月） 3 2012年12月6日

368 理事会公式議事録（12月） 5 2012年12月17日

369 コマーシャルレポート 1 2012年12月Ｘ日

370 コミュニティレポート 3 2012年12月Ｘ日

371 イベントレポート 1 2012年12月Ｘ日

372 メンバーシップレポート 1 2012年12月Ｘ日

373 目標管理レポート 1 2012年12月12日

374 プロモーションレポート 2 2012年12月Ｘ日

375 執行役員会議公式議事録（1月） 3 2013年1月3日

376 理事会公式議事録（1月） 4 2013年1月18日

377 理事会公式議事録 （1月）Away Day (不完全） 2 2013年1月18日

378 コマーシャルレポート 1 2013年1月Ｘ日

379 FCUMラジオ月報 12 2013年1月Ｘ日

380 メンバーシップレポート（グラフつき） 1 2013年1月Ｘ日

381 目標管理レポート 1 2013年1月13日

382 報道・メディアレポート 1 2013年1月Ｘ日

383 プロモーションレポート 1 2013年1月Ｘ日

384 理事会公式議事録（2月）(外部コンサルによる会議効率化指導） 2 2013年2月10日

385 執行役員会議公式議事録（2月） 2 2013年2月14日

386 理事会公式議事録（2月）第二回 4 2013年2月25日

387 GＭレポート(新たに作成されることになった） 3 2013年2月Ｘ日 Andy Walsh

388 事務局長報告(新たに作成されることになった） 1 2013年2月Ｘ日 MI

389 コマーシャルレポート 1 2013年2月Ｘ日

2012理事会

2013年理事会
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390 コミュニティレポート 4 2013年2月Ｘ日

391 イベントレポート 1 2013年2月Ｘ日

392 FCUMラジオ月報　スライド 8 2013年2月Ｘ日

393 フットボールレポート 2 2013年2月Ｘ日

394 グラウンドレポート 1 2013年2月Ｘ日

395 メンバーシップレポート 1 2013年2月Ｘ日

396 目標管理レポート 1 2013年2月13日

397 プロモーションレポート 2 2013年2月Ｘ日

398 執行役員会議公式議事録（3月） 3 2013年3月14日

399 理事会公式議事録（3月） 3 2013年3月25日

400 グラウンドレポート (GM's レポート) 2 2013年3月Ｘ日 Andy Walsh

401 事務局長報告 2 2013年3月Ｘ日 MI

402 コマーシャルレポート 1 2013年3月Ｘ日

403 コミュニティレポート 3 2013年3月Ｘ日

404 イベントレポート 2 2013年3月Ｘ日

405 FCUMラジオ月報 8 2013年3月Ｘ日

406 フットボールレポート 1 2013年3月Ｘ日

407 メンバーシップレポート 1 2013年3月Ｘ日

408 商品販売レポート 1 2013年3月Ｘ日

409 目標管理レポート 1 2013年3月13日

410 報道・メディアレポート 2 2013年3月15日

411 プロモーションレポート 1 2013年3月Ｘ日

412 執行役員会議公式議事録（４月） 2 2013年4月11日

413 理事会公式議事録（4月） 4 2013年4月22日

414 ＧＭレポート 2 2013年4月Ｘ日 Andy Walsh

415 事務局長報告 2 2013年4月Ｘ日 MI

416 コマーシャルレポート 1 2013年4月Ｘ日

417 コミュニティレポート 4 2013年4月Ｘ日

418 イベントレポート 3 2013年4月Ｘ日

419 フットボールレポート 2 2013年4月22日

420 メンバーシップレポート 1 2013年4月Ｘ日

421 商品販売レポート 1 2013年4月Ｘ日

422 目標管理レポート 1 2013年4月13日

423 プロモーションレポート 1 2013年4月Ｘ日

424 理事会公式議事録（5月） 4 2013年5月28日

425 事務局長報告（5月） 3 2013年5月Ｘ日 MI

426 コミュニティレポート 2 2013年5月Ｘ日

427 イベントレポート 2 2013年5月Ｘ日

428 フットボールレポート 2 2013年5月Ｘ日

429 メンバーシップレポート 1 2013年5月Ｘ日

430 商品販売レポート 1 2013年5月Ｘ日

431 プロモーションレポート 1 2013年5月Ｘ日

432 ボランティアとサポーター担当者レポート 1 2013年5月Ｘ日 EM

433 執行役員会議公式議事録（6月） 2 2013年6月13日

434 理事会公式議事録（6月） 4 2013年6月24日

435 ＧＭレポート 2 2013年6月Ｘ日 Andy Walsh

436 事務局長報告 2 2013年6月Ｘ日 MI

437 コマーシャルレポート 2 2013年6月Ｘ日

438 コミュニティレポート 3 2013年6月Ｘ日 SQ

439 イベントレポート 3 2013年6月Ｘ日

440 フットボールレポート 2 2013年6月Ｘ日 BXT

441 Guidance for Moderators (会議の進め方のガイダンス資料） 2 2013年6月Ｘ日

442 Members Forum House Rules（メンバーフォーラム内部規則） 1 2013年6月Ｘ日

443 Members Forum Monitoring Protocol（メンバーフォーラムモニタリング規定） 1 2013年6月Ｘ日

444 プロモーションレポート 2 2013年6月Ｘ日

445 ボランティアとサポーター担当者レポート 1 2013年6月Ｘ日 EM

446 理事会公式議事録（7月） 3 2013年7月22日

447 コミュニティレポート 2 2013年7月Ｘ日 SQ

448 発展基金レポート 1 2013年7月Ｘ日 QC

449 フットボールレポート 2 2013年7月Ｘ日 BXT

450 Guide to The FA Owners' and Directors' Tes Regulations August 2013 4 2013年7月24日

451 メンバーシップレポート 1 2013年7月Ｘ日

452 The FA Owners' & Directors' Test Regulations FAによるクラブ理事資格試験規定 2 2013年7月29日

453 ボランティアとサポーター担当者レポート 2 2013年7月Ｘ日 EM

454 執行役員会議公式議事録（8月） 2 2013年8月8日

2013年理事会
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455 理事会公式議事録（8月） 3 2013年8月19日

456 理事会公式議事録（8月）（修正倍） 3 2013年8月19日

457 ＧＭレポート 2 2013年8月Ｘ日 Andy Walsh

458 事務局長報告 4 2013年8月Ｘ日 MI

459 コマーシャルレポート 2 2013年8月Ｘ日 NC

460 コミュニティレポート 2 2013年8月Ｘ日 SQ

461 渉外・パートナーシップレポート(新） 1 2013年8月Ｘ日 LS

462 フットボールレポート 1 2013年8月Ｘ日 BXT

463 メンバーシップレポート 1 2013年8月Ｘ日 UT

464 報道・メディアレポート 2 2013年8月Ｘ日 BX

465 プロモーションレポート 1 2013年8月Ｘ日

466 理事会公式議事録（9月） 2 2013年9月12日

467 ＧＭレポート 5 2013年9月Ｘ日 Andy Walsh

468 事務局長報告 1 2013年9月Ｘ日 MI

469 コマーシャルレポート 1 2013年9月Ｘ日 NC

470 コミュニティレポート 3 2013年9月Ｘ日 SQ

471 発展基金レポート 1 2013年9月Ｘ日 QC

472 イベントレポート 2 2013年9月Ｘ日 WU

473 フットボールレポート 2 2013年9月Ｘ日 BXT

474 メンバーシップレポート 1 2013年9月Ｘ日 UT

475 商品販売レポート 1 2013年9月Ｘ日 TQ

476 目標管理レポート 1 2013年9月13日 BXT

477 プロモーションレポート 1 2013年9月Ｘ日 NT

478 ボランティアとサポーター担当者レポート 1 2013年9月Ｘ日 EM

479 執行役員会議公式議事録（10月） 2 2013年10月10日

480 理事会公式議事録（10月） 2 2013年10月14日

481 理事会公式議事録（10月）第二回 3 2013年10月28日

482 事務局長報告 1 2010年10月Ｘ日 MI

483 コマーシャルレポート 1 2013年10月Ｘ日 NC

484 発展基金レポート 1 2013年10月Ｘ日 QC

485 イベントレポート 2 2013年10月Ｘ日 WU

486 渉外・パートナーシップレポート 1 2013年10月Ｘ日 LS

487 フットボールレポート 2 2013年10月Ｘ日 BXT

488 メンバーシップレポート 1 2013年10月Ｘ日 UT

489 商品販売レポート 1 2013年10月Ｘ日 TQ

490 目標管理レポート 1 2013年10月13日 BXT

491 プロモーションレポート 1 2013年10月Ｘ日 NT

492 理事会公式議事録（11月） 4 2013年11月25日

493 事務局長報告 3 2013年11月Ｘ日 MI

494 コマーシャルレポート 1 2013年11月Ｘ日 NC

495 コミュニティレポート 3 2013年11月Ｘ日 SQ

496 イベントレポート 1 2013年11月Ｘ日 WU

497 フットボールレポート 2 2013年11月Ｘ日 BXT

498
Manchester FAのASPIR(Active, supporting, Promoting, Inspiring, Real Evolution)活動参加呼
びかけパンフレット 12 2013年11月Ｘ日

499 メンバーシップレポート 1 2013年11月Ｘ日 UT

500 商品販売レポート 1 2013年11月Ｘ日 TQ

501 目標管理レポート 1 2013年11月13日 BXT

502 プロモーションレポート 1 2013年11月Ｘ日

503 会計報告手順＆日程表 1 2013年11月Ｘ日

504 執行役員会議公式議事録（1月） 2 2014年1月9日

505 理事会公式議事録 （1月）Away Day 15 2014年1月15日

506 臨時理事会公式議事録 2 2014年1月25日

507 執行役員会議公式議事録 2 2014年1月29日

508 事務局長報告 3 2014年1月Ｘ日 MI

509 コマーシャルレポート 2 2014年1月Ｘ日 NC

510 イベントレポート 3 2014年1月Ｘ日 WU

511 FC2K(2000)キャンペーンのメンバー向け資料。平均観客数2000人実現を！ 42 2014年1月Ｘ日

512 フットボールレポート 1 2014年1月Ｘ日 BXT

513 商品販売レポート 2 2014年1月Ｘ日 TQ

514 目標管理レポート 1 2014年1月14日 BXT

515 報道・メディアレポート 2 2014年1月Ｘ日 BT

516 プロモーションレポート 1 2014年1月Ｘ日

517 理事会公式議事録（2月） 3 2014年2月24日

518 事務局長報告 2 2014年2月Ｘ日 MI

2013年理事会

2014年理事会
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519 コマーシャルレポート 1 2014年2月Ｘ日 NC

520 発展基金レポート 1 2014年2月Ｘ日 QC

521 フットボールレポート 2 2014年2月Ｘ日 BXT

522 ＧＭレポート 1 2014年2月Ｘ日

523 メンバーシップレポート 1 2014年2月Ｘ日

524 目標管理レポート 1 2014年2月14日 BXT

525 試合警備レポート 1 2014年2月Ｘ日 BI

526 理事会公式議事録（3月） 4 2014年3月24日

527 コミュニティレポート 4 2014年3月Ｘ日 SQ

528 発展基金レポート 1 2014年3月Ｘ日 QC

529 試合日運営レポート 1 2014年3月Ｘ日 QT

530 メンバーシップレポート 1 2014年3月Ｘ日 UT

531 People's History Museum におけるFC Unitedの展示報告 2 2014年3月Ｘ日 KO

532 理事会公式議事録（4月） 5 2014年4月28日

533 ＧＭレポート 3 2014年4月Ｘ日 Andy Walsh

534 事務局長報告 2 2014年4月Ｘ日 MI

535 コミュニティレポート 4 2014年4月Ｘ日 SQ

536 発展基金レポート 1 2014年4月Ｘ日 QC

537 メンバーシップレポート 1 2014年4月Ｘ日 UT

538 目標管理レポート 1 2014年4月14日 BXT

539 報道・メディアレポート 2 2014年4月27日 BX

540 ボランティアとサポーター担当者レポート（問題あり） 1 2014年4月Ｘ日 EM

541 Women's Place活動に関する報告書 2 2014年4月Ｘ日 LS

542 理事会繁忙状況に置ける議題の取り上げ方についての提案 1 2014年4月Ｘ日 LS

543 理事会公式議事録（6月） 4 2014年6月2日

544 ＧＭレポート、スタジアム進捗状況 2 2014年5月Ｘ日

545 事務局長報告 1 2014年5月Ｘ日 MI

546 コミュニティレポート 4 2014年5月Ｘ日 SQ

547 発展基金レポート 1 2014年5月Ｘ日 QC

548 フットボールレポート 1 2014年5月Ｘ日 BXT

549 メンバーシップレポート 1 2014年5月Ｘ日 UT

550 目標管理レポート 1 2014年5月14日 BTX

551 理事会公式議事録（7月） Away Day 5 2014年7月23日

552 事務局長報告 1 2014年7月Ｘ日 MI

553 フットボールレポート 2 2014年7月Ｘ日 BXT

554 理事会公式議事録（8月） 5 2014年8月26日

555 事務局長報告 3 2014年8月Ｘ日 MI

556 フットボールレポート 2 2014年8月Ｘ日 BXT

557 Living Wage Foundationの紹介資料 1 2014年8月Ｘ日

558 Living Wage Foundationの紹介資料 15 2014年8月Ｘ日

559 メンバーシップレポート 1 2014年8月Ｘ日 UT

560 ボランティアとサポーター担当者レポート（問題あり） 2 2014年8月Ｘ日 EM

561 理事会公式議事録（9月） 5 2014年9月22日

562 事務局長報告 1 2014年9月Ｘ日 MI

563 AGMの式次第確認 2 2014年9月Ｘ日

564 FCUM Broadcasting Update(TV, Radio, etc.,) 3 2014年9月Ｘ日 CI

565 フットボールレポート 2 2014年9月Ｘ日 BXT

566 メンバーシップレポート 1 2014年9月Ｘ日 UT

567 目標管理レポート 1 2014年9月14日 BXT

568 スタジアムにおけるパレスチナ国旗の扱いについての確認書 1 2014年9月Ｘ日

569 理事会公式議事録（10月） 5 2014年10月27日

570 ＧＭレポート 2 2014年10月Ｘ日 Andy Walsh

571 事務局長報告 2 2014年10月Ｘ日 MI

572 クラブおよび営業開発レポート 4 2014年10月Ｘ日 BU

573 Community & Sports Development Board Report(対外向けプレゼン資料） 16 2014年10月Ｘ日

574 コミュニティレポート 3 2014年10月Ｘ日 SQ

575 フットボールレポート 2 2014年10月Ｘ日 BXT

576 Manchester FAとの打ち合わせ報告 1 2014年10月Ｘ日 KL

577 Member Engagementについての報告書 2 2014年10月Ｘ日

578 メンバーシップレポート 1 2014年10月Ｘ日 UT

579 目標管理レポート 1 2014年10月14日 BXT

580 理事会正式議事録（11月） 4 2014年11月24日

581 ＧＭレポート 2 2014年11月Ｘ日 Andy Walsh

582 事務局長報告 3 2014年11月Ｘ日 MI

583 Benevolent Innury Fund 　怪我をしたプレーヤーのための基金の提案書 2 2014年11月Ｘ日

2014年理事会



表		II-1-1 FCUM 経営資料一覧 印刷日：2018/1/8

Macintosh HD:Users:renfeng:Documents:博士論文:最終稿3＿公開用:II章 表II-1-1経営資料公開用.xlsx表II-1-1公開用 87-10

NO. トップフォルダー 内容 ページ
数

発行日
或いは開催日

作成者

584 クラブおよび営業開発レポート 3 2014年11月Ｘ日

585 コミュニティレポート 4 2014年11月24日

586 フットボールレポート（親善試合を行う場合の原則について） 2 2014年11月24日 BXT

587 メンバーシップレポート 1 2014年11月Ｘ日 UT

588 目標管理レポート 1 2014年11月14日 BXT

589 理事会議題予告（新） 1 2014年12月15日

590 理事会公式議事録（12月） 4 2014年12月15日

591 クラブおよび営業開発レポート 2 2014年12月10日

592 Community & Sports Development Board Report総会向けプレゼン資料 19 2014年12月Ｘ日 QC

593 コミュニティレポート 3 2014年12月Ｘ日 SQ

594 フットボールレポート(関連組織図あり） 3 2014年12月15日 BXT

595 目標管理レポート 1 2014年12月14日 BXT

596 借入金の金利についての報告 1 2014年12月Ｘ日

597 クラブ内のコミュニケーションを改善するための委員会の報告 2 2014年12月Ｘ日 BT

598 理事会公式議事録（4月） 6 2015年4月20日

599 理事会公式議事録（5月） 3 2015年5月26日

600 理事会公式議事録（6月） 6 2015年6月22日

601 議事録速報版（7月）　Away Day 1 2015年7月22日

602 理事会公式議事録（7月） 6 2015年7月22日

603 支部レポート 2 2015年7月Ｘ日 EM

604 コミュニティレポート 3 2015年7月Ｘ日 BD

605 フットボールレポート 1 2015年7月Ｘ日 BXT

606 Friends of Greater Manchester Law Centre 新しい法律センター建設の呼びかけ 1 2015年7月Ｘ日

607 新しい法律センター建設パンフレット 1 2015年7月Ｘ日

608 サポーター支部憲章（案） 4 2015年7月Ｘ日

609 スタジアム建設状況チェックリスト 1 2015年7月Ｘ日

610 スタジアム追加コストリスト 1 2015年7月Ｘ日

611 理事会公式議事録（8月） 6 2015年8月24日

612 ＧＭレポート 4 2015年8月Ｘ日 Andy Walsh

613 代理事務局長報告 1 2015年8月24日 KF

614 コミュニティレポート 4 2015年8月Ｘ日 BD

615 フットボールレポート 4 2015年8月Ｘ日 BXT

616 メンバーシップレポート 1 2015年8月Ｘ日 UT

617 目標管理レポート 1 2015年8月15日 BXT

618 基金報告 2 2015年8月21日 BX

619 理事会公式議事録（9月） 5 2015年9月28日

620 ＧＭレポート 2 2015年9月Ｘ日 Andy Walsh

621 代理事務局長報告 1 2015年9月Ｘ日 KF

622 AGM開催予定　日程表 1 2015年9月Ｘ日

623 クラブおよび営業開発レポート 3 2015年9月23日

624 コミュニティレポート 4 2015年9月Ｘ日 BD

625 フットボールレポート 2 2015年9月Ｘ日 BXT

626 Friends of Greater Manchester Law Centre 新しい法律センター建設の呼びかけ 1 2015年9月Ｘ日

627 Livingwage Employer採用に関しての報告；最低賃金制の導入？ 1 2015年9月Ｘ日 Andy Walsh

628 メンバー会議議題 1 2015年10月4日

629 メンバーシップレポート 1 2015年9月Ｘ日 UT

630 目標管理レポート 1 2015年9月15日 BXT

631 新しい法律センター建設パンフレット 1 2015年9月Ｘ日

632 新しい法律センタ申請書 1 2015年9月Ｘ日

633 基金状況報告 3 2015年9月24日 BX

634 中断された試合の扱いについての規則 1 2015年9月Ｘ日

635 マンチェスターサッカー協会との打ち合わせ報告 1 2015年9月24日 KL

636 理事会公式議事録（10月） 2 2015年10月26日

637 ＧＭレポート 2 2015年10月Ｘ日 Andy Walsh

638 AGM議案（案） 3 2015年10月Ｘ日

639 クラブおよび営業開発レポート 3 2015年10月Ｘ日 BU

640 コミュニティレポート 4 2015年10月Ｘ日 BD

641 FCUM機会均等原則 1 2015年10月Ｘ日

642 フットボールレポート 2 2015年10月Ｘ日 BXT

643 目標管理レポート 1 2015年10月15日 BXT

644 飲食に対するコメントの報告 1 2015年10月Ｘ日

645 親善試合開催要項 1 2015年10月Ｘ日 BXT

646 年次報告書ドラフト 8 2015年10月Ｘ日

647 マンチェスターサッカー協会との打ち合わせ報告 1 2015年10月Ｘ日 KL

648 理事会公式議事録（11月） 6 2015年11月23日

2014年理事会

2015年理事会
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649 GMレポート 3 2015年11月Ｘ日 Andy Walsh

650 事務局長報告 2 2015年11月Ｘ日 MI

651 クラブおよび営業開発レポート 3 2015年11月Ｘ日 BU

652 Co-op Practitioners Forum参加報告書 6 2015年11月19日 MI

653 コミュニティレポート 5 2015年11月Ｘ日 BD

654 フットボールレポート 2 2015年11月Ｘ日 BXT

655 メンバーシップレポート 1 2015年11月Ｘ日 UT

656 目標管理レポート 1 2015年11月15日 BXT

657 理事会公式議事録（12月）（施設会社） 2 2015年12月21日

658 理事会公式議事録（12月）（クラブ） 6 2015年12月21日

659 ＧＭレポート 6 2015年12月Ｘ日 Andy Walsh

660 事務局長報告 3 2015年12月Ｘ日 MI

661 クラブおよび営業開発レポート 2 2015年12月Ｘ日

662 コミュニティレポート 5 2015年12月Ｘ日 BD

663 フットボールレポート 2 2015年12月Ｘ日 BXT

664 目標管理レポート 1 2015年12月15日 BXT

665 基金状況報告 4 2015年12月16日 BX

666 放送に関する諸規定 9 2015年12月Ｘ日

667 理事会公式議事録（1月）(基本方針確認　速報版） 13 2016年1月29日

668 理事会公式議事録（1月）(基本方針確認　最終版） 7 2016年1月29日

669 事務局長報告(.doc) 1 2016年1月Ｘ日 MI

670 事務局長報告(.pdf) 2 2016年1月Ｘ日 MI

671 クラブおよび営業開発レポート 2 2016年1月Ｘ日 BU

672 クラブおよび営業開発レポート 2 2016年1月22日

673 コミュニティレポート 5 2016年1月Ｘ日 BD

674 コミュニティレポート 4 2016年1月Ｘ日 BD

675 Finance and Risk Committeeの目的と機能 2 2016年1月Ｘ日

676 フットボールレポート 2 2016年1月Ｘ日 BXT

677 フットボールレポート 2 2016年1月29日 BXT

678 目標管理レポート 1 2016年1月Ｘ日 BXT

679 基金状況報告 4 2016年1月26日 BX

680 仲裁機関Co-operatives UK社資料（相談方法） 2 2015年12月1日

681 マンチェスター市サッカー協会活動報告(.docx) 2 2016年1月12日 KL

682 マンチェスター市サッカー協会活動報告(.pdf) 2 2016年1月Ｘ日 KL

683 理事会議題予告（施設会社） 1 2016年2月29日

684 理事会議題予告（クラブ） 1 2016年2月29日

685 理事会公式議事録（2月） 7 2016年2月22日

686 ＧＭレポート 4 2016年2月Ｘ日 Andy Walsh

687 クラブおよび営業開発レポート 3 2016年2月17日

688 Cmplaint Procedure草稿 6 2016年2月Ｘ日 BT

689 コミュニティレポート 4 2016年2月Ｘ日

690 Governance Committee設立趣旨 2 2016年2月Ｘ日

691 Governance Committeeの報告 5 2016年2月Ｘ日

692 目標管理レポート 2 2016年2月1日 BXT

693 基金状況報告 3 2016年2月19日 BX

694 スタジアム改善についての報告 3 2016年2月Ｘ日 BC

695 理事会公式議事録（3月） 9 2016年3月21日

696 理事会公式議事録（3月） 5 2016年3月29日

697 事務局長報告(人種差別発言） 1 2016年3月Ｘ日 MI

698 クラブおよび営業開発レポート 5 2016年3月23日

699 コミュニティレポート 4 2016年3月Ｘ日 BD

700 基金状況報告 2 2016年3月29日 BX

701 理事会公式議事録（4月） 5 2016年4月25日

702 コミュニティレポート 4 2016年4月Ｘ日

703 フットボールレポート 1 2016年4月25日 BXT

704 目標管理レポート 2 2016年4月1日 BXT

705 コミュニティレポート 5 2016年5月Ｘ日 BD

706 事務部門長報告 1 2016年6月17日 KF

707 コミュニティ活動に関する報告書 5 2016年6月Ｘ日

708 マンチェスター市サッカー協会活動報告 1 2016年6月1日

709 理事会議題予告（クラブ） 1 2016年7月6日

710 理事会議事録速報版（7月） 4 2016年7月6日

711 理事会公式議事録（7月） 5 2016年7月6日

712 理事会議題予告（クラブ） 1 2016年7月25日

713 理事会議事録速報版（7月）第二回 8 2016年7月25日

2015年理事会

2016年理事会
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714 理事会議事録公式版（7月）第二回 8 2016年7月25日

715 Governance Team創設提案書 1 2016年7月19日 BO

716 事務運営改善の検討書 4 2016年7月21日 QU

717 理事会議題予告(施設会社） 1 2016年8月22日

718 理事会議事録速報版（8月） 8 2016年8月22日

719 理事会議事録公式版（8月） 5 2016年8月22日

720 理事会議題予告（施設会社） 1 2016年9月26日

721 理事会議題予告（クラブ） 1 2016年9月26日

722 理事会議事録速報版（9月） 8 2016年9月26日

723 コミュニティレポート 4 2016年9月Ｘ日 BD

724 Governance Comimitteeの再構築について 4 2016年9月Ｘ日 BO

725 ＩＴレポート 2 2016年9月21日 KC

726 メンバーシップレポート 2 2016年9月21日 HC/QD

727 商品販売レポート 2 2016年9月Ｘ日 TN

728 Sponsorship & Advertising update 旧理事会の活動のレビュー 7 2016年9月Ｘ日 BT

729 スポーツ発展レポート(新） 3 2016年9月22日 UD

730 基金状況報告(7-9月) 3 2016年9月24日 QD/OFT

731 財務報告（7-9月） Finance & Risk Committeeの報告込み 2 2016年9月Ｘ日 UX

732 人事報告(7-9月) 3 2016年9月Ｘ日 QU

733 チーム状況の報告(7-9月） 4 2016年9月21日 KC

734 ボランティア報告2016 1 2016年9月Ｘ日

735 理事会議題予告 3 2016年10月24日

736 理事会議事録速報版（10月） 9 2016年10月24日

737 理事会議事録速報版（10月）第二回 6 2016年10月29日

738 コミュニティレポート 5 2016年10月Ｘ日 BD

739 メンバーシップ、シーズンチケット、サポーターグループ、支部に関するレポート 2 2016年10月23日 HC/QD

740 商品販売レポート 1 2016年10月24日 TN

741 スポーツ発展レポート 3 2016年10月Ｘ日

742 基金とイベントのレビュー 2 2016年10月23日 QD/OFT

743 次回AGM運営上のガバナンスの話題いくつか 2 2016年10月23日 BT

744 人事報告 1 2016年10月Ｘ日 QU

745 スポンサー不足。Gambling Firmsを受け入れようという議論が 3 2016年10月24日 BT/TL

746 ボランティア報告 1 2016年10月Ｘ日 QC

747 理事会議題予告 1 2016年11月28日

748 理事会議事録（11月） 8 2016年11月28日

749 CEOレポート　就任直後の状況把握と今後の方針 5 2016年11月29日

750 コミュニティレポート 3 2016年11月Ｘ日 BD

751 マーケティングレポート（新） 2 2016年11月Ｘ日

752 スポーツ発展レポート 2 2016年11月Ｘ日 UD

753 人事報告 1 2016年11月Ｘ日 WX

754 東側スタンド増築プロジェクト状況報告 2 2016年11月Ｘ日

755 CEO レポート 6 2016年12月19日 ED

756 事務局長報告 1 2016年12月Ｘ日 WX

757 2017年3月開催予定のGM開催通知書 8 2016年12月Ｘ日 WX

758 AGMでのプレゼンテーションスライド 36 2016年12月4日

759 コミュニティレポート 3 2016年12月Ｘ日 BD

760 FC United Policy- Safeguarding Children: 児童保護ポリシー 6 2016年12月Ｘ日

761 スポーツ発展レポート 2 2016年12月16日 UD

762 AGM 2006 2006AGM公式議事録 7 2006年10月31日

763 GM 2007 GM公式議事録 10 2007年3月20日

764 AGM 2007 AGM公式議事録 6 2007年10月28日

765 GM 2008 GM公式議事録 8 2008年4月13日

766 AGM 2008 AGM公式議事録 7 2008年10月23日

767 GMの議題通知 2 2009年3月5日 MS

768 GM議事説明書 3 2009年3月Ｘ日

769 GM公式議事録 5 2009年3月29日

770 代理人による投票用紙様式 1 2009年3月Ｘ日

771 AGM開催通知と関連資料送付のレター 2 2009年10月5日 MS

772 AGMでの理事立候補と議題提出の呼びかけ 2 2009年9月8日 MS

773 AGMの議題通知 1 2009年10月5日 MS

774 AGMの議題と立候補者の情報 7 2009年10月Ｘ日

775 AGM公式議事録 5 2009年10月29日

776 2008-2009シーズン財務報告書原案(サイン後） 24 2009年10月9日 MS

777 代理人或いは郵送による投票手順書 1 2009年10月Ｘ日

778 代理人による投票用紙様式 1 2009年10月Ｘ日

2016年理事会

GM 2009

AGM 2009
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779 投票権確認用紙 1 2009年10月Ｘ日

780 投票方法に関する手順書 1 2009年10月Ｘ日

781 GM開催通知と関連資料送付のレター 2 2010年4月1日 MS

782 GM議題 2 2010年4月1日 MS

783 GM公式議事録　スタジアム建設中の写真・図面あり 15 2010年4月25日

784 規則改定案ドラフト 21 2010年4月25日

785 規則改訂提案説明書 2 2010年4月25日

786 規則改訂提案説明書 3 2010年4月25日

787 規則改定提案通知 2 2010年4月7日

788 議題についての説明書 2 2010年4月25日

789 代理人或いは郵送による投票手順書変更点 1 2010年4月Ｘ日

790 代理人による投票用紙様式 1 2010年4月Ｘ日

791 EGM議題 1 2010年4月30日 MS

792 再投票のためのEGM開催説明書 1 2010年5月23日

793 投票方法の改訂について 1 2010年5月Ｘ日

794 AGM開催通知と関連資料送付のレター 3 2010年10月6日 MS

795 AGMの議題通知 2 2010年10月6日 MS

796 AGMの議題と立候補者の情報 5 2010年10月Ｘ日

797 AGM公式議事録 6 2010年10月31日

798 2009-2010シーズン財務報告書原案(サイン前） 24 2010年10月Ｘ日

799 代理人或いは郵送による投票手順書（議案採決） 1 2010年10月Ｘ日

800 代理人或いは郵送による投票手順書（理事選挙） 1 2010年10月Ｘ日

801 投票権確認用紙 1 2010年10月Ｘ日

802 投票方法の指示書 1 2010年10月Ｘ日

803 GM開催通知 2 2011年3月17日 MS

804 GM議案 3 2011年3月15日 MS

805 GMの議題 5 2011年4月Ｘ日

806 GM公式議事録 18 2011年4月7日

807 代理投票用紙 1 2011年4月Ｘ日

808 郵送投票用紙 1 2011年4月Ｘ日

809 AGM開催通知 2 2011年10月7日 MI

810 AGM開催通知と関連資料送付のレター 3 2011年10月7日 MI

811 AGM議案 2 2011年10月30日 MI

812 AGMの議題と立候補者の情報 7 2011年10月30日

813 AGM公式議事録 8 2011年10月30日

814 AGM公式議事録(ファイル名が違うが内容同じ） 8 2011年10月30日

815 AGMにおける理事候補に関するQ&A議事録補足 4 2011年10月30日

816 2010-2011シーズン財務報告書原案(サイン前） 25 2011年10月21日

817 投票権確認用紙 1 2011年10月Ｘ日

818 投票方法の指示書 1 2011年10月Ｘ日

819 郵送及び代理投票用紙（議案採決） 1 2011年10月Ｘ日

820 郵送及び代理投票用紙（理事選挙） 1 2011年10月Ｘ日

821 GM開催通知と関連資料送付のレター 2 2012年3月29日

822 GM議案と議事情報 6 2012年3月29日 MI

823 GM議事進行方法についての説明 3 2012年3月28日

824 GM議事録速報版 3 2012年4月19日

825 GM公式議事録 10 2012年4月19日

826 代理投票用紙 1 2012年4月Ｘ日

827 郵送投票用紙 1 2012年4月Ｘ日

828 理事選挙規定 4 2012年4月Ｘ日

829 AGM開催通知と関連資料送付のレター 2 2012年10月17日

830 AGM議案と議事情報　候補者写真入り 15 2012年10月7日 MI

831 AGM公式議事録 10 2012年11月8日

832 AGM 事業＆財務報告プレゼンスライド 9 2012年11月8日

833 スタジアム建設状況報告プレゼンスライド 7 2012年11月Ｘ日

834 2011-2012シーズン財務報告書原案(サイン前） 24 2012年10月29日

835 代理投票用紙 1 2012年11月Ｘ日

836 投票権確認用紙 1 2012年11月Ｘ日

837 投票方法の指示書 1 2012年11月Ｘ日

838 郵送投票用紙 1 2012年11月Ｘ日

839 2013GM開催通知と関連資料送付のレター 2 2013年4月4日 MI

840 GM議案と議事情報　候補者写真入り　新ユニホーム写真あり 11 2013年4月4日 MI

841 前回AGMで出された理事会に対する疑義への報告 2 2013年4月Ｘ日 QT/BXT

842 理事会のガバナンスに関する外部の調査報告書 9 2013年4月25日 LX

843 2012-2013シーズンと2011-2012シーズンの収支比較表 2 2013年4月Ｘ日

AGM 2011

AGM 2009

GM 2010

EGM 2010

AGM 2010

GM 2011

GM 2012

AGM 2012

GＭ 2013
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844 Season Ticket売り上げテーブル 1 2013年4月Ｘ日

845 建設中のグランドの報告スライド 4 2013年4月28日

846 事業＆財務報告プレゼンスライド 10 2013年4月28日

847 入場料収入のグラフ 1 2013年4月Ｘ日

848 入場料収入のサマリー 1 2013年4月Ｘ日

849 代理投票用紙 1 2013年4月Ｘ日

850 投票権確認用紙 1 2013年4月Ｘ日

851 投票方法の指示書 1 2013年4月Ｘ日

852 郵送投票用紙 1 2013年4月Ｘ日

853 理事選挙規定 3 2013年4月Ｘ日

854 AGM開催通知と関連資料送付のレター 2 2013年10月24日 MI

855 AGM議案と議事情報　候補者写真入り 9 2013年10月24日 MI

856 We are Builders' ;MembeをBuilderに例え課題10項目を上げたプレゼン資料 14 2013年10月Ｘ日

857 事業＆財務報告プレゼンスライド 6 2013年11月17日

858 事業＆財務報告プレゼンスライド 図表部分 15 2013年10月Ｘ日

859 2011-2012シーズン財務報告書原案(サイン前） 23 2013年10月23日 MI

860 代理投票用紙 1 2013年10月Ｘ日

861 投票権確認用紙 1 2013年10月Ｘ日

862 投票方法の指示書 1 2013年10月Ｘ日

863 郵送投票用紙 1 2013年10月Ｘ日

864 理事立候補者QA部分の録音のURL 1 2013年10月Ｘ日

865 GM2014 資料無し。開催されたかどうか不明。

866 AGM開催通知と関連資料送付のレター 2 2014年11月3日 MI

867 AGM議案と議事情報　候補者写真入り 17 2014年11月3日 MI

868 2013-2014シーズン財務報告書原案(サイン前） 25 2014年11月Ｘ日

869 東側席近辺でのバンド演奏等のスペース確保に関する議案５の参考資料 8 2014年11月Ｘ日

870 FCUM創設記念日投票用紙 1 2014年11月Ｘ日

871 代理投票用紙（Member's Vote） 1 2014年11月Ｘ日

872 代理投票用紙（創設記念日） 1 2014年11月Ｘ日

873 代理投票用紙（理事選挙） 1 2014年11月Ｘ日

874 投票方法の指示書 1 2014年11月Ｘ日

875 郵送,e-mail 及び代理投票用紙（Member's Vote） 1 2014年11月Ｘ日

876 郵送,e-mail 及び代理投票用紙（理事選挙） 1 2014年11月Ｘ日

877 郵送,e-mail 及び代理投票用紙（議案採決） 1 2014年11月Ｘ日

878 GM開催通知の修正版 2 2015年4月9日 KF

879 GM議案と議事情報　ホームシャツ写真入り 6 2015年4月26日

880 GM 議事録　速報版 4 2015年4月26日

881 Facilitie Companyの定款ドラフト 23 2015年4月Ｘ日

882 Facilitie Companyへのスタジアム使用権ライセンス契約ドラフト 9 2015年4月Ｘ日

883 入場料収入のサマリー 2 2015年4月Ｘ日

884 株式会社を子会社として設立する議案書 3 2015年4月26日

885 選挙規定 5 2015年4月Ｘ日

886 第6議案　についての追加説明（シャツの表示） 1 2015年4月Ｘ日

887 投票権確認用紙 1 2015年4月Ｘ日

888 投票方法の指示書 1 2015年4月Ｘ日

889 郵送及び代理投票用紙 1 2015年4月Ｘ日

890 AGM開催通知と関連資料送付のレター 3 2015年11月3日 MI

891 AGM議案と議事情報　候補者写真入り 37 2015年11月3日 MI

892 AGM投票結果集計 10 2015年11月Ｘ日

893 理事選挙結果 1 2015年11月3日

894 議案投票結果 6 2015年11月3日

895 財務報告プレゼンスライド 12 2015年11月Ｘ日

896 2015-2016シーズン財務報告書原案(サイン前） 29 2015年11月Ｘ日 MI

897 選挙規定 6 2015年11月Ｘ日

898 代理投票用紙（Member's Vote 1-14) 1 2015年11月Ｘ日

899 代理投票用紙(Member's Vote 15-29) 1 2015年11月Ｘ日

900 代理投票用紙(議案採決) 1 2015年11月Ｘ日

901 代理投票用紙(理事選挙） 1 2015年11月Ｘ日

902 投票権確認用紙 1 2015年11月Ｘ日

903 投票方法の指示書 1 2015年11月Ｘ日

904 投票用紙(Member's Vote) 1 2015年11月Ｘ日

905 投票用紙（議案採決） 1 2015年11月Ｘ日

906 投票用紙（理事選挙） 1 2015年11月Ｘ日

907 GM 再招集に関する投票権の有無について基準確認 1 2016年5月15日

908 GM開催通知。提案された議案に個人名が含まれていることに対する見解。40の決議案への対応方針。3 2016年3月31日 MI

AGM 2015

GM 2016

GＭ 2013

AGM 2013

AGM 2014

GM 2015
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NO. トップフォルダー 内容 ページ
数

発行日
或いは開催日

作成者

909 GM通知添付資料。23の議題と、13の投票案件の説明 20 2016年3月31日 MI

910 再招集GM向けのプレゼンスライド 22 2016年5月15日

911 入場料・会員費の妥当性の計算書 2 2016年5月Ｘ日

912 前回GMでの郵送投票をめぐる事務手続き上のトラブルと改善策の報告 2 2016年4月27日 KF

913 選挙投票用紙（Member's Vote) 1 2016年4月24日

914 代理投票用紙(Away Shirt選択) 1 2016年4月24日

915 代理投票用紙(Member's Vote ) 1 2016年4月24日

916 代理投票用紙(議案採決） 1 2016年4月24日

917 投票権確認用紙 1 2016年4月24日

918 投票方法の指示書 1 2016年5月Ｘ日

919 投票用紙（Away Shirt選択） 1 2016年4月24日

920 投票用紙（議案採決） 1 2016年4月24日

921 EGM開催通知。理事選挙の案内 2 2016年6月1日 MI

922 理事候補者19人所信表明.写真入り選挙公報 15 2016年6月1日 KF

923 理事選挙結果 1 2016年6月29日 KF

924 代理投票用紙（理事選挙） 1 2016年6月Ｘ日

925 投票権確認用紙 1 2016年6月25日

926 投票方法の指示書 1 2016年6月Ｘ日

927 投票用紙（理事選挙） 1 2016年6月25日

928 AGM開催通知 2 2016年11月17日 WX

929 AGＭ開催通知付属書 16 2016年11月11日

930 AGM議案説明書 5 2016年12月4日

931 AGMでのプレゼンスライド 36 2016年12月4日

932 2015-2016シーズン財務報告書（クラブ） 28 2016年12月Ｘ日

933 2015-2016シーズン財務報告書（施設会社） 14 2016年12月Ｘ日

934 代理投票用紙（Member's Vote） 1 2016年12月Ｘ日

935 代理投票用紙（理事選挙） 1 2016年12月Ｘ日

936 代理投票用紙(Home Shirt選択) 1 2016年12月Ｘ日

937 代理投票用紙(議案採決) 1 2016年12月Ｘ日

938 投票権確認用紙 1 2016年12月Ｘ日

939 投票方法の指示書 1 2016年12月Ｘ日

940 投票用紙（Home Shirt選択） 1 2016年12月Ｘ日

941 投票用紙(Member's Vote) 1 2016年12月Ｘ日

942 投票用紙（議案採決） 1 2016年12月Ｘ日

943 投票用紙（理事選挙） 1 2016年12月Ｘ日

944 Member's Meeting March 2015 Member's Meeting 説明スライド　Update of Brodhurst Park and Board Policies 19 2015年3月4日

945 Member's Meeting July 2015 ベンフィカ招待試合のチケット代をめぐる論争の背景資料 22 2015年5月26日

946 Member's Meeting July 2015 Member's Meeting議事録 2 2015年7月19日

947 Member's Meeting sept 2015 メンバーサーベイ状況の中間報告 13 2015年9月Ｘ日

948 Member's Meeting March 2016 Survey Responses and Development of Strategy スライド 25 2016年3月10日

949 Member's Meeting March 2016 20165-2016シーズン上半期財務報告書 14 2016年3月Ｘ日

GM 2016

EGM2016

AGM2016
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表   II- 1-2    FC United会員宛のメールメッセージリスト（2016年）

News クラブからのメッセージメール

Pink クラブ広報からのチームとクラブについてのメール情報誌

No. Type Date Title/主な内容

1 Pink 2016/1/28 週末のホームでのHarrogateＴｏｗｎとの試合展望等

2 News 2016/2/2 求人案内：Application notice( Business administration, Grounds Maintenances Assistant)

3 News 2016/2/3 商品広告：Showing love to FC United (Advertisement)

4 News 2016/2/9 メンバー会議開催通知：Advance Notic of Members' Meeting and General Meeting

5 News 2016/2/13 募金呼びかけ：Help us for "Kit Out the Cabin" croudfunder campaign

6 Pink 2016/2/13 週末のホームでのAlfreton Townとの試合展望等

7 News 2016/2/17 募金呼びかけ：Please help the FC United Youth Academy by supporting our Crowdfunder
campaign

8 News 2016/2/23 募金呼びかけ：Help FC United make a diffrence in the local community

9 Pink 2016/2/26 週末のホームでのNorth Ferriby Unitedとの試合展望等

10 News 2016/3/1 募金呼びかけ：FC United Croudfunder- just 11 days to go

11 News 2016/3/5 募金呼びかけ：Seven days to go to Kit Out the Cabin

12 News 2016/3/8 スタジアム会議室利用呼びかけ：Places and spaces for hire at Broadhurst Park

13 News 2016/3/9 メンバー会議開催リマインダー：Members meeting reminder

14 News 2016/3/10 募金締め切り日延長：Kit Out the Cabin Crowdfunder deadline extended

15 Pink 2016/3/12 週末のホームでのAFC Flydeとの試合展望等

16 News 2016/3/18 メンバー会議報告、150人参加：Members meeting and survey result

17 News 2016/3/18 個人に対する誹謗中傷についての理事会としての声明:Statement from the FC United Board

18 News 2016/3/18 募金額1万ポンド達成報告:We've passed £10,000 on our Crowdfunder

19 News 2016/3/23 Andy Walsh辞任声明: FC United general manager Andy Walsh to stand down after 11 years

20 Pink 2016/3/25 週末のホームでのSolihull Moors. Choriey FC（首位）との試合展望等

21 News 2016/3/28 募金呼びかけ：We have 11 days to fund our new modular building-please help us reach our
target

22 News 2016/3/31 募金額15,000ポンド達成報告：We have reached our £15,000 Crowdfunder target! Thank you
very much!

23 Pink 2016/4/2 週末のホームでのBoston Unitedとの試合展望等

24 News 2016/4/2 総会開催通知：FC United 2016 General Meeting - Notice and Notes

25 News 2016/4/11
FCUMメンバーの外部サイトにおける人種差別発言に対する理事会の見解：Comments on
social media sites

26 Pink 2016/4/16 映画監督Ken Loachの追加後援会のお知らせ(Looking for Ericの監督）

27 News 2016/4/18 総会通知リマインダー：FC United General Meeting reminder

28 News 2016/4/18 理事Adam Brownの辞任声明：Board member Adam Brown to step down

29 News 2016/4/22 迷惑メール発生のお詫び：Emails and data protection issues

30 News 2016/4/24 総会が流会になったことへの理事会声明：Board statement regarding the FC United General
Meeting on 24 April 2016

31 News 2016/4/29 臨時総会開催と、理事FT辞任の声明：FC United board statement to members；

32 News 2016/4/30 来シーズンのシーズンチケット販売について：FC United season tickets are now on sale

33 Pink 2016/4/30 週末のホームでのSolihull Moors. Choriey FCとの試合展望。Youth United Day.

34 News 2016/5/3 臨時総会開催通知：Notice of reconvened FC United general Meeting

35 News 2016/5/6 理事NT, LS, EMの辞任声明：Statement to members

36 News 2016/5/9 臨時総会の資料：Reconvened General meeting: Sunday 15th May as 12 noon

37 News 2016/5/10 臨時総会延期の通知と理事立候補案内：FC United Extraordinary General Meeting

38 News 2016/6/3 臨時総会開催通知：Notic of FC United Extraordinary General Meeting

39 News 2016/6/7 来シーズンメンバーシップ加入の案内：Owning our own football club

40 News 2016/6/7 東側スタンド増設に関する報告：Update on the development of the St. Mary's Road End

41 News 2016/6/14 クラブ創設記念日のメッセージ：We're 11 years old today；
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No. Type Date Title/主な内容

42 News 2016/6/16 JP O'neillとの仲裁プロセスの報告：Arbitration Ruling

43 News 2016/6/23 臨時総会では理事選挙のみ行う事の通知：EGM Arrangements - Saturday 25th June

44 News 2016/6/23 来シーズンのシーズンチケットの値段設定に関する説明：Updated on Season Ticket Sales

45 News 2016/6/28 イベント開催の通知：Concieved in Curry House

46 News 2016/6/29 臨時総会における理事選挙結果速報：25th June 2016 EGM Board Election Results

47 News 2016/7/1 新理事による再スタートのメッセージ：Bring on Being United

48 News 2016/7/5 シーズンチケット早期販売についての必要性の説明。Cash Flow問題：Season Ticket update

49 News 2016/7/7 来シーズンの試合日程の決定：2016/17 Fixtures Announced

50 News 2016/7/13 事務局長辞任に伴う募集案内。年収2,1-2,4万£：Job Vacancy: Club & Company Secretary；

51 News 2016/7/20 週末の試合のボランティア緊急募集：Volunteers Urgently Needed for Hereford

52 News 2016/7/21 試合日程変更によるチケット販売の通知：Ticket Sales for FC United v Stockport

53 News 2016/8/5 チケット販売の広告：Stockport Tickets -Members and STH can now buy 2 additional tickets

54 News 2016/8/9 チケット販売広告：Salford City away Ticket

55 News 2016/8/10 チケット販売広告：Stockport Ticket Update

56 News 2016/8/18 チケット販売広告：Tickets on sale for FC United v Darlington on Monday 29th August

57 Pink 2016/8/19 試合展望：FC United host Worcester City on Saturday at 3 o'clock

58 News 2016/8/25 当日券の販売はないことの通知：All Ｔicket Match: FC United v Darlington

59 Pink 2016/8/26 土曜と月曜の連戦についての展望：Bank holiday double-header

60 News 2016/9/2 新ＣEOとしてED採用通知と本人の紹介:FC United appoint new Chief Executive Officer

61 Pink 2016/9/9 ホームでのAFC Ｆｙｌｄｅとの試合展望:United Aim to Bounce Back Against Fylde

62 Pink 2016/9/27 試合展望:Reds host Near Neighmours,Curuzon Ashton

63 News 2016/10/4 年次総会開催通知：FC United 2016 Annual General Meeting

64 Pink 2016/10/7 ＦＡカップ戦敗退：Reds Look to Bounce Back

65 News 2016/10/7 年次総会選挙規定の通知：AGM December 2016

66 Mail 2016/10/13 年次総会における理事立候補手順の通知：AGM

67 Pink 2016/10/21 週末のカップ戦展望：FC Look to build on Cup Win- Updated Kidderminster details

68 Pink 2016/11/4 週末のホームでのBradford Park Avenueとの試合展望等

69 Pink 2016/11/11 週末のアウェイでのSyalybridge Celtic との試合展望等

70 Pink 2016/11/18 週末のホームでのNuneaton Towmとの試合展望等

71 Pink 2016/11/25 週末のホームでのNuneaton Towm(FA Trophy戦)との試合展望等

72 News 2016/11/26 理事会による財務状況悪化についての声明：Board Statement- Financial Position

73 News 2016/11/30 クリスマスの商品広告：Have a Fantastic Chirismas with FC United

74 Pink 2016/12/2 週末のアウェイでのGainsborough Trinity との試合展望等

75 News 2016/12/3 年次総会開催のリマインダー：AGM 2016

76 Mail 2016/12/8 年次総会主要な結果の紹介：AGM Results

77 Pink 2016/12/9  クリスマスにスタジアムをホームレスに開放する通知等：Shining Light

78 Pink 2016/12/16 年末商品購入をしてクラブの財政を助けよう：Rallying Rounds

79 News 2016/12/23 ファンのグランド乱入によるFAからの処分について：FC United face FA probe

80 Pink 2016/12/24 次の2戦についての展望等：Pivotal Week Ahead

81 News 2016/12/24 商品広告：Winter Sale

82 News 2016/12/25
親善試合の通知：FC United to host SV Austria Salzburg in a European Friedly Match on
Saturday 4th February 2017

83 Pink 2016/12/31 週末のホームでのAltrincham との試合展望等：Reds aim for more of the same
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thread in "I can" containing a description of what 

it is you do and how to get in touch. 

 

Do you want a job doing and need someone in to do 

it for you? What if nobody has advertised that 

particular skill? Simple, start a thread in "I want" 

 

Do you have something for sale (not match/concert 

tickets!) that you would like to offer, preferentially 

of course, to fellow members? Start a thread in "I 

have" 

Moderator: Michael Hoban 
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表  II-2-1  FCUMが 2015年におこなった共同オーナーへの意識調査質問内容
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出典：FC United of Manchester Member Survey 2015 Reportより筆者が作成 

質問内容は全訳ではなく要点のみ示している。 
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III 章	 FCUM 創設の経緯と今日までの歩み 
 
本章においては、本稿で実例として取り上げるコミュニティスポーツクラブとしての FCUM 創設に

関わる背景と経緯、そしてその後の歩みを簡潔にまとめ、IV章以降の個別の経営問題を理解するために
必要な背景情報・資料として提供する。イギリスにおける近代フットボールの歴史については既に多く

の詳しい著作があり、引用文献にもその幾つかを示した[Steen,2013][Gardiner,2012][Goldblatt,2014] 
[Taylor,1992] [Taw.2006]。本章ではマンチェスター地域、およびFCUM成立に関連する内容を中心に
記述し、既に広く知られていると思われる内容については簡単に触れるに止めている。 

 
1. イギリスにおけるフットボールの歴史、マンチェスターを中心に 

 
マンチェスターは近代フットボール発祥の地イギリスにおいても、労働者が支えたフットボールの発

展と共に歩んだ都市として特異な位置を占めている。このことは、イングランド国立フットボール博物

館が、ロンドンではなくマンチェスターに置かれていることにより象徴的に示されている。しかしなが

ら、マンチェスターにおけるフットボールの歴史を理解するためには、ヨーロッパにおける近代スポー

ツの歩みをその背景として押さえておく必要がある。望田・村岡[2002]が監修した『近代ヨーロッパの

探求⑧スポーツ』は複眼的・多面的にこのテーマに取り組んでおり、ヨーロッパ近代とスポーツが切り

離しては考えられないことが、多くの実例を通して論証されており、本稿の基本的な参照文献のひとつ

として記述の背景となっている。この中の何本かの論文については、先行研究の検討でも既に触れ、関

連部分で参照している。 

 
イギリスに限らず、現存するヨーロッパのスポーツクラブのほとんどは 19世紀後半から 20世紀の初
頭に設立され、ほぼ 100年を越える歴史と伝統を持っている。先行研究でも述べたように、個別のクラ
ブの歴史を紹介している資料は多いが、その多くはチームの勝敗や英雄的なプレーヤーやマネージャー

の物語であり、クラブの組織運営や経営・財務情報についてはほとんど触れていない。マンチェスター

については、先行研究であげたジェイムス [James, 2010]がマンチェスター地方（市内とは限らない）
を拠点とし、今も活動を続けている 6つのフットボールクラブチームを中心に、その盛衰の歴史を描写
している。この内容は、マンチェスターにおけるフットボールクラブが、市民の日常においてどのよう

な意味を持つ存在であったのかを示すものとなっている。FCUM創設の前史として、本稿における重要
な参考文献の一つである。 

FCUM が創設された理由は、2015-16 シーズンにおいてスポーツクラブとして世界最高の収入 5 億
1500 万ユーロ注1）をあげたマンチェスター・ユナイテッド（以下：マン U）が、2005 年にアメリカ人

資本家マルコム・グレイザー(Malcolm Glazer)により買収された事が直接的なきっかけである。しかし
その背景には、1990 年代から当時のマン U の経営陣が商業主義に走り、古くからのサポーターを軽視
する経営方針を採用し続けたことがあった。このような、クラブの経営方針への不満が、新たなクラブ
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の創設に繋がったことを理解するためには、イギリス、そして特にマンチェスターにおけるフットボー

ルとは、サポーターを中心とした市民にとってどのような存在であったのかを理解する必要がある。本

節では、まずこの点を確認する事から始める事とする。 

 
マンチェスターは、いうまでもなく近代産業革命が産み落とした代表的な新興工業都市であり、18世
紀の末から多くの農民が工場労働者として流れ込み、19世紀の百年間で十倍近く人口が増加し、当然の
ように社会における貧困層の存在が常態化していた [金澤周作, 2008: 74]。エンゲルス[1845]の『イギリ
スにおける労働者階級の状態』は、彼のマンチェスターでの観察をもとに記されたものであり、マンチ

ェスターは今でも工場労働者のイメージを代表する都市として、映画や小説で取り上げられることが多

く、マンチューニアンという代名詞で示されるアイデンティティの存在が今でも当然視されている。	  
一方スポーツが早くからマンチェスターでの社会生活に取り込まれていたことは、19世紀半ばのマン
チェスターの状況を描いた『素顔のマンチェスタ』で、1730年に始められ、当時既に百年以上続く伝統
行事となっていた競馬“The Manchester Races”が隆盛を極めていたことを、市民の観るスポーツ活動
の一つとして次のように記述していることで確認される[Love, 1839: 144]。 

 
これらのレースは貴族階級の訪問者や、数あるスポーツ競技のひとつとしての観戦者よりも、近郊から

訪れる数多くの大衆から歓迎された。多い年には 10万人を越える人々がコースの周りに集まった。 

 

マンチェスター市の人口は 1750年が 1万 8千人､1840年で 23万 5千人、1851年には 30万 3千人とうな

ぎ登りに増えているが、10 万人の観衆が集まったのが 1830 年代だったとすれば、市の人口の半分近くが競

技場に足を運んでいたことになる注2）。 

 
このように人々がスポーツ競技、その中でも観るスポーツに熱中するという社会文化的背景の中で、

フットボールという競技が徐々に社会に浸透し、するスポーツとしても観るスポーツとしても圧倒的な

人気を博するようになる。イングランドでは早くも 1608 年に王により民間の大衆競技としてのフット
ボール禁止令が出されている。現在とはかなり競技形式は異なるものの、ボールを蹴ったり投げたり持

ち運んだりして奪い合うという競技が、禁止令を出されるほど秩序や治安に影響を与え、同時に大衆の

強い支持を受けていたことがわかる。 
ダニング&シェアード [Dunning, Sheard, 1979]によれば、フットボール（現在のアソシエーション・
フットボールとラグビー・フットボールの原型として）は、18世紀後半から徐々に近代スポーツ競技と
しての体裁を整え始め、ほぼ現在のルールが形づけられたのは 1840 年代前後であり、その場所は中流
ブルジョワ階級の教育機関となっていたパブリックスクールであった。手の使用、ボールを持ってゴー

ルに駆け込むランニング・イン、そしてハッキング（相手の足を蹴ること）を許すかどうかが、パブリ

ックスクール各校でそれぞれ定められていたルールの統一をめぐっての、主な争点であった。1863年に
統一ルールを制定する組織として、フットボール協会(Football Association:以下FA)が創設され、FAが
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定めたルールに従うアソシエーション・フットボール（サッカー；本稿ではイギリスで用いられる呼称

に従い以後これをフットボールと呼ぶ）が競技として確立した。遅れて 1870 年には、ラグビー・フッ
トボールの統一ルールが定められた。この二種類のフットボール競技が持つ強い魅力は、パブリックス

クールの生徒だけでなく、多くの労働者を惹きつけ、教会、産業（工場）、学校、パブ等の人の繋がりを

核にしながら多くのクラブチームが創設され、試合が企画されていく。 

 
当初試合は単発的な対抗（親善）試合であった。やがて大勢の人が集まるこのようなイベントは、音

楽のコンサート等と並び、チャリティによる基金集めの主要イベントとして企画されるようになる。イ

ングランド初のチャリティフットボール試合は、1862年 12月 29日にマンチェスターで行われた、繊
維不況により失業した労働者のためのチャリティマッチだったといわれる [ibid.,1979：Chapter II]。ま
た、日本においてスポーツ導入後人気を博した野球の早慶戦も、当初はチャリティとして行われていた

ことが記録されている。この後 IV章にてFCUMとチャリティの関係を考察するが、近代スポーツはそ
の揺籃期から、チャリティとの深い関係を持って発展してきている。因みに、このマンチェスターの試

合では、激しいプレーの応酬が選手間の乱闘に繋がり、観衆がピッチに降りてこれを制止し、最初に相

手を殴った 1人の選手に対し、試合中は自陣のゴールを守る事以外のプレーを禁止するとのペナルティ
を与えて、試合が再開された。当時はフットボールにまだゴールキーパーというポジションは設定され

ていなかったことを示す逸話である [ibid.,1979: 25]。 

 
マンチェスターでは、FA成立と同じ 1863年に、アソシエーション・フットボールをおこなうクラブ
が創設された。従ってマンチェスターのフットボールの歴史は、イギリスにおけるフットボールそのも

のの歴史と重なっていくことになる。マンチェスターを含む北部の諸都市は、工場労働者が中心となり、

パブリックスクールの持つアマチュアリズムの価値観から離れ、プレーヤーには休業補償という形で報

酬を払い、試合観戦には入場料を設定し、競技のプロフェッショナル化が進行していく。1871年に始め
られた、イギリス最強のクラブチームを決める FA カップに代表されるカップ戦が盛んになるにつれ、

単発の親善試合の魅力は薄れていく。当時人気を二分していたアソシエーション・フットボールとラグ

ビー・フットボールだが、アソシエーション・フットボールが選手への報酬の支払いを認めたことで労

働者階級の支持が広がり、一方ラグビーはこれを認めなかったことから、1870年頃からアソシエーショ
ン・フットボールがより広く普及することになっていった。 
この流れの中で、FA カップの優勝チームは、パブリックスクールの OB チームから労働者のクラブ
チームへ、南部から北部へという傾向で推移し、イングランド代表選手はほとんどマンチェスターとリ

バプール出身の選手で占められるようになり、このことがますます北部におけるアソシエーション・フ

ットボール熱を高め、1880年頃にはマンチェスターだけで 22チームがひしめいていた [ibid., 1979: 44]。

そして、カップ戦だけでは年間試合数が限られてしまうことから、試合数が多く設定できるリーグ戦が

考案され、1888年にオリジナル 12といわれるクラブチームが集まって、イングランド・リーグが開始
された[Taw,2006]。 
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“図	 III-1-1”に現在グレーターマンチェスターと呼ばれる地域に存在する主なフットボールクラブ
名と所在地を示した。人口約 250万人のグレーターマンチェスターには、FCUMを含め 15を超えるイ
ングランド・リーグに所属するプロ・アマのクラブチームがひしめいている。FCUM、Cruzon Ashton, 
Maine Roadを除き、何れも百年前後の歴史を持つ。この 3チームも、彼らがアインデンティティのル
ーツとする前身のクラブの歴史を入れれば、何れも百年の歴史を語る事ができる。この図には、リーグ

と呼ばれる 4部以上が 7クラブ、ノン・リーグと呼ばれる 5部以下の 8つのクラブを表示している。こ
れらのクラブが全て、それぞれホームスタジアムを持っている。最高峰のプレミアリーグに所属するマ

ンチェスター・シティ(Manchester City:以下シティ)とマンUが、これらの中で実力・人気ともに双璧

を成している。しかしながら、20世紀初頭からの歴史を振り返ると、必ずしも最初からのこの 2クラブ
が中心であったわけではないことを、ジェイムス[James,2010]が述べている。 

 

図  III-1-1  グレーターマンチェスターのフットボールクラブ名と所在地 
出典：筆者が各クラブの所在地より作成 

 
“図	 III-1-2”にジェイムスがまとめたマンチェスター地区主要 6 クラブの創設以来のリーグ順位と、
観客動員数変遷をグラフにして示した。同じクラブは同じ色で示している。上のグラフが順位で、下の
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